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<は じめに>

2018年 12月 22日 にイン ドネシアのスンダ海峡にある火山島のアナク・クラカ

タウの噴火に伴い津波が発生 した。本津波の規模の割には被害が大きい要因として

は、津波警報が発表 されずに津波が来菅太童したことにもあると考えられている。

新規制基準では、基準津波について、地震以外の要因による津波 として、今回イ
ン ドネシアで発生 したような火山現象による津波 と地すべ り (陸上及び海底)に よ

る津波も考慮 して策定することを要求 している。また、地震による津波 と地震以外
の要因による津波の組合せを考慮することも要求 している。
2019年 1月 16日 時点で、設置変更許可申請 し、許可を得た当社の美浜、高浜、

大飯発電所では、火山現象による津波も、津波の検討の封象に含めて申請 し、火山

と原子力発電所 との距離や位置関係等により、結果的に基準津波として選定 してい

ない。また、地すべ りによる津波については、美浜、高浜、大飯発電所のいずれに

おいても、その敷地への影響が大きいことか ら、地震による津波との組合せで、基

準津波 として選定 した。

この中でも、高浜発電所については、その敷地が他発電所に比べて低いことから、

他発電所で実施 している津波防護に加え、取水路防潮ゲー トを開開することによる

姑策も採用 している。具体的には、高浜発電所では、津波が到達するまでに時間的

に余裕のある基準津波の波源である「若狭海丘列付近断層 と隠岐 トラフ海底地すべ

り」の組合せの場合には、津波警報が発表 された後に取水路防潮ゲー トを閉止する

状態で津波高さを評価 し、津波防護を達成 している。

なお、「隠岐 トラフ海底地すべ り」が単独で発生 した津波の場合は、津波警報が

発表 されずに津波が敷地に到達する可能性があるが、取水路防潮ゲー トが開いた状

態における津波高さ、遡上域及び津波防護の評価は行つていない。
このような状況を踏まえ、当社は高浜発電所の津波警報が発表 されない可能性が

ある「隠岐 トラフ海底地すべ り」による津波について、地すべ りが単独で発生 した

場合を想定 し、取水路防潮ゲー トが開状態での遡上評価、津波による海水ポンプ等
の重要な設備への影響等に係る報告を同年 6月 13日 の公開会合 (第 1回警報が発

表 されない可能性のある津波への対応の現状聴取に係 る会合)にて実施 した。報告
のオ,モ要は以下のとお り。

【2019年 6月 13日 公開会合における当社報告概要】
。現状の設備及び運用を反映 した計算モデル及び計算条件を設定 した上で、新規制

基準審査時の評価結果を踏まえて最 も水位変動の大きな波源に対 して遡上解析を

実施 した。
・遡上解析の結果に基づき、潮位のばらつきを考慮 した上で、敷地への浸水の有無

及び海水ポンプの取水性への影響の有無を検討 した。
。その結果、 3, 4号炉が稼働 した状態では、以下を確認 した。

> 水位上昇側について敷地への浸水がないこと

> 水位下降側について 3, 4号炉海水ポンプ室前面における水位が各炉の海

水ポンプの取水可能水位を上回るため、同ポンプの取水性に影響がないこ

と
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1～ 4号炉が稼働 した状態では、以下を確認 した。

> 水位上昇側について敷地への浸水がないこと

> 水位下降側について 1号炉海水ポンプ室前面、 2号炉海水ポンプ室前面及

び 3, 4号炉海水ポンプ室前面における水位が各炉の海水ポンプの取水可

能水位 を下回る結果 となったが、潮位計の水位変動の観測値に基づき、取

水路防潮ゲー トの閉止等を行 う対策を自主的に実施することにより、同ポ

ンプの取水性に影響が生 じないこと

当社からの報告を踏まえ、2019年 7月 3日 の第 16回原子力規制委員会におい

て、原子力規制庁より、「高浜発電所の津波警報が発表 されない可能性がある「隠

岐 トラフ海底地すべ り」による津波については、イン ドネシア・スンダ海峡で発生

した津波の知見を踏まえると規制に取 り入れる必要がある。」ことが報告 され、当

社 も同様の意向であることを 2019年 7月 16日 の公開会合 (第 2回警報が発表 さ

れない可能性のある津波への対応の現状聴取に係 る会合)にて、ご説明 した。

以上の経緯を踏まえ、高浜発電所の津波警報が発表されない可能性のある「隠岐
トラフ海底地すべり」による津波への対応を設計に反映する。

本資料は、以下の資料構成 とする。

まず、次ページに高浜発電所の津波警報が発表 されない可能性のある「隠岐 トラ

フ海底地すべ り」による津波 (以下、「警報なし津波」とい う。)への対応に係 る関

係条文の整理結果を示す。

その後、第 1編において、警報なし津波への対応に係 る変更の概要を記載する。
つぎに、第 2編において、既許可の基準津波 1,2に加え、警報な し津波に対す

る防護の妥当性を、「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド」 (以下、「審

査ガイ ド」とい う)に沿つて確認することにより、これ らの津波に対する防護が達

成 されていることを確認する。

最後に、第 3編においては、警報なし津波に対する基準津波の選定や、それに姑

する施設影響、施設影響を踏まえた防護方針の策定等について、審査ガイ ドに明記

されない事項も含め、その詳細をまとめる
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<警報なし津波への姑応に係る関係条文の整理結果>

今回変更における関係条文の整理結果を以下の表に示す。

今回変更に関係する条文は、第 3条～第 5条、第 7条、第 ■ 条、第 12条、第 22条、第 26

条、第 33条、第 40条及び第 42条～第 54条、第 56条～第 62条である。

このうち、第 3,4条については、新たに設置する潮位計に関係する条文であるが、設置場所

の 2号炉海水ポンプ室は、耐震重要施設を支持する建物・構築物として、審査済であり、新た

に設置する潮位計について基準地震動 Ssに よる地震力に対して要求される機能が保持できる

設計に変更はないことから、既設置許可の基準適合性に影響を与えるものではない。また、第

7条及び第 ■ 条については、発電用原子炉全般に関係するが、本変更においては、本条文に関係

する設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、発電用原子炉施設への人の

不法な侵入等の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。第 22

条、第 38条及び第 42条～第 54条、第 56条～第 62条については、警報なし津波時に取水路防潮

ゲー トが閉上できず、海水ポンプ及び燃料油貯油そうが防護できないと仮定した場合に機能的に影

響のある条文であり、第 5条及び第 40条に適合することで、これらの条文への影響を回避できる

ことから、既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

したがって、既許可申請書の適合性確認結果に影響を与えるものは、第 5条、第 12条、第

26条及び第 40条であることを確認 した。

関係性欄の凡例 既許可変更有無欄の凡例

今回変更での関係条文

今回変更での無関係の条文 ×

既許可変更有 り

既許可変更無し ×

条文

(設置許可基準)

関係性
既許可

変更有無
備考

第 1条 適用範囲 × ×

適用する基準 (法令)についての説明であり、

要求事項ではないため、関係条文ではない。

第 2条 定義 × ×

言葉の定義であり、要求事項ではないため、関

係条文ではない。

第 3条
設計基準対象施設

の地盤
×

本変更においては、潮位計を 2号炉海水ポン

プ室に設置するが、2号炉海水ポンプ室は耐

震重要施設を支持する建物 。構築物 として審

査済であり、これに対する変更を行わないこ

とから、設計基準対象施設の地盤に係る員死設

置許可の基準適合性確認結果に影響を与える

ものではない。
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条文

(設置許可基準)

関係性
員元許可

変更有無
備 考

第 4条
地震による損傷の

防止
×

本変更においては、潮位計を 2号炉海水ポン

プ室に設置するが、2号炉海水ポンプ室は耐

震重要施設を支持する建物・構築物 として審

査済であり、これに対する変更を行わないこ

と、新たに設置する潮位計についても基準地

震動 Ssに よる地震力に対 して要求される機

能が保持できる設計に変更はないことから、

地震による損傷の防止に係る員死設置許可の基

準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。

第 5条
津波による損傷の

防止

本条文は設計基準対象施設に関しての津波に

係る条文であり、本変更に伴い、設置許可申請

書の記載を変更する。

第 6条
外部からの衝撃に

よる損傷の防止
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ

ないことから、外部からの衝撃による損傷の

防止に係る既設置許可の基準道合性確認結果

に影響を与えるものではない。

第 7条

発電用原子炉施設

への人の不法な侵

入等の防止

×

本条文は発電用原子炉全般に関係するが、本

変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わな

いことから、発電用原子炉施設への人の不法

な侵入等の防止に係る既設置許可の基準適合

性確認結果に影響を与えるものではない。

第 8条
火災による損傷の

防止
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ

ないことから、火災による損傷の防止に係る

既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではない。

第 9条
総水による損傷の

防止等
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ
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条文

(設置許可基準)

関係性
既許可

変更有無
備 考

ないことから、冷水による損傷の防止等に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではない。

第 10条 誤操作の防止 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、誤操作の防止に係る既設置許可の基

準適合性確認結果に影響を与えるものではな

い。

第 H条 安全避難通路等 ×

本条文は発電用原子炉全般に関係するが、本

変更においては、本条文に関係する設備に変更

はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないこと

から、安全避難通路等に係るF、元設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第 12条 安全施設

本変更において、潮位計の安全機能について明

記することから、設置許可申請書の記載を変更

する。

第 13条

運転時の異常な過

渡変化及び設計基

準事故の拡大の防

止

× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故の拡大の防止に係る既設置許可の基

準適合性確認結果に影響を与えるものではな

ヤ`。

第 14条
全交流動力電源喪

失対策設備
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、全交流動力電源喪失対策設備に係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではない。

第 15条 炉心等 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、炉心等に係るR元設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではない。
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条文

(設置許可基準)

関係性
員死許可

変更有無
備考

第 16条
燃料体等の取扱施

設及び貯蔵施設
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

に係る民元設置許可の基準適合性確認結果に影

響を与えるものではない。

第 17条
原子炉冷却材圧力

バウングリ
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、原子炉冷却材圧カバ ウンダジに係

る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を

与えるものではない。

第 18条 蒸気タービン × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、蒸気タービンに係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。

第 19条
非常用炉心冷却設

備
X ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、非常用炉心冷却設備に係る既設置

許可の基準適合性確認結果に影響を与えるも

のではない。

第 20条
一次冷却材の減少

分を補給する設備
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、一次冷却材の減少分を補給する設

備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。

第 21条
残留熱を除去する

ことができる設備
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、残留熱を除去することができる設

備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。
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条文

(設置許可基準)

関係性
員死許可

変更有無
備考

第 22条

最終 ヒー トシンク

ヘ熱を輸送するこ

とができる設備

×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、最終ヒー トシンクヘ熱を輸送する

ことができる設備に係る既設置許可の基準適

合性確認結果に影響を与えるものではない。

第 23条 計測制御系統施設 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、計測制御系統施設に係る員元設置許

可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの

ではない。

第 24条 安全保護回路 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、安全保護回路に係る員死設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。

第 25条
反応度制御系統及

び原子炉停止系統
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、反応度制御系統及び原子炉停止系

統に係る員九設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。

第 26条 原子炉制御室等

本変更に伴い、外部状況を把握する設備 とし

ての潮位計に関す る記載を変更することか

ら、設置許可申請書の記載を変更する。

第 27条
放射性廃棄物の処

理施設
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、放射性廃棄物の処理施設に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。

第 28条
放射性廃棄物の貯

蔵施設
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、放射性廃棄物の貯蔵施設に係る員死
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条文

(設置許可基準)

関係性
員ジE許可

変更有無
備考

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。

第 29条

工場等周辺におけ

る直接ガンマ線等

からの防護

× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、工場等周辺における直接ガンマ線

等からの防護に係る既設置許可の基準適合性

確認結果に影響を与えるものではない。

第 30条

放射線からの放射

線業務従事者の防

護

× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、放射線からの放射線業務従事者の

防護に係 る員光設置許可の基準適合性確認結果

に影響を与えるものではない。

第 31条 監視設備 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

ことから、監視設備に係る既設置許可の基準

適合性確認結果に影響を与えるものではな

ヤ`。

第 32条 原子炉格納施設 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、原子炉格納施設に係る員元設置許可

の基準適合性確認結果に影響を与えるもので

はない。

第 33条 保安電源設備 ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、保安電源設備に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。

第 34条 緊急時対策所 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、緊急時対策所に係る員光設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。
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条文

(設置許可基準 )

関係性
員死許可

変更有無
備考

第 35条 通信連絡設備 × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、通信連絡設備に係る既設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。

第 36条 補助ボイラー × ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、補助ボイラーに係る員光設置許可の

基準適合性確認結果に影響を与えるものでは

ない。

第 37条
重大事故等の拡大

の防止等
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に変

更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わない

ことから、有効性評価に係る既設置許可の基

準適合性確認結果に影響を与えるものではな

ヤ`。

第 38条
重大事故等対処施

設の地盤
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ

ないことから、重大事故等対処施設に係 る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。

第 39条
地震による損傷の

防止
× × 同 上

第 40条
津波による損傷の

防止

本条文は重大事故等対処施設及び特定重大事

故等対処施設に関しての津波に係る条文であ

り、本変更に伴い、設置許可申請書の記載を変

更する。
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条文

(設置許可基準)

関係性
既許可

変更有無
備 考

第 41条
火災による損傷の

防止
× ×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ

ないことから、重大事故等対処施設に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。

第 42条
特定重大事故等対

処施設
×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ

ないことから、重大事故等対処施設に係 る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。

第 43条
重大事故等対処設

備
× 同 上

第 44条

緊急停止失敗時に

発電用原子炉 を未

臨界にす るための

設備

× 同 上

第 45条

原子炉冷却材圧力

バ ウンダヅ高圧時

に発電用原子炉を

冷却するための設

備

× 同 上

第 46条

原子炉冷却材圧カ

バウンダジを減圧

するための設備

X 同 上

第 47条

原子炉冷却材圧力

バウンダジ低圧時

に発電用原子炉を

冷却するための設

備

× 同 上

第 48条

最終 ヒー トシンク

ヘ熱 を輸送す るた

めの設備

× 同 上
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条文

(設置許可基準)

関係性
員元許可

変更有無
備考

第 49条

原子炉格納容器 内

の冷却等のための

設備

× 同 上

第 50条

原子炉格納容器 の

過圧破損 を防止す

るための設備

× 同 上

第 51条

原子炉格納容器 下

部の溶融炉心を冷

却するための設備

× 同 上

第 52条

水素爆発による原

子炉格納容器の破

損を防止するため

の設備

× 同 上

第 53条

水素爆発による原

子炉建屋等の損傷

を防止するための

設備

× 同 上

第 54条

使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための

設備

× 同 上

第 55条

工場等外への放射

性物質の拡散を抑

制するための設備

× × 同 上

第 56条

重大事故等の収束

に必要 となる水の

供給設備

×

本変更においては、本条文に関係する設備に

変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ

ないことから、重大事故等対処施設に係る既

設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え

るものではない。

第 57条 電源設備 × 同 上

第 58条 計装設備 × 同 上

第 59条

運転員が原子炉制

御室にとどまるた

めの設備

× 同 上

第 60条 監視測定設備 X 同 上
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条文

(設置許可基準)

関係性
既許可

変更有無
備 考

第 61条 緊急時対策所 × 同 上

第 62条
通信連絡を行 うた

めに必要な設備
× 同 上
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<1号炉及び2号炉に係る変更の概要>

く目  次〉

1.基 本方針

1.1 要求事項の整理

1.2 要求事項に対する適合性

(1)位置、構造及び設備

(2)安全設計方針

(3)適合性説明

1.3 気象等

1.4 設備等 (手順等含む)

第5条 :津波による損傷の防止

第12条 :安全施設

第26条 :原子炉制御室等

第40条 :津波による損傷の防止
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<概  要 >

設置許可基準規則、技術基準規則の要求事項を明確化するとともに、それ ら要求に対する

高浜発電所 1号炉及び 2号炉における適合性を示す。

津波警報が発表 されない可能性のある津波への対応に係 る反映事項を朱記する。
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1.基 本方針

1.1 要求事項の整理

津波による損傷の防止について、設置許可基準規則第5条及び技術基準規則第6条に

おいて、要求事項を明確化する (表 1)。

安全施設について、設置許可基準規則第12条並びに技術基準規則第14条及び第15

条において、要求事項を明確化する (表 2)。

原子炉制御室等について、設置許可基準規則第26条及び技術基準規則第38条にお

ける要求事項を明確化する (表 3)。

津波による損傷の防止について、設置許可基準規則第40条及び技術基準規則第50条

において、要求事項を明確化する (表 4)。
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表 1 設置許可基準規則第5条及び技術基準規則第6条 要求事項

表 2(1/3) 設置許可基準規則第12条並びに技術基準規則第14条及び第15条 要求事項

淋
―
動
よ

備  考
技術基準規則

第6条 (津波による損傷の防止)

設計基準対象施設が基準津波 (設置許可基準規則第五条に

規定する基準津波をい う。以下同じ。)に よりその安全性

が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な

措置を講 じなければならない。

設置許可基準規則

第5条 (津波による損傷の防止 )

設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある津波 (以下「基準津波」

とい う。)に姑 して安全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない

備 考
技術基準規則

第14条 (安全設備 )

第二条第二項第九号ハ及びホに掲げる安全設備は、当該安

全設備を構成する機械又は器具の単一故障 (設置許可基準

規則第十二条第二項に規定す る単一故障をい う。以下同
じ。)が発生 した場合であって、外部電源が利用できない

場合においても機能できるよう、構成する機械又は器具の

機能、構造及び動作原理を考慮 して、多重性又は多様性を

確保 し、及び独立性を確保するよう、施設 しなければなら

ない。

2安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至るまで

の間に想定される全ての環境条件において、その機能を発

揮することができるよう、施設 しなければならない。

設置許可基準規則

第12条 (安全施設 )

安全施設は、その安全機能の重要度に応 じて、安全機能が

確保 されたものでなければならない。

2安全機能を有する系統の うち、安全機能の重要度が特

に高い安全機能を有するものは、当該系統を構成する機械

又は器具の単一故障 (単一の原因によって一つの機械又は

器具が所定の安全機能を失 うこと (従属要因による多重故

障を含む。)をい う。以下同じ。)が発生 した場合であっ

て、外部電源が利用できない場合においても機能できるよ

う、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動

作原理を考慮 して、多重性又は多様性を確保 し、及び独立

性を確保するものでなければならない。

3安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全てのr衆―境条件において、その機能

を発揮することができるものでなければならない。



表 2(2/3) 設置許可基準規則第12条並びに技術基準規則第14条及び第15条 要求事項

甜
―
動
ふ

備 考
技術基準規則

第15条 (設計基準対象施設の機能)

設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉の

反応度を安全かつ安定的に制御でき、かつ、運転時の異常
な過渡変化時においても発電用原子炉固有の出力抑制特

性を有すると共に、発電用原子炉の反応度を制御すること

により核分裂の連鎖反応 を制御できる能力を有す るもの

でなければならない。

2設計基準対象施設は、その健全性及び能力を確認する
ため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保
守点検 (試験及び検査を含む。)ができるよう、施設しな
ければならない。
3設計基準対象施設は、通常運転時において容器、配管、
ポンプ、弁その他の機械又は器具から放射性物質を含む流

体が著 しく漏えいする場合は、流体状の放射性廃棄物を処

理する設備によりこれを安全に処理するように施設 しな

ければならない。

4設 計基準対象施設に属する設備であつて、蒸気ター ビ

ン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴 う飛散物によ

り損傷を受け、発電用原子炉施設の安全性を損な うことが

想定されるものには、防護施設の設置その他の損傷防止措

置を講 じなければならない。

設置許可基準規則

第12条 (安全施設 )

4安 全施設は、その健全1性及び能力を確認するため、そ
の安全機能の重要度に応 じ、発電用原子炉の運転中又は停
止中に試験又は検査ができるものでなければならない。

5安全施設は、蒸気ター ビン、ポンプその他の機器又は

配管の損壊に伴 う飛散物により、安全性を損なわないもの

でなければならない。



表 2(3/3) 設置許可基準規則第12条並びに技術基準規則第14条及び第15条 要求事項

削
―
諭
ふ

備  考
技術基準規則

第15条 (設計基準対象施設の機能 )

5設 計基準対象施設に属する安全設備であつて、第二条

第二項第九号ハに掲げるものは、二以上の発電用原子炉施

設において共用 し、又は相互に接続するものであってはな

らない。ただし、二以上の発電用原子炉施設 と共用 し、又

は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子

炉施設の安全性が向上する場合は、この限 りでない。
6前 項の安全設備以外の安全設備を二以上の発電用原子

炉施設 と共用 し、又は相互に接続する場合には、発電用原
子炉施設の安全性を損なわないよう、施設 しなければなら

ない。

設置許可基準規則

第12条 (安全施設 )

6重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において

共用 し、又は相互に接続するものであってはならない。た

だし、二以上の発電用原子炉施設 と共用 し、又は相互に接

続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安
全性が向上する場合は、この限 りでない。

7安全施設 (重要安全施設を除く。)は、二以上の発電

用原子炉施設 と共用 し、又は相互に接続する場合には、発

電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければな

らない。



表3(1/2)設 置許可基準規則第26条及び技術基準規則第38条 要求事項

甜
―
謝
為

備 考
技術基準規則

第38条 (原子炉制御室等 )

発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設 しなければな

らない。

2原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系

統に係 る設備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他
の非常時に発電用原子炉の安全を確探す るための設備 を

操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係 る主要

な機械又は器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置
の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉を安全

に運転するための主要な装置 (第 四十七条第一項に規定す

る装置を含む。)を集 中し、かつ、誤操作することなく適

切に運転操作することができるよ う施設 しなければなら

ない。

3原 子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を

把握するための装置を施設 しなければならない。

4発 電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態によ

り原子炉制御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外
の場所から発電用原子炉の運転を停止 し、かつ、安全な状

態に維持することができる装置を施設 しなければならな
い。

設置許可基準規則

第26条 (原子炉制御室等)

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉

制御室 (安全施設に属するものに限る。以下この条におい

て同じ。)を設けなければならない。
一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要な

パラメータを監視できるものとすること。

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有す
るものとすること。

三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な

操作を手動により行 うことができるものとするこ

と。

2発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態によ

り原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御
室以外の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ち

に移行 させ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に

制御 し、その後、発電用原子炉を安全な低温停止の状態に

移行 させ、及び低温停止の状態を維持 させるために必要な

機能を有する装置を設けなければならない。



削
―
謝
乱

表 3(2/2) 設置許可基準規則第26条及び技術基準規則第38条 要求事項

表 4 設置許可基準規則第40条及び技術基準規則第51条 要求事項

備 考
技術基準規則

第38条 (原子炉制御室等 )

5原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員そ
の他の従事者が原子炉制御室に出入 りす るための区域に

は、一次冷却系統に係 る発電用原子炉施設の損壊又は故障

その他の異常が発生 した場合に発電用原子炉の運転の停
止その他の発電用原子炉施設の安全 rl生 を確保す るための

措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入 り、

又は一定期間とどま り、かつ、当該措置をとるための操作

を行 うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護

措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災によ

り発生す る燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適

切な防護措置を講 じなければならない。

6原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければなら
ない。

設置許可基準規則

第26条 (原子炉制御室等 )

3原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員そ

の他の従事者が原子炉制御室に出入 りするための区域は、
一次冷却系統に係 る発電用原子炉施設の損壊又は故障そ

の他の異常が発生 した場合に発電用原子炉の運転の停止

その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措

置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入 り、又

は一定期間とどま り、かつ、当該措置をとるための操作を

行 うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措

置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により

発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切

に防護するための設備を設けなければならない。

備  考
技術基準規則

第51条 (原子炉制御室等 )

重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に

対処す るために必要な機能が損なわれるおそれがないよ

う、防護措置その他の適切な措置を講 じなければならな
い。

設置許可基準規則

第40条 (原子炉制御室等 )

重大事故等対処施設は、基準津波に対 して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。



1.2要 求事 項 に対 す る適 合 性

(1)位 置 、構 造 及 び設 備

(2)耐 津 波構 造

【第 5条 に係 る変 更概 要 】

(1)設 計基 準 姑象 施 設 に対 す る耐 津 波 設 計

設 計 基 準 対 象 施 設 は 、 そ の供 用 中 に 当該 施 設 に大 き な影 響 を

及 ぼす お それ が あ る津 波 (以 下 「基 準 津 波 」 とい う。 )に 封 し

て 、 以 下 の方 針 に基 づ き耐 津 波 設 計 を行 い 、 そ の安 全機 能 が損

な わ れ るお そ れ が な い 設 計 とす る。 基 準 津 波 の 定 義 位 置 を 第

5.10図 に、 時刻 歴 波 形 を第 5。 11図 に示 す 。

ま た 、設 計 基 準姑 象 施 設 の うち、津 波 か ら防護 す る設備 を「設

計 基 準対 象 施 設 の津 波 防護 紺象 設備 」 とす る。

a.設 計 基 準対 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、浸

水 防止 設備 、津 波 監 視 設 備 及 び 非 常用 取 水 設備 を除 く。 )を

内包 す る建 屋 及 び 区画 の設 置 され た敷 地 にお い て 、基 準 津 波

に よ る遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 させ な い設 計 とす る。

ま た 、 取水 路及 び放 水 路 等 の経 路 か ら流 入 させ な い設 計 とす

る。 具 体 的 な設 計 内容 を以 下 に示 す 。

(a)設 計 基 準 対 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、

浸水 防止 設備 、津 波 監視 設備 及 び非 常 用 取 水 設備 を除 く。 )

を内包 す る建 屋 及 び 区画 並 び に海 水 ポ ンプ 室 、復 水 タ ン ク

は基 準 津 波 に よ る遡 上 波 が到 達 す る可 能 性 が あ るた め 、津

波 防護 施 設 及 び 浸 水 防止 設 備 を設 置 し、基 準 津 波 に よ る遡

上波 を地 上部 か ら到 達 又 は流入 させ な い設 計 とす る。

基 準 津 波 の うち、津 波警 報 等 が発 表 され な い可能性 の あ

る もの は 、若 狭 湾 にお け る津 波 の伝 播 特 性 に よ り、高 浜発

電所 の海 水 ポ ンプ 室 前 面 にお い て第 1波 よ り第 2波 以 降 の
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水 位 変 動 量 が大 き くな る こ と及 び津 波 の第 1波 の押 し波 が

地 上 部 か ら到 達 又 は流入 しない こ とを踏 ま え、発 電所 構 内

の津 波 防護 施 設 に よ り観 測 され た第 1波 の水位 変 動 量 が 、

設 定 した 閉止 判 断基 準 を超 えた場 合 に 、津 波 襲 来 と判 断 し、

津 波 防護 施 設 に よ り第 2波 以 降 の遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達

又 は流 入 させ な い設 計 とす る。

(b)上 記 (a)の 遡 上 波 につ い て は、敷 地 及 び敷 地周 辺 の地形 及

び そ の標 高 、河 川 等 の存 在 、設備 等 の設 置 状 況 並 び に地 震

に よ る広 域 的 な隆 起 。沈 降 を考慮 して 、遡 上 波 の 回 り込 み

を含 め敷 地 へ の遡 上 の可能 性 を検 討 す る。 ま た 、地震 に よ

る変 状 又 は繰 返 し襲 来 す る津 波 に よ る洗 掘 ・ ナヒ積 に よ り地

形 又 は河 川 流 路 の 変 化 等 が考 え られ る場 合 は 、敷 地 へ の遡

上経 路 に及 ばす影 響 を検討 す る。

(c)取 水 路 又 は放 水 路 等 の経 路 か ら、津 波 が流 入 す る可能 性

につ い て検 討 した 上 で 、流 入 の可能 性 の あ る経 路 (扉 、 開

口都 及 び 貢 通 口等 )を 特 定 し、必 要 に応 じ津 波 防護 施 設 及

び 浸 水 防止 設 備 の 浸 水 対 策 を施 す こ とに よ り、 津 波 の流 入

を防止 す る設 計 とす る。

b.取 水・ 放 水 施 設 及 び 地 下部 等 にお い て 、漏 水 す る可 能 性 を

考 慮 の 上 、漏 水 に よ る浸 水 範 囲 を限 定 して 、重 要 な安 全機 能

へ の影 響 を防止 す る設 計 とす る。 具 体 的 な設 計 内容 を以 下 に

示 す。

(a)取 水 。放 水 設 備 の構 造 上 の特徴 等 を考 慮 して 、取 水・ 放

水 施 設 及 び 地 下部 等 にお け る漏 水 の 可 能 性 を検 討 した上 で 、

漏 水 が継 続 す る こ とに よ る浸 水 範 囲 を想 定 (以 下 「浸水 想
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定範 囲」 とい う。 )す る と と もに 、 同範 囲 の境 界 にお い て

浸 水 の 可能 性 の あ る経 路及 び 浸 水 口 (扉 、 開 口部 及 び 貫 通

口等 )を 特 定 し、 浸 水 防止 設 備 を設 置 す る こ とに よ り浸 水

範 囲 を限定 す る設 計 とす る。

(b)浸 水 想 定 範 囲及 び そ の周 辺 に設 計 基 準 対 象 施 設 の津 波 防

護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、 浸 水 防止 設備 、津 波 監 視 設 備

及 び 非 常用 取 水 設 備 を除 く。 )が あ る場 合 は 、 防水 区画 化

す る と とも に、 必 要 に応 じて浸 水 量 評 価 を実施 し、安 全機

能 へ の影 響 が な い こ とを確 認 す る。

(c)浸 水 想 定 範 囲 にお け る長 期 間 の冠 水 が想 定 され る場 合 は 、

必 要 に応 じ排 水 設 備 を設 置 す る。

c,a.及 び b.に 規 定 す る もの の ほ か 、設 計 基 準姑 象 施 設 の津 波

防護 対 象 設備 (津 波 防護 施 設 、 浸 水 防止 設 備 、津 波 監視 設 備

及 び非 常 用 取 水 設 備 を除 く。 )を 内包 す る建 屋 及 び 区画 につ

い て は 、浸 水 対 策 を行 うこ とに よ り津 波 に よ る影 響 等 か ら隔

離 す る。 そ の た め 、浸水 防護 重 点化 範 囲 を 明確 化 す る と と も

に 、津 波 に よ る冷 水 を考 慮 した浸水 範 囲及 び浸 水 量 を保 守 的

に想 定 した上 で 、 浸 水 防護 重 点化 範 囲 へ の浸水 の 可能 性 の あ

る経 路 及 び 浸 水 口 (扉 、 開 口部 及 び 貫 通 口等 )を 特 定 し、 そ

れ らに姑 して必 要 に応 じ浸水 対 策 を施 す 設 計 とす る。

d.水位 変 動 に伴 う取水 性 低 下 に よ る重 要 な安 全機 能 へ の影 響

を防止 す る設 計 とす る。 そ の た め、海 水 ポ ンプ につ い て は 、

基 準 津 波 に よ る水 位 の低 下 に対 して 、海 水 ポ ンプ が機 能保 持

で き、かつ冷 却 に必 要 な海 水 が確 保 で き る設 計 とす る。ま た 、
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基 準 津 波 に よ る水 位 変 動 に伴 う砂 の移 動 。堆積 及 び漂 流 物 に

対 して非 常 用 海 水 路及 び海 水 ポ ンプ 室 の通 水 性 が確 保 で き、

か つ 取水 口か らの砂 の混 入 に対 して海 水 ポ ンプ が機 能保 持 で

き る設 計 とす る。

基 準 津 波 の うち、津 波警 報 等 が発 表 され ない 可能性 の あ る

もの は 、若 狭 湾 にお け る津 波 の伝 播 特 性 に よ り、 高 浜発 電 所

の海 水 ポ ンプ室 前 面 にお い て 第 1波 よ り第 2波 以 降 の水 位 変

動 量 が大 き くな る こ と及 び 津 波 の 第 1波 の 引 き波 に よ る水 位

の低 下 に姑 して海 水 ポ ンプ が機 能 保 持 で き る こ とを踏 ま え、

発 電 所 構 内 の津 波 防護 施 設 に よ り観 測 され た第 1波 の水 位 変

動 量 が 、設 定 した 閉止 判 断 基 準 を超 え た場 合 に 、津 波 襲 来 と

判 断 し、津 波 防護 施 設 に よ り第 2波 以 降 の水位 の低 下 に対 し

て 、海 水 ポ ンプ が機 能保 持 で き、 か つ 冷 却 に必 要 な海 水 が確

保 で き る設 計 とす る。

e.津波 防護 施 設 及 び 浸水 防止 設 備 につ い て は 、入 力 津 波 (施

設 の津 波 に姑 す る設 計 を行 うた め に 、 津 波 の伝 播 特性 及 び 浸

水 経 路 等 を考 慮 して 、 それ ぞれ の施 設 に紺 して設 定す る もの

をい う。 以 下 同 じ。 )に 対 して津 波 防護 機 能 及 び 浸水 防止 機

能 が保 持 で き る設 計 とす る。ま た 、津 波 監視 設備 につ い て は 、

入 力 津 波 に対 して津 波 監視機 能 が保 持 で き る設 計 とす る。

f.津 波 防護 施 設 、 浸 水 防止 設 備 及 び 津 波 監視 設 備 の設 計 に 当

た って は、 地 震 に よ る敷 地 の 隆起・ 沈 降 、 地震 (本 震 及 び 余

震 )に よ る影 響 、 津 波 の繰 返 しの襲 来 に よ る影 響 、津 波 に よ

る二 次 的 な影 響 (洗 掘 、砂 移 動 及 び 漂 流 物 等 )及 び 自然 条 件

(積 雪 、風 荷 重 等 )を 考慮 す る。
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g.津 波 防護 施 設 、浸水 防止 設 備 及 び 津 波 監視 設 備 の設 計 並 び

に海 水 ポ ンプ の取水 性 の評 価 に 当た って は 、入 力 津 波 に よ る

水 位 変 動 に対 して朔 望 平 均 潮 位 を考 慮 して安 全 側 の評 価 を実

施 す る。 なお 、 そ の他 の要 因 に よ る潮 位 変 動 につ い て も適 切

に評 価 し考 慮 す る。 ま た 、地 震 に よ り陸域 の 隆 起 又 は沈 降 が

想 定 され る場 合 、想 定 され る地震 の震 源 モ デ ル か ら算 定 され

る、敷 地 の地 殻 変 動 量 を考 慮 して安 全側 の評 価 を実施 す る。

なお 、 津 波 警 報 等 が発 表 され な い 可 能性 の あ る津 波 に係 る津

波 防護 施 設 は 、不 確 か さ と して潮 位 の ゆ らぎ に加 え、 工 学 的

余裕 を考 慮 した安 全側 の設 計 とす る。

h.a.及 び d.に 規 定す る もの につ い て は 、安 全 設 計 上 、施 設

影 響 が生 じる津 波 の第 1波 を網 羅 的 に検 知 で き る閉止 判 断基

準 の設 定 が 必 須 で あ る。 この た め、 耐 津波 設 計 で は 、基 準 津

波 の うち 、 津 波 警 報 等 が発 表 され な い 可能性 の あ る もの を用

い て施 設 影 響 が生 じるケー ス を網 羅 的 に検 知 で き る よ うに 閉

止 判 断基 準 を設 定 す る。

基 準 津 波 の うち、津 波 警 報 等 が 発 表 され な い 可 能 性 の あ る

もの に よ る敷 地 遡 上及 び海 水 ポ ンプ の取 水性 の観 点 で は 、最

も水 位 変 動 が 大 き くな る よ うに崩 壊 規 模 及 び破 壊 伝 播 速 度 を

最 大 値 で設 定 した基本 設 定 の波 形 を設 計 に用 い る。 一 方 で 、

崩 壊 規 模 が 小 さ くな る と振 幅 が 小 さ くな り、破 壊 伝 播 速 度 が

小 さ くな る と振 幅 が小 さ くな っ て周 期 が長 くな る こ とか ら、

上記 の対 策 の観 点 で は 、 これ らの値 を小 さ く した場 合 にお い

て わず か に施 設 影 響 を与 え る よ うな 津 波 波形 で あ って も見 落

と しな く検 知 で き る閉止 判 断基 準 を設 定 す る必 要 が あ る。 よ

って 、耐 津 波 設 計 にお け る 閉止 判 断 基 準 の設 定 にお い て は、

基 準 津 波 の うち、 津 波 警 報 等 が発 表 され ない 可 能 性 の あ る も
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の の波源 に対 す る津 波 波 形 は 、 崩 壊 規 模 及 び破 壊 伝 播 速 度 に

つ い て 、 基 本 設 定 を上 限 と した 上 で 、 幅 を持 って設 計 に用 い

る もの とす る。

i.a.及 び d.に 規 定 す る もの の うち、h.に 規 定す る閉止 判 断

基 準 を用 い た 津 波 防護 施 設 の運 用 を適 用 す る もの は 、 津 波 警

報 等 が発 表 され ない 可能 性 の あ る津 波 に対 し、遡 上 波 を地 上

部 か ら到 達 又 は流入 させ な い設 計 及 び水位 の低 下 に対 して海

水 ポ ンプ が機 能保‐持 で き る設 計 とす るが 、 これ に加 え、 可能

な 限 り早 期 に津 波 警 報 等 が発 表 され な い可 能 性 の あ る津 波 に

対応 す るた め に 、発 電 所 構 外 の観 測 潮 位 も活 用 す る運 用 を定

め る。 さ らに 、津 波 防護 施 設 の うち多重化 され て い な い部位

の保 守 につ い て は 、発 電 所 構 外 の観 測 潮位 を活 用 す る運 用 を

適 用 し、 遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流入 させ な い設 計 及 び

水位 の低 下 に対 して海 水 ポ ンプ が機 能保 持 で き る設 計 とす る。

ま た 、d.に 規 定す る もの の うち、漂 流物 に対 して は 、発 電

所 構 外 の観 測 潮 位 を活 用 し、必 要 時 に車 両 の退 避 等 を行 う運

用 を適 用 し、非 常用 海 水 路及 び 海 水 ポ ンプ 室 の通 水 性 が確 保

で き る設 計 とす る。
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【第 40条 に係 る変 更概 要 】

(工 )重 大 事 故 等 対 処施 設 に姑 す る耐 津 波設 計

重 大 事 故 等 対 処 施 設 は 、 基 準 津 波 に対 して 、 以 下 の方 針 に基 づ

き耐 津 波 設 計 を行 い 、重 大 事 故 等 に対 処 す るた め に必 要 な機 能 が

損 な わ れ る お そ れ が な い 設 計 とす る。 基 準 津 波 の 定 義 位 置 を 第

5.10図 に、 時刻 歴 波形 を第 5。 H図 に示 す 。

ま た 、 重 大 事 故 等 対 処 施 設 、 可搬 型 重 大 事 故 等 対 処 設 備 、津 波

防護 施 設 、 浸 水 防止 設 備 及 び 津 波 監 視 設 備 の津 波 か ら防護 す る設

備 を 「重 大 事 故 等 対 処施 設 の津 波 防護 対 象 設備 」 とす る。

a.重 大 事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、 浸水

防止 設 備 、津 波 監視 設備 及 び 非 常 用 取 水 設備 を除 く。 )を 内包 す

る建 屋 及 び 区画 の設 置 され た敷 地 にお い て 、基 準 津 波 に よ る遡 上

波 を地 上 部 か ら到 達又 は流 入 させ ない設 計 とす る。 ま た 、取 水 路

及 び放 水 路 等 の経 路 か ら流 入 させ な い設 計 とす る。 具 体 的 な設 計

内容 を以 下 に示 す 。

(a)重 大 事 故 等 射 処 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、浸

水 防止 設 備 、 津 波 監視 設 備 及 び 非 常 用 取 水 設 備 を除 く。 )を 内

包 す る建 屋 及 び 区画 並 び に海 水 ポ ンプ 室 、復 水 タ ン ク は基 準 津

波 に よ る遡 上 波 が地 上部 か ら到 達 。流 入 す る可能性 が あ るた め、

津 波 防護 施 設 及 び 浸水 防止 設備 を設 置 し、基 準 津 波 に よ る遡 上

波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 させ な い設 計 とす る。

基 準 津 波 の うち、 津 波 警 報 等 が発 表 され な い 可能 性 の あ る も

の は 、若 狭 湾 にお け る津 波 の伝 播 特 性 に よ り、 高浜 発 電 所 の海

水 ポ ンプ 室 前 面 にお い て第 1波 よ り第 2波 以 降 の水位 変 動 量 が

大 き くな る こ と及 び津 波 の第 1波 の押 し波 が 地 上部 か ら到 達 又

は流 入 しな い こ とを踏 ま え、発 電 所 構 内 の津 波 防護 施 設 に よ り

観 測 され た第 1波 の水位 変 動 量 が 、設 定 した 閉止 判 断 基 準 を超

えた場 合 に 、 津 波 襲 来 と判 断 し、 津 波 防護 施 設 に よ り第 2波 以
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降 の遡 上 波 を地 上部 か ら到 達 又 は流 入 させ ない設 計 とす る。

(b)上 記 (a)の 遡 上 波 の到 達 防止 に 当 た って の検 討 は 、「(i)設 計

基 準 対 象 施 設 に射 す る耐 津 波 設 計 」 を適 用 す る。

(c)取 水 路 又 は放 水 路 等 の経 路 か ら、流 入 の 可 能 性 につ い て検 討

した上 で 、流 入 の可能性 の あ る経 路 (扉 、開 口部及 び 貫 通 口等 )

を特 定 し、 必 要 に応 じて 実 施 す る浸 水 対 策 につ い て は 、 「(i)

設 計 基 準 射 象 施 設 に射 す る耐 津 波 設 計 」 を適 用 す る。

b.取 水 ・ 放 水 施 設 及 び 地 下部 等 にお い て 、漏 水 す る可 能性 を考 慮

の上 、漏 水 に よ る浸水 範 囲 を限 定 し、重 大事 故 等 に対 処 す るた め

に必 要 な機 能 へ の影 響 を防止 す る設 計 とす る。 具 体 的 に は 「(i)

設 計 基 準 対 象 施 設 に姑 す る耐 津 波 設 計 」 を適 用 す る。

c.a.及 び b.に 規 定 す る もの の ほ か 、 重 大 事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防

護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、浸 水 防止 設 備 、津 波 監 視 設備 及 び 非

常用 取水 設 備 を除 く。 )を 内包 す る建 屋 及 び 区画 につ い て は 、浸

水 対 策 を行 うこ とに よ り津 波 に よ る影 響 等 か ら隔離 す る。 そ の た

め、 浸水 防護 重 点化 範 囲 を明確 化 す る と ともに、必 要 に応 じて 実

施 す る浸 水 対 策 につ い て は、 「(i)設 計 基 準 対 象 施 設 に対 す る耐

津 波 設 計 」 を適 用 す る。

d.水位 変 動 に伴 う取水 性 低 下 に よ る重 大 事 故 等 に対 処 す るた め に

必 要 な機 能 へ の影 響 を防止 す る設 計 とす る。 そ の た め 、海 水 ポ ン

プ につ い て は 、 「(i)設 計 基 準 対 象 施 設 に対 す る耐 津 波設 計 」 を

適 用 す る。

ま た 、大 容 量 ポ ンプ及 び送 水 車 につ い て は 、基 準 津 波 に よ る水

位 の変 動 に対 して取水 性 を確 保 で き、取 水 口か らの砂 の混 入 に対

して 、 ポ ンプ が機 能保 持 で き る設 計 とす る。

e.津波 防護 施 設 、 浸水 防止 設備 及 び 津 波 監視 設備 の機 能 の保 持 に

つ い て は 、 「(1)設 計 基 準 対 象 施 設 に対 す る耐 津波 設 計 」 を適 用

す る。
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f.津 波 防護 施 設 、 浸水 防止 設 備 及 び 津 波 監視 設備 の設 計 並 び に海

水 ポ ンプ 等 の 取水 性 の評 価 にお け る入 力 津 波 の評 価 に 当た つて は 、

「(i)設 計 基 準紺象 施 設 に姑 す る耐 津 波 設 計 」 に対 す る耐 津 波設

計 を適 用 す る。

g.基 準 津 波 の うち、津 波 警 報 等 が発 表 され ない 可 能性 の あ る もの

の 閉止 判 断基 準 の設 定 につ い て は 、「(i)設 計基 準対 象 施 設 に対

す る耐 津 波 設 計 」 を適 用 す る。

h。 発 電 所 構 外 の観 測 潮位 を活 用 す る運 用 は 、「(i)設 計 基 準 対 象 施

設 に対 す る耐 津波 設 計 」 を適 用 す る。

第一編-17



0           30           60           90          120          150          180

時 間 (min)

基 準 津 波 1若 狭 海 丘列 付 近 断層 と隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ り(エ リア B)を 波

源 とす る時刻 歴 波 形

（こ

ｕ

＜

４

３

２

１

０

１

２

３

４

（こ

こ

＜

４

３

２

１

０

１

２

３

４

（こ

ｕ

＜

４

３

２

１

０

１

２

３

４

（こ

連

＜

171m

/ 血

プ サ ゝ |〕 入 れ沙ゝ A
4/ |ヽ / ~(ア

-244m―

088m

え _^

▽ V プ`

・  -086m

に

|

1 07nl―

/ヽ F(  _ ハ △

ヽプ ヽ
イ`

、`ア  ‐ ヽ ― v
―
_

二― -114m_

0          30          60          90         120         150         180

時 間 (min)

基 準 津 波 2 FO一 A～ FO― B～ 熊 川 断層 と陸 上 地す べ りを波源 とす る時

刻 歴 波 形

30 60 120 150 180

基 準 津 波 3隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ り(エ リア B)を 波源 とす る時刻 歴 波 形
※

0 ９０

間時 (min)

087m

ふ ▲ ヘ 八 ネ
^

八

＼ / げ 彰/ ヽ / ▼

115m

30 60 120 150 180

基 準 津 波 4隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ り(エ リア C)を 波源 とす る時刻 歴 波 形
※

第 5。 11図  基 準 津 波 の 時刻 歴 波 形

※基準津波 の うち、津 波警報等 が発 表 され ない可能性 の あ る ものの波源 に対 す る津波

波形 は、崩壊 規模 及 び破 壊伝 播 速度 につ いて 、最 大値 で設 定 した基本 設 定 を上 限 と
した上 で、幅 を持 つて設 計 に用 い る もの とす るが、一例 と して、津波 に よる水位 変

動 が最 も大 き くな る よ うに崩 壊 規模 及 び破 壊 伝播 速度 を基本 設 定 と した場合 の時刻
歴波 形 を示 す。

９０

間時

0

(min)

第一編 18



【第5条 及び第40条 に係る変更概要】

(逝 )浸 水 防護 設 備

a.津 波 に対 す る防護 設 備

設 計 基 準 姑 象 施 設 は 、基 準 津 波 に対 して 、 そ の安 全機 能 が

損 な われ るお それ が な い もの で な けれ ば な らな い こ と、また 、

重 大 事 故 等 対 処 施 設 は 、基 準 津 波 に対 して 、 重 大 事 故 等 に対

処 す るた め に必 要 な機 能 が損 な われ るお それ が な い もの で な

けれ ば な らない こ とか ら、 取 水 路 防潮 ゲー ト、放 水 口側 防潮

堤 、 防潮 扉 、屋 外 排 水 路 逆 流 防止 設備 、 1号 及 び 2号炉 放 水

ピ ン ト止 水 板 、潮位 計 ((1号 、 2号 、 3号及 び 4号炉 共用 、

一 部既 設 )(以 下 「潮 位 計 」 とい う。 ))、 並 び に海 水 ポ ン

プ 室 浸 水 防止 蓋 、循 環 水 ポ ンプ室浸 水 防止 蓋 、 中間建 屋 水 密

扉 、制 御 建 屋 水 密 扉 、貫 通 部 止 水 処 置 に よ り、津 波 か ら防護

す る設 計 とす る。

取 水 路 防潮 ゲー トは 、 防潮 壁 、 ゲー ト落 下機 構 (電源 系及

び 制御 系 を含 む。 )及 び ゲー ト扉 体 等 で構 成 され 、敷 地 へ の

遡 上若 しくは水位 変 動 に伴 う取水 性 低 下 に よ る海 水 ポ ンプヘ

の影 響 のお それ の あ る潮位 に至 る前 に遠 隔 閉止 を確 実 に実施

す るた め、重 要 安 全施 設 (MS-1)と して設 計 す る。

取水 路 防潮 ゲー ト (1号 、 2号 、 3号及 び 4号炉 共 用 、

一 部既 設 )

個  数  1

放 水 口側 防潮 堤 (1号 、 2号 、 3号及 び 4号炉 共 用 、既

設 )

個  数  1

防潮扉 (1号 、 2号 、 3号 及 び 4号 炉 共 用 、既 設 )
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個  数  1

屋 外 排 水 路 逆 流 防止 設備 (1号 、 2号 、 3号及 び 4号 炉

共用 、既 設 )

個  数  5

1号及 び 2号 炉 放 水 ピ ッ ト止 水 板 (1号 、 2号 、 3号及

び 4号炉 共 用 、既 設 )

個  数  2

海 水 ポ ンプ室 浸 水 防止 蓋 (1号 炉 )

個  数  14

海 水 ポ ンプ室 浸 水 防止 蓋 (2号 炉 )

個  数  15

循 環 水 ポ ンプ室 浸 水 防止 蓋 (1号 炉 )

個 数 5

循 環 水 ポ ンプ室 浸 水 防止 蓋 (2号 炉 )

個 数 2

中間建 屋 水 密 扉 (1号 炉 )

(「 津 波 に対 す る防護 設 備 」 及 び 「内部冷 水 に対 す る防

護 設備 」 と兼 用 )

個 数 2

中間建 屋 水 密 扉 (2号 炉 )

(「 津 波 に対 す る防護 設 備 」 及 び 「内部冷 水 に紺 す る防

護 設 備 」 と兼 用 )

個 数 3

制御 建 屋 水 密 扉 (1号 及 び 2号炉 共 用 )

(「 津 波 に射 す る防護 設 備 」 及 び 「内部冷 水 に対 す る防

護 設備 」 と兼 用 )

個 数 3

貢通 部 止 水 処 置 (1号 及 び 2号炉 共用 )
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(「 津 波 に対 す る防護 設 備 」 及 び 「内部 冷 水 に対 す る防

護 設 備 」 と兼 用 )

個  数  一 式

潮位 計

(1号 、 2号 、 3号及 び 4号 炉 共 用 、一 部既 設 )

個  数  4
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(2)安全設計方針

【第 12条 に係 る変更概要】

1.2安全機能の重要度分類

原子炉施設の安全機能の相対的重要度を、 「発電用軽水型原子炉施設

の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づき、次のように定め、

これ らの機能を果たすべき構築物、系統及び機器 を適切に設計する。

1.2.1安全上の機 能別重要度分類

安全機能 を有す る構築物 、系統及 び機器 を、それ が果 たす安全機 能

の性 質 に応 じて、次の 2種 に分類す る。

(1)そ の機 能 の喪失 に よ り、原子炉施設 を異 常状態 に陥れ 、 もつて一

般公 衆ない し放射線 業務従事者 に過度 の放射線被 ば くを及 ばすおそ

れ のあるもの (異 常発生防止系。以下 「PS」 とい う。 )。

(2)原 子炉施設 の異常状態 において、 この拡大 を防止 し、又 は これ を

速や かに収束せ しめ、 もつて一般公衆 ない し放射線業務従事者 に及

ぼすおそれ のあ る過度 の放射線被 ぼ くを防止 し、又 は緩和す る機 能

を有す るもの (異 常影響緩和系。 以下 「MS」 とい う。 )。

また、PS及 びMSの それぞれ に属す る構 築物 、系統及 び機器 を、

その有す る安全機能 の重要度 に応 じ、それ ぞれ クラス 1、 クラス 2

及 び クラス 3に 分類す る。 それ ぞれ の クラスの呼称 は第 1.2.1表 に

掲 げ るとお りとす る。

上記 に基づ く原子炉施設 の安全上の機能別重要度分類 を第 1.2.2表

に示す。

なお 、各 クラスに属す る構築物 、系統及び機器 の基本設計 ない し基

本 的設計方針 は、確 立 され た設計、建設及び試 験 の技術並びに運転管

理 に よ り、安全機 能確保 の観 点か ら、久の各号 に掲 げ る基本的 目標 を

達成 で きるよ うにす る。

a.ク ラス 1:合 理的 に達成 し得 る最 高度 の信頼性 を確保 し、かつ、
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維持す るこ と。

b.ク ラス 2:高 度 の信頼性 を確保 し、かつ 、維持す るこ と。

c.ク ラス 3:一 般 の産業施設 と同等以上 の信 頼性 を確保 し、かつ 、

維持す ること。

1.2.2分類 の適用 の原則

原子炉施設 の安全上 の機 能別重要度分類 を具体的に適用す るに当た

つては、原則 として次 に よることとす る。

(1)安全機 能 を直接果 たす構築物 、系統及 び機器 (以 下 「当該 系」 と

い う。 )が 、その機 能 を果 たすために直接又 は間接 に必要 とす る構

築物、系統及び機器 (以 下 「関連系」 とい う。 )の範 囲 と分類 は、

次 の各号 に掲 げ る ところに よるもの とす る。

a.当 該 系の機 能遂行 に直接必要 とな る関連 系 (以 下 「直接 関連系」

とい う。 )は 、 当該 系 と同位 の重要度 を有す るもの とみ なす。

b。 当該系の機 能遂行 に直接必要はないが、その信頼性 を維持 し、又

は担保す るために必要 な関連系 (以 下「間接 関連 系」とい う。)は 、

当該系 よ り下位 の重要度 を有す るもの とみ なす。ただ し、当該系が

クラス 3で ある ときは、関連系はクラス 3と み なす。

(2)一 つ の構築物 、系統及 び機器 が、二つ以上 の安全機 能 を有す る と

きは、果 たすべ きすべ ての安全機 能 に対す る設計上の要求 を満足 さ

せ るもの とす る。

(3)安 全機 能 を有す る構 築物 、系統又 は機器 は、 これ ら二つ以上の も

のの間において、又 は安全機能 を有 しない もの との間において、そ

の一方 の運転又 は故 障等 に よ り、同位 ない し上位 の重要度 を有す る

他方 に期待 され る安全機 能 が阻害 され 、 もつて原子炉施設 の安全 が

損 なわれ ることのない よ うに、機 能的隔離及 び物理的分離 を適切 に

考慮す る。

(4)重 要度 の異 な る構 築物 、系統又 は機器 を接続 す る ときは、下位 の

重要度 の ものに上位 の重要度 の もの と同等 の設計上の要求 を課す か、
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又 は上位 の重要度 の もの と同等 の隔離装 置等 に よって、下位 の重要

度 の ものの故障等 に よ り上位 の重要度 の ものの安全機 能 が損 なわれ

ない よ うに、適切 な機 能的隔離 が行 われ るよ う考慮す る。
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第 1.2.2表 原子炉施設の安全上の機能別重要度分類 (1/8)

測
―
動
誌
い

異 常 発 生 防 止 系

特記すべき関連系 (注 1)構築物、系統又は機器

原 子 炉 冷 却 材 圧 カ バ ウ ン グ リを構 成 す る以

下 の機 器 ・ 配 管 系 (計 装 等 の 小 口径 配 管・

機 器 は 除 く。)

原 子 炉 容器

蒸 気 発 生器

冷 却 材 ポ ン プ (原 子 炉 冷 却 材 圧 カ バ ウ ン

グ リに な る範 囲 )

加 圧 器

配 管 及 び 弁 並 び に 隔 離 弁 (範 囲 は 、原 子

炉 冷 却 材 圧 カ バ ウ ン グ リ、原 子 炉 格 納 容

器 バ ウン グ リ )

制 御 棒 駆 動 装 置 圧 カ ハ ウジ ン グ

炉 内計 装 引 出管

制 御 棒 駆 動 装 置 圧 カ ハ ウ ジ ン グ

炉 心 支 持 構 造 物 (炉 心 そ う、 上 部 炉 心 支 持

板 、 上 部 炉 心 支 持 柱 、 上 部 炉 心 板 、 下 部 炉

心 板 、下部 炉 心 支 持 柱 及 び 下 部 炉 心 支 持 板 )

燃 料 集 合 体 (た だ し、燃 料 を除 く。)

機  能

1)原 子 炉 冷 却 材 圧 力
バ ウ ン グ リ機 能

2)過 剰 反 応 度 の 印 加

防 止 機 能

3)炉 心 形 状 の 維 持 機

含ヒ

定  義

そ の 損 傷 又 は 故 障 に よ り発 生 す

る事 象 に よ つ て 、

(a)炉 心 の 著 しい損 傷 、又 は

(b)燃 料 の 大 量 の破 損

を 引 き起 こす お そ れ の あ る構 築

物 、 系 統 及 び機 器

分  類

PS-1



第 1.2.2表 原 子 炉施 設 の安 全 上 の機 能 別 重 要 度 分 類 (2/8)

沸
―
勃
誌
ｏ

異 常 影 響 緩 和 系

特記すべき関連系 (注 1)

燃 料 集 合 体 の 制 御 棒 案 内
シ ンブル

[MS-1](注 2)

制 御 棒 駆 動 装 置 及 び 制 御

棒 駆 動 装 置 圧 カ ハ ウ ジ ン

グ

[MS-1](注 2)

構築物、系統又は機器

原 子 炉 停 止 系 統 の 制 御 棒 に よ る系 (制 御 棒
ク ラ ス タ及 び 制 御 棒 駆 動 装 置 (ト リ ップ機
能 ))

制 御 棒 ク ラ ス タ

制 御 棒 ク ラ ス タ案 内 管

制 御 棒 駆 動 装 置 (ト リ ップ機 能 )

原 子 炉 停 止 系 統

制 御 棒 ク ラ ス タ

化 学・ 体 積 制 御 設 備 (ほ う酸 水 注 入 機 能 )

非 常 用 炉 心 冷 去口設 備 (ほ う酸 水 注 入 機 能 )

加 圧 器 安 全 弁 (安 全 弁 開機 能 )

残 留 熱 を除 去 す る系 統

余 熱 除 去 設 備

補 助 給 水 設 備

蒸 気 発 生器

蒸 気 発 生 器 か ら主 蒸 気 隔 離 弁 ま で の 主 蒸
気 設 備

主蒸 気 安 全 弁

主蒸 気 大 気 放 出弁 (手 動 逃 が し機 能 )

蒸 気 発 生 器 か ら主 給 水 隔 離 弁 ま で の 給 水

設備

機  能

1)原 子 炉 の 緊 急 停 止

機 能

2)未 臨界 維 持 機 能

3)原 子 炉 冷 却 材 圧 力
バ ウ ン グ リの 過 圧 防
止 機 能

4)原 子 炉 停 止 後 の 除

熱 機 能

定  義

1)異 常 状 態 発 生 時 に原 子 炉 を 緊
急 に停 止 し、残 留 熱 を 除 去 し、

原 子 炉 冷 却 材 圧 カ バ ウ ン グ リの

過 圧 を 防 止 し、 敷 地 周 辺 公 衆 ヘ

の 過 度 の 放 射 線 の影 響 を 防 止 す

る構 築 物 、 系 統 及 び機 器

分 類

MS-1



第 1.2。 2表 原 子 炉 施 設 の安 全 上 の機 能別 重 要度 分類 (3/8)

淋
―
謝
恙
ミ

異 常 影 響 緩 和 系

特記すべき関連系 (注 1)

排 気 筒

[MS-1](注 2)

取 水 設 備 (原 子 炉 補 機 冷 却

海 水 設 備 に か か わ る も の )

[MS-1](注 2)

潮 位 計 (取 水 路 防 潮 ゲ ー ト

の 閉 止 判 断 に か か わ る も

の )

[取 水 路 防 潮 ゲ ー トと 同

等 ]

構築物、系統又は機器

非 常 用 炉 心 冷 却 設 備

低 圧 注 入 系

高圧 注 入 系

蓄圧 注 入 系

原 子 炉 格 納 容 器 (原 子 炉 格 納 容 器 貫 通 部 、
エ ア ロ ック及 び機 器 搬 入 口を含 む 。)

ア ニ ュ ラ ス

原 子 炉 格 納 容 器 隔 離 弁 及 び 原 子 炉 格 納 容 器
バ ウ ン ダ ジ配 管 系 (範 囲 は 、 原 子 炉 冷 去口材
圧 カ バ ウ ン グ リ、原 子 炉 格 納 容 器 バ ウ ン ダ

リ )

原 子 炉 格 納 容 器 ス プ レ設 備
ア ニ ュ ラス 空 気 再 循 環 設 備

安 全 補 機 室 空 気 浄 化 設 備

外 部 遮 蔽

安 全保 護 系

原 子 炉 保 護 設 備 及 び 工 学 的 安 全 施 設 作 動 設

備 (注 4)

非 常 用 所 内電 源 系

デ ィー ゼ ル 発 電機

中央 制 御 室 及 び 中央 制 御 室 遮 蔽

中央 制 御 室 換 気 設備

原 子 炉 補 機 冷 却 水 設 備

原 子 炉 補 機 冷 却海 水 設 備

直 流 電 源 設 備

計 測 制 御 用 電 源 設 備

制 御 用 空気 設 備

取 水 路 防潮 ゲ ー ト

(い ず れ も、 MS-1関 連 の もの )

機  能

5)炉 心 冷 却 機 能

6)放 射 性 物 質 の 閉 じ

込 め 機 能 、 放 射 線 の

遮 蔽 及 び 放 出 低 減 機

能

1)工 学 的 安 全 施 設 及

び 原 子 炉 停 止 系 統 の

作 動 信 号 の発 生機 能

2)安 全 上 特 に 重 要 な

関連 機 能

定  義

1)異 常 状 態 発 生 時 に原 子 炉 を 緊

急 に停 止 し、残 留 熱 を 除 去 し、

原 子 炉 冷 却 材 圧 カ バ ウ ン グ リの

過 圧 を防 止 し、敷 地 周 辺 公 衆 ヘ

の 過 度 の放 射 線 の影 響 を 防 止 す

る構 築 物 、 系 統 及 び機 器

2)安 全 上 必 須 な そ の 他 の 構 築
物 、 系 統 及 び機 器

分  類

MS-1



第 1.2.2表 原子炉施設の安全上の機能別重要度分類 (4/8)

淋
―
諭
匙
∞

異 常 発 生 防 止 系

特記すべき関連系 (注 1)

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト浄 化 冷

去口設 備

[PS-3](注 3)

構築物、系統又は機器

化 学 ・ 体 積 制 御 設 備 の抽 出 ライ ン

化 学 ・ 体 積 制 御 設備 の浄 化 ライ ン

気 体 廃 棄 物 処 理 設 備

ガ ス減 衰 タ ン ク

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト (使 用 済 燃 料 ラ ッ ク を含
む 。)

新 燃 料 貯 蔵 庫 (臨 界 を防 止 す る機 能 )

燃 料 取 扱 設 備

燃 料 取 替 ク レー ン

燃 料 移 送 装 置

使 用 済燃 料 ピ ッ トク レー ン

加 圧 器 安 全 弁 (吹 き止 ま り機 能 )

加 圧 器 逃 が し弁 (吹 き止 ま り機 能 )

機  能

1)原 子 炉 冷 却 材 を 内

蔵 す る機 能 (た だ し、

原 子 炉 冷 却 材 圧 カ バ

ウ ン グ リか ら除 外 さ

れ て い る 計 装 等 の 小

口径 の も の 及 び バ ウ
ン グ リに 直 接 接 続 さ

れ て い な い も の は 除

く。)

2)原 子 炉 冷 去口材 圧 力
バ ウ ン グ リに 直 接 接

続 され て い な い も の

で あ つ て 、 放 射 性 物

質 を貯 蔵 す る機 能

3)燃 料 を 安 全 に 取 り

扱 う機 能

1)安 全 弁 及 び 逃 が し

弁 の 吹 き止 ま り機 能

定  義

1)そ の 損 傷 又 は 故 障 に よ り発 生

す る事 象 に よ つ て 、 炉 心 の 著 し

い 損 傷 又 は燃 料 の 大 量 の破 損 を

直 ち に 引 き起 こす お そ れ は な い

が 、 敷 地 外 へ の 過 度 の 放 射 性 物

質 の 放 出 の お そ れ の あ る 構 築

物 、 系 統 及 び機 器

2)通 常 運 転 時 及 び 運 転 時 の 異 常

な過 渡 変 化 時 に作 動 を 要 求 され

る もの で あ っ て 、 そ の 故 障 に よ

り、 炉 心 冷 却 が 損 な わ れ る可 能

性 の 高 い構 築 物 、 系 統 及 び機 器

分  類

PS-2



第 1.2.2表 原 子 炉 施 設 の安 全 上 の機 能 別 重 要 度 分類 (5/8)

淋
―
謝
誌
ｏ

異 常 影 響 緩 和 系

特記すべき関連系 (注 1)構築物、系統又は機器

燃 料 取 替 用 水 タ ン ク か らの使 用 済燃 料 ピ ッ

ト水 補 給 ライ ン

補 助 建 屋 排 気 設 備

原 子 炉 計 装 の 一 部 (注 4)

プ ロセ ス計 装 の 一 部 (注 4)

加 圧 器 逃 が し弁 (手 動 開 閉機 能 )

加 圧 器 後備 ヒー タ

加 圧 器 逃 が し弁 元 弁 (閉 機 能 )

中 央 制 御 室 外 原 子 炉 停 止 装 置 (安 全 停 止 に

関連 す る もの )(注 4)

機  能

1)燃 料 プ ー ル 水 の 補

給機 能

2)放 射 性 物 質 放 出 の

防 止 機 能

1)事 故 時 の プ ラ ン ト

状 態 の把 握 機 能

2)異 常 状 態 の 緩 和 機

能

3)中 央 制 御 室 外 か ら

の 安 全 停 止 機 能

定  義

1)PS-2の 構 築 物 、 系 統 及 び

機 器 の 損 傷 又 は 故 障 に よ り敷 地

周 辺 公 衆 に 与 え る放 射 線 の影 響

を十 分 小 さ くす る よ うにす る構

築 物 、 系 統 及 び機 器

2)異 常 状 態 へ の 対 応 上 特 に 重 要

な構 築 物 、 系 統 及 び機 器

分 類

MS-2



第 1.2.2表 原 子 炉 施 設 の安 全 上 の機 能別 重 要 度 分 類 (6/8)

淋
―
諭
占
ｏ

異 常 発 生 防 止 系

特記すべき関連系 (注 1)構築物、系統又は機器

計 装 配 管 及 び 弁

試 料 採 取 設 備 の 配 管 及 び 弁

冷 却 材 ポ ンプ

化 学・ 体 積 制 御 設 備 の封 水 注 入 ライ ン

加 圧 器 逃 が しタ ン ク

液 体 廃 棄 物 処 理 設 備 (貯 蔵 機 能 を有 す る範
囲 )

固 体 廃 棄 物 処 理 設 備 (貯 蔵 機 能 を有 す る範

囲 )

新 燃 料 貯 蔵 庫

発 電 機 及 び 励 磁 機 設 備 (発 電 機 負 荷 開 閉器

を含 む 。)

蒸 気 ター ビン及 び 附 属 設 備

所 内電 源 系 統 (MS-1以 外 )

直 流 電 源 設 備 (MS-1以 外 )

計 測 制 御 用 電 源 設 備 (MS-1以 外 )

制 御 棒 駆 動 装 置 用 電 源 設 備

送 電 線 設 備

変 圧 器 設 備

開 閉所 設 備

機  能

1)原 子 炉 冷 去口材 保 持

機 能 (PS-1、 P
S-2以 外 の も の )

2)原 子 炉 冷 却 材 の 循

環 機 能

3)放 射 性 物 質 の 貯 蔵

機 能

4)電 源 供 給機 能 ()F常
用 を除 く。)

定  義

1)異 常 状 態 の 起 因 事 象 とな る も
の で あ っ て 、 PS-1及 び PS
-2以 外 の 構 築 物 、 系 統 及 び機

器

分 類

PS-3



第 1.2.2表 原 子 炉施 設 の安 全 上 の機 能 別 重 要 度 分 類 (7/8)

糾
―
載
乱
岸

異 常 発 生 防 止 系

特記すべき関連系 (注 1)構築物、系統又は機器

原 子 炉 制 御 系 の 一 部 (注 4)

原 子 炉 計 装 の 一 部 (注 4)

プ ロセ ス計 装 の 一 部 (注 4)

補 助 ボ イ ラ

制 御 用 空 気 設 備 (MS-1以 外 )

原 子 炉 補 機 冷 却 水 設備 (MS-1以 外 )

給 水 処 理 設備

燃 料 被 覆 管 及 び 端 栓

化 学・ 体 積 制 御 設 備 の 浄 化 ライ ン (浄 化 機

能 )

機  能

5)プ ラ ン ト計 測・制 御

機 能 (安 全 保 護 機 能

を除 く。)

6)プ ラ ン ト運 転 補 助

機 能

1)核 分 裂 生 成 物 の 原

子 炉 冷 却 材 中 へ の 放

散 防 止 機 能

2)原 子 炉 冷 却 材 の 浄

化機 能

定  義

1)異 常 状 態 の 起 因 事 象 とな る も
の で あ っ て 、 PS-1及 び PS
-2以 外 の 構 築 物 、 系 統 及 び機

器

2)原 子 炉 冷 却 材 中放 射 性 物 質 濃

度 を通 常 運 転 に 支 障 の な い 程 度

に低 く抑 え る構 築 物 、 系 統 及 び

機 器

分 類

PS-3



淋
―
謝
占
〕

第 1.2.2表 原 子 炉施 設 の安 全 上 の機 能 別 重 要 度 分類 (8/8)

(注 1)関 連 系 につ い て は 、「1.2.2分 類 の適 用 の原 則 」参 照。

(注 2)直 接 関連 系 に相 当す る。

(注 3)間 接 関連 系 に相 当す る。

(注 4)安 全機 能 を有 す る計 測 制御 装 置 の設 計 指針 」EAG 4611‐ 1991に 準拠 す る。

異 常 影 響 緩 和 系

特記すべき関連系 (注 1)構築物、系統又は機器

加圧器逃 が し弁 (自 動操作 )

ター ビン ラ ンバ ックイ ン ター ロ ック (注 4)

制御棒 引抜 阻止イ ンター ロ ック (注 4)

化学・体積制御 設備 の充てん ライ ン及 び ほ う酸

補給 ライ ン

給水処理設備 の 1次 系補給水 ライ ン

ター ビン保 安装置

主蒸気上 め弁 (閉 機 能 )

緊急 時対策所 (緊 急 時対策所建屋 内 )

蒸気発生器 ブ ロー ダ ウン系統 (サ ンプ リング機
能 を有す る範 囲 )

試料採 取設備 (事 故時 に必要な 1次 冷却材放射

性 物 質濃 度及 び原 子 炉 格 納 容器 雰 囲気 放 射性

物 質 濃度 のサ ンプ リン グ分析 機 能 を有 す る範
囲 )

通信連絡設備

放射線 監視 設備 の一部 (注 4)

原子炉計装 の一部 (注 4)

プ ロセ ス計装 の一部 (注 4)

消火設備

安全避難通路

非常用照明

機  能

1)原 子炉圧 力 の上昇 の

緩和機 能

2)出 力上昇 の抑制機能

3)原 子 炉冷却材 の補 給

機能

4)タ ー ビン トリップ機

能

1)緊 急 時対策 上重 要 な

もの及 び異 常状 態 の担

握機 能

定  義

1)運 転 時 の異 常 な過 渡変化 が あつ

て も、MS-1、 MS-2と あい

まつて、事象 を緩 和す る構 築物 、

系統及 び機器

2)異 常状態へ の対応 上必 要 な構 築

物 、系統及 び機器

分 類

MS-3



1.4耐津 波 設 計

【第 5条 に係 る変 更概 要 】

1.4.1設 計 基 準対 象 施 設 の耐 津 波 設 計 方針

1.4.1.1耐 津 波設 計 の基本 方 針

設 計 基 準 対 象 施 設 は 、 そ の供 用 中 に 当該 施 設 に大 き な影 響 を

及 ぼす お それ が あ る津 波 (以 下 「基 準 津 波 」 とい う。)に 対 して

そ の安 全機 能 が損 な われ るお それ が な い設 計 とす る。

(1)津 波 防護 対 象 の選 定

「実 用 発 電 用 原 子 炉 及 び そ の 附属 施 設 の位 置 、構 造 及 び設

備 の基 準 に 関す る規 則 (以 下 「設 置 許 可基 準規 則 」 とい う。)

第 五 条 (津 波 に よ る損 傷 の 防止 )」 の 「設 計 基 準 対 象 施 設 は 、

基 準津 波 に対 して安 全 機 能 が損 な われ るお そ れ が な い もの で

な けれ ば な らな い 」 との要 求 は 、設 計 基 準 対 象 施 設 の うち、

安 全機 能 を有 す る設 備 を津 波 か ら防護 す る こ とを要 求 して い

る こ とか ら、津 波 か ら防護 を検 討 す る紺 象 とな る設 備 は 、設

計 基 準 対 象 施 設 の うち安 全機 能 を有 す る設 備 (ク ラス 1、 ク

ラス 2及 び ク ラス 3設 備 )で あ る。

設 置 許 可 基 準規 則 の解 釈 別 記 3で は 、津 波 か ら防護 す る設

備 と して 、津 波 防護 施 設 、浸 水 防 止 設備 及 び 津 波 監 視 設 備 を

含 む耐震 Sク ラス に属 す る設備 が要 求 され て い る。

以 上 か ら、 津 波 か ら防護 を検 討 す る対 象 とな る設 備 は 、 ク

ラス 1、 ク ラス 2及 び ク ラス 3設 備 並 び に津 波 防護 施 設 、浸

水 防止 設 備 及 び 津 波 監 視 設 備 を含 む 耐 震 Sク ラス に属 す る設

備 とす る。 この うち 、 ク ラス 3設 備 は 、損 傷 した場 合 を考 慮

して 、代 替 設 備 に よ り必 要 な機 能 を確 保 す る等 の対 応 を行 う

設 計 とす る。

この た め、津 波 か ら防護 す る設 備 は ク ラ ス 1、 ク ラス 2設

備 並 び に津 波 防護 施 設 、浸 水 防止 設 備 及 び 津 波 監視 設 備 を含
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む 耐震 Sク ラス に属 す る設 備 (以 下 「設 計 基 準 対 象 施 設 の津

波 防護 封象 設 備 」 とい う。)と す る。

(2)敷 地及 び敷 地 周 辺 にお け る地形 、施 設 の配 置 等

津 波 に対 す る防護 の検 討 に 当 た って は 、敷 地周 辺 の 図面 等

に基 づ き基 本 事 項 とな る発 電 所 の敷 地 及 び敷 地周 辺 にお け る

地形 及 び施 設 の配 置 等 を把握 す る。

a.敷 地 及 び敷 地 周 辺 にお け る地 形 、標 高 並 び に河川 の存 在 の

把 握

高 浜発 電 所 の敷 地 は音海 半 島 の根 元 部 に位 置 す る。 敷 地

の地 形 は 、北 、西 、南側 を標 高 100～ 200m程 度 の 山で 囲 ま

れ て お り、 中央 部 の 平 地 は南 西 ―北 東 方 向 に延 び若 狭 湾 に

臨 ん で い る。

敷 地周 辺 の地 形 は 、標 高 150～ 200m程度 の 山なみ が敷 地

の南 側 、 北側 を走 り、東 側 は 高 浜 湾 に 、 西側 は 内浦 湾 に 臨

ん で い る。

ま た 、発 電所 付 近 の河川 と して は敷 地 の南方約 5kmの と

こ ろ に二級 河 川 の 関屋 川 が あ り、 ま た敷 地 西側 境 界 に接 し

て渓 流 (才 谷 川 )が あ る。

敷 地 は 、主 に T.P.+3.5m、 T.P.+4.Om、 T.P.+5.5mの 高

さに分 かれ て い る。

b.敷 地 にお け る施 設 の位 置 、形 状 等 の把 握

設 計 基 準 対 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 等 を 内包 す る建 屋

及 び 区画 と して 、T.P.+3.5mの 敷 地 に原 子 炉 格 納施 設 、原

子 炉 補 助 建 屋 (補 助 建 屋 、燃 料 取 扱 建 屋 、制御 建 屋 、 中間

建屋 及 び デ ィー ゼ ル 建 屋 )が あ り、屋 外 設 備 と して は、T.P.

+3.5mの 敷 地 に海 水 ポ ンプ室 、T,P。 +5。 2mの 高 さに復 水 夕

ン ク、T.P.+24.9mの 高 さに燃 料 油貯 油 そ うを設 置 す る。非
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常 用 取 水 設 備 と して 、非 常用 海 水 路 、海 水 ポ ンプ 室 を設 置

す る。

津 波 防護 施 設 と して 、 取 水 路 上 に 取 水 路 防潮 ゲ ー ト、放

水 口側 の敷 地 に放 水 口側 防潮 堤 及 び 防潮 扉 、放 水 路 沿 い の

屋 外 排 水 路 に屋 外 排 水 路 逆 流 防止 設 備 、放 水 ピ ッ トに 1号

及 び 2号 炉 放 水 ピ ッ ト止 水 板 並 び に 1号 炉 海 水 ポ ン プ 室

T,P,+7.lm、 2号 炉海 水 ポ ンプ室 T,P.++7.lm及 び 3,4号

炉海 水 ポ ンプ室 T,P,+4.6mに 潮位 計 を設 置 す る。 浸 水 防止

設備 と して、海 水 ポ ンプエ リア床 面 To P,+3,Omに 海 水 ポ ン

プ 室 浸 水 防 止 蓋 、 循 環 水 ポ ン プ 室 床 面 に 1号 炉 は ToP,十

0,6m、 2号 炉 は T.P.+0.5mに 循 環 水 ポ ンプ室 浸水 防止 蓋 、

浸 水 防護 重 点 化 範 囲境 界 壁 の うち、 中間建 屋 、制御 建 屋 及

び デ ィー ゼ ル 建 屋 の壁 貫 通 部 に水 密 扉 の設 置 及 び 貢 通 部 上

水 処 置 を実施 す る。 津 波 監視 設 備 と して 、潮位 計 並 び に 3

号 炉原 子 炉格 納 施 設 壁 面 T,P.+46.8m及 び 4号炉原 子 炉 補

助 建 屋 壁 面 T.P.+36.2mに 津 波 監視 カ メ ラ を設 置 す る。 敷

地 内 の遡 上域 の建 物 ・構 築 物 等 と して は 、T.P.+3.5mの 敷

地 に使 用 済燃 料 輸 送 容 器 保 管建 屋 、 協 力 会 社 事務 所 等 が あ

る。

c.敷地周 辺 の人 工構 造 物 の位 置 、形 状 等 の把 握

港 湾 施 設 と して 、発 電所 構 内 に物 揚 岸 壁 が あ り、燃 料 等

輸 送 船 が不 定期 に停 泊す る。

発 電 所 構 外 に は 、 内浦 湾 内 に 内浦 港 が あ り、輸 送 船 が不

定期 に停 泊す る。

ま た 、漁 港 と して音海 、上瀬 、高 浜 湾 内 に小 黒飯 が あ り、

各 々 の漁 港 に は 防 波 堤 が設 置 され て い る。 海 上 設 置 物 と し

て は 、周 辺 の漁 港 に船舶・漁 船 が約 140隻 、浮 き筏 が約 170

床 、発 電所 取 水 口に ク ラゲ 防止 網 が 設 置 され て い る。 敷 地
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周 辺 の状 況 と して は 、 民 家 や 倉 庫 等 が あ り、海 上 交 通 と し

て は 、発 電 所 沖 合 約 14kmに 舞 鶴 か ら小 樽 (北 海 道 )へ の

フ ェ リー航 路 が あ る。

(3)入 力 津 波 の設 定

入 力 津 波 を基 準 津 波 の波 源 か ら各 施 設 ・ 設備 等 の設 置位 置

にお い て海 水 面 の基 準 レベ ル か ら算 定 した 時刻 歴 波 形 と して

設 定 す る。 基 準 津 波 に よ る各 施 設 ・ 設 備 の設 置位 置 にお け る

入 力 津 波 の時刻 歴 波 形 を第 1.4.1図 に示 す 。

入 力 津 波 の設 定 に 当た っ て は 、津 波 の 高 さ、速 度 及 び衝 撃

力 に着 目 し、 各 施 設 ・ 設 備 にお い て 算 定 され た数 値 を安 全 側

に評 価 した値 を入 力 津 波 高 さや 速 度 と して設 定 す る こ とで 、

各 施 設 ・ 設備 の構 造 。機 能 の損 傷 に影 響 す る浸 水 高 、波 力 、

波圧 につ い て安 全 側 に評 価 す る。

a.水 位 変 動

入 力 津 波 の設 定 に 当た っ て は 、 潮 位 変 動 と して 、 上 昇 側

の水位 変 動 に対 して は朔 望 平 均満 潮 位 T.P.+0.49m及 び潮

位 のバ ラツ キ 0.15mを 考慮 し、下 降側 の水位 変 動 に対 して

は朔 望 平均 干潮 位 T,P.-0,01m及 び潮 位 のバ ラツ キ 0.17m

を考慮 し、 下 降側 評 価 水 位 を設 定 す る。 ま た 、朔 望 平 均 潮

位 及 び 潮位 の バ ラ ツ キ は敷 地 周 辺 の観 測 地 点 舞 鶴 検 潮 所 に

お け る潮位 観 測 記 録 に基 づ き評 価 す る。

潮 汐 以 外 の 要 因 に よ る潮 位 変 動 につ い て は 、観 測 地 点 舞

鶴 検 潮 所 (気 象 庁 所 管 )に お け る至 近 約 40年 (1969～ 20■

年 )の 潮位 観 測 記 録 に基 づ き、 高 潮 発 生 状 況 (発 生確 率 、

台風 等 の高 潮 要 囚 )を 確 認 す る。 観 測 地 点舞 鶴 検 潮 所 は敷

地 近傍 に あ り、発 電所 と同様 に若 狭 湾 に面 した海 に設 置 さ

第一編-36



れ て い る。 高 潮 要 因 の発 生 履 歴 及 び そ の状 況 を考 慮 して 、

高潮 発 生 可能 性 とそ の程 度 (ハ ザ ー ド)に つ い て検 討 す る。

基 準 津 波 に よ る水位 の年 超 過 確 率 は 10‐ 4～ lo‐ 5程 度 で あ り、

独 立事 象 と して の津 波 と高潮 が 重 畳 す る可 能 性 は極 め て低

い と考 え られ る もの の 、 高潮 ハ ザ ー ドにつ い て は 、 プ ラ ン

ト運 転 期 間 を超 え る再 現期 間 100年 に対す る期 待 値 T,P,十

1.13mと 、入 力 津 波 で考慮 した朔 望 平均 満 潮位 T.P.+0。 49m

及 び潮位 のバ ラ ツ キ 0。 15mの 合 計 の差 で あ る 0,49mを 外 郭

防護 の裕 度 評 価 にお い て参 照 す る。

b.地 殻 変 動

地震 に よ る地 殻 変 動 につ い て も安 全 側 の評 価 を実 施 す る。

広 域 的 な地 殻 変 動 を評価 す べ き波源 は 、基 準 津 波 1の 若 狭

海 丘列 付 近 断 層 と基 準津 波 2の FO― A～ FO― B～ 熊 川

断層 で あ る。 基 準 津 波 3及 び 基 準 津 波 4の 隠 岐 トラ フ海 底

地 す べ りにつ い て は 考慮 姑 象 外 で あ る。 ま た 、 高 浜 発 電 所

は若 狭 湾 (日 本 海 側 )に 位 置 して お り、 プ レー ト間地 震 は

考慮 対 象 外 で あ る。

入 力 津 波 につ い て は、「日本 海 にお け る大規模 地震 に 関す

る調 査 検 討 会 」 の波 源 モ デ ル を踏 ま え て 、 Mansinha and

Smylie(1971)の 方 法 に よ り算 定 した 敷 地 地 盤 の 地 殻 変 動

量 は 、基 準 津 波 1の 若 狭海 丘列 付 近 断層 で ±Om、 基 準 津 波

2の FO― A～ FO― B～ 熊川 断層 で 0.30mの 隆 起 が想 定

され るた め 、 下 降側 の水 位 変 動 に対 して安 全 評 価 を実 施 す

る際 に は 0,30mの 隆起 を考 慮 す る。 ま た 、上 昇側 の水 位 変

動 に射 して安 全 評 価 す る際 に は 、 隆 起 しない もの と仮 定 し

て 、対 象 物 の 高 さ と上昇側 評 価 水位 を直接 比 較 す る。

ま た 、 基 準 地 震 動 評 価 にお け る震 源 にお い て最 近 地 震 は

発 生 して い な い こ とか ら広 域 的 な余 効 変 動 も生 じて い ない。
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c.取水 路 ・放 水 路 等 の経 路 か らの流 入 に伴 う入 力 津 波

耐 津 波 設 計 に用 い る入 力 津 波 高 さを第 1,4.1表 に示 す。な

お 、敷 地 へ の津 波 の流 入 及 び水 位 変 動 に伴 う取水 性 低 下 に よ

る海 水 ポ ンプ ヘ の影 響 を防 ぐた め 取 水 路 防 潮 ゲ ー トを設 置

し、発 電 所 を含 む地 域 に大 津 波 警 報 が発 表 され た場 合 、原 則 、

循 環 水 ポ ンプ停 止 後 、取水 路 防潮 ゲ ー トを閉止 す る手順 を定

め る こ とか ら、大 津 波警 報 が発 表 され た場 合 で 、取 水 路 防潮

ゲー ト閉止 後 に敷 地 に到 達す る津 波 につ い て は 、取 水 路 防潮

ゲ ー ト閉止 を前 提 と して評 価 す る。

ま た 、基 準 津 波 3及 び 基 準 津 波 4は 、若 狭 湾 の伝 播 特 性 に

よ り、高 浜発 電 所 の海 水 ポ ンプ室 前 面 にお い て第 1波 よ り第

2波 以 降 の水 位 変 動 量 が 大 き くな る こ と及 び 津 波 の 第 1波

の押 し波 が地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 しない こ とを踏 ま え、潮

位 計 に よ り観 測 され る津 波 の第 1波 の水位 変 動 量 が 、設 定 し

た 閉止 判 断基 準 を超 えた場 合 に 、津 波 襲 来 と判 断 し、2波 目

以 降 の侵 入 を防 止 す る こ とで敷 地 へ の遡 上 若 し くは水 位 変

動 に伴 う取水 性 低 下 に よ る海 水 ポ ンプヘ の影 響 を回避 す る。

この 閉止 判 断基 準 を、 「潮位 計 の うち、2台 の観 測 潮位 が

10分 以 内 に 0.5m以 上 下 降 し、そ の後 、最 低 潮 位 か ら 10分

以 内 に 0.5m以 上 上昇 す る こ と、又 は 10分以 内 に 0.5m以

上 上昇 し、 そ の後 、最 高潮位 か ら 10分 以 内 に 0.5m以 上 下

降す る こ と (以 下 「通 常 の潮 汐 とは 異 な る潮 位 変 動 」 とい

う。 )」 と し、 これ を把 握 した場 合 、原 則 、循 環 水 ポ ンプ停

止 後 、取 水 路 防潮 ゲー トを閉止 す る手順 を定 め る こ とか ら、

通 常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変 動 を把 握 して か ら、取水 路 防潮

ゲー ト閉上 に必 要 な 時 間 が経 過 した後 に、取水 路 防潮 ゲ ー ト

を閉止 す る条件 で評 価 す る。
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なお 、通 常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変動 に よ る取水 路 防潮 ゲ

ー トの 閉止 判 断基 準 の設 定 に 当た って は 、基 準 津 波 3及 び基

準 津 波 4の 波 源 で あ る隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ りの波 源 特 性

及 び若 狭 湾 の伝 播 特 性 の パ ラ メー タ ス タデ ィの 結 果 を踏 ま

え、「パ ラ メー タス タデ ィ波 高 の観 点 」、「非 線 形性 の観 点 」

及 び 「増 幅 比 率 の観 点 」か ら、閉止 判 断基 準 の仮 設 定値 を設

定 す る。「パ ラ メー タス タデ ィ波 高 のを見点 」で の仮 設 定値 は 、

隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ りの崩 壊 規 模 又 は破 壊 伝 播 速 度 のパ

ラ メー タス タデ ィを実施 し、施 設 に影 響 を与 え る津 波 を見逃

さない 条件 を確認 した 上 で 、施 設 影 響 が生 じな い ケー ス も含

め 、T.P.+3.5mの 敷 地 に最 近 接 す るケー ス にお け る、第 1波

の水位 変 動 量 とす る。 「非線 形 性 の観 点 」 で の仮 設 定値 は 、

隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ りの破 壊 伝 播 速 度 と第 1波 の水 位 変

動 量 の 関係 が線 形 で は ない場 合 が あ る こ とを考 慮 し、全 体 的

な傾 向 を踏 ま え、保 守 的 な破 壊 伝 播 速 度 の ケー ス にお け る第

1波 の水 位 変 動 量 とす る。「ナ曽幅 比 率 の観 点 」で の仮 設 定値

は 、隠 岐 トラ フ海 底 地す べ りの崩 壊 規 模 若 しくは破 壊 伝 播 速

度 のパ ラ メー タス タデ ィ又 は振 幅 若 しくは周 期 を変 え た正

弦 波 に よ るパ ラ メー タ ス タデ ィか ら得 られ た 第 1波 と第 2

波 以 降 の水 位 増 幅 比 率 の最 大値 を用 い て 、施 設影 響 が生 じる

T.P.+3.5mを 第 2波 以 降 の水 位 変 勃 量 と仮 定 し、逆 算 した第

1波 の水 位 変 動 量 とす る。「パ ラメー タス タデ ィ波 高 の観 点 」、

「非線 形 性 の観 点 」及 び 「増 幅 比 率 の観 点 」で設 定 した仮 設

定値 に対 して 、不確 か さ と して潮位 の ゆ らぎに加 え、工学 的

余裕 を考慮 し、閉止 判 断基 準 を設 定す る。閉止 判 断基 準 の妥

当性 、網 羅 性 につ い て は詳 細 設 計 段 階 で確 認 す る。

d.敷 地 へ の遡 上 に伴 う入 力 津 波

基 準 津 波 に よる敷 地周 辺 の遡 上 。浸水 域 の評 価 (以 下「津
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波 シ ミュ レー シ ョン」 とい う。)に 当た つて は 、遡 上解 析 上

影 響 を及 ばす斜 面 や 道 路 、 取 ・ 放 水 路 (取 水 路 及 び 非 常用

海 水 路 等 )の 地 形 とそ の標 高及 び伝 播 経 路 上 の人 工構 造 物

の 設 置 状 況 を 考 慮 し、 遡 上 域 の メ ッ シ ュ サ イ ズ (最 小

3.125m)に 合 わせ た形 状 にモ デ ル 化 す る。

敷 地 沿岸 域 及 び海 底 地形 は 、海 上保 安 庁 等 に よ る海 底 地

形 図 、海 上 音 波 探 査 結 果 及 び 取 水 口付 近 の深 浅 測 量 結 果 を

使 用 す る。 また 、取・放 水 路 (取 水 路 及 び非 常用海 水 路 等 )

の諸 元 、敷 地標 高 につ い て は、発 電 所 の竣 工 図 を使 用 す る。

伝 播 経 路 上 の人 工構 造 物 につ い て 、 図面 を基 に津 波 シ ミ

ュ レー シ ョン上影 響 を及 ぼす 構 造 物 、 津 波 防護 施 設 を考 慮

し、遡 上 。伝 播 経 路 の状 態 に応 じた解 析 モ デ ル 、解 析 条 件

が適 切 に設 定 され た遡 上域 のモ デ ル を作成 す る。

敷 地周 辺 の遡 上・浸水 域 の把 握 に 当た つて は、敷 地 前 面 。

側 面 及 び 敷 地周 辺 の津 波 の 浸 入 角 度 及 び 速 度 並 び に それ ら

の経 時変 化 を把 握 す る。ま た 、敷 地周 辺 の浸水 域 の寄せ 波 ・

引 き波 の津 波 の遡 上 。流 下方 向及 び それ らの速 度 につ い て

留 意 し、敷 地 の地 形 、標 高 の局 所 的 な変 化 等 に よ る遡 上 波

の敷 地 へ の 回 り込 み を考慮 す る。

津 波 シ ミュ レー シ ョンに 当た つて は 、遡 上 及 び 流 下経 路

上 の地盤 並 び にそ の周 辺 の 地盤 につ い て 、地 震 に よ る液 状

化 、 流 動 化 又 はす べ り、標 高 変 化 を考 慮 した遡 上 解 析 を実

施 し、遡 上 波 の敷 地 へ の到 達 (回 り込 み に よ る もの を含 む。)

の 可 能性 につ い て確 認 す る。

な お 、 敷 地 の周 辺 斜 面 が 、遡 上 波 の敷 地 へ の到 達 に対 し

て 障壁 とな って い る箇 所 は な い。 ま た 、敷 地 西側 に 才谷 川

が存 在 す るが 、発 電所 と才谷川 は標 高約 100mの 山 を隔 て

てお り、敷 地へ の遡 上 波 に影 響 す る こ とは ない。
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遡 上 波 の敷 地 へ の到 達 の 可 能 性 に係 る検 討 に 当 つて は、

基 準 地 震 動 に伴 う地 形 変 化 、標 高変 化 が生 じる可 能 性 につ

い て検 討 し、放 水 口側 及 び 取 水 口側 の それ ぞれ につ い て 、

津 波水 位 に及 ぼす 影 響 を評 価 す る。

放 水 口側 の影 響 評 価 と して 、放 水 口付 近 は埋 立層 及 び 沖

積 層 が分 布 し、基 準 地震 動 が 作 用 した場 合 、 地盤 が液 状 化

に よ り沈 下す るお それ が あ る こ とか ら、有 効応 力 解 析 結 果

に よ り第 1.4.3図 に示 す 沈 下 量 を設 定 し、沈 下後 の敷 地 高 さ

を津 波 シ ミュ レー シ ョン の条件 と して考 慮 す る。 なお 、放

水 口付 近 には遡 上 経 路 に影 響 を及 ぼす斜 面 は存在 しな い。

取水 口側 の影 響 評 価 と して 、 取水 口側 の流 入 経 路 の大 半

は岩 盤 で あ り取水 口につ い て も地盤 改 良 を行 つ て い る こ と

か ら、基 準地 震 動 が 作 用 した場 合 にお い て も沈 下 は ほ とん

ど生 じる こ とは な く、取 水 口及 び 取 水 路 周 辺 斜 面 につ い て

も、基 準 地震 動 に よ り津 波 シ ミュ レー シ ョンに影 響 す るす

べ りは 生 じな い こ とを確 認 して い る こ とか ら、津 波 シ ミュ

レー シ ョンの条件 と して 沈 下及 びす べ りは考 慮 しな い。 基

準 津 波 の津波 シ ミュ レー シ ョンモ デ ル で は 、取 水 路 防潮 ゲ

ー トにつ い て は、 敢 水 口側 か らの津 波 の流 入 を保 守 的 に評

価 す る観 点 か ら取 水 路 防 潮 ゲー トの 開 口幅 を実 寸 よ り広 く

設 定 し、 取水 口につ い て は取 水 ロケー ノン重 量 コ ン ク リー

トを考 慮 して い な い こ とを踏 ま え、 現 状 の設備 形 状 を津 波

シ ミュ レー シ ョン の条件 と して 考 慮 す る。 ま た 、海 水 ポ ン

プ 室 内 の水位 に影 響 を与 え る管 路部 分 につ い て は 、 貝付 着

を考慮 しない条 件 を津 波 シ ミュ レー シ ョンの条 件 と して考

慮 す る。 さ らに、 津 波 水 位 を保 守 的 に評 価 す るた め 、 これ

らの条 件 の組 合 せ を考 慮 す る。

初 期 潮位 は朔 望 平 均 満 潮位 ToP.+0.49mと し、潮位 のバ
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ラ ツ キ 0。 15mに つ い て は津 波 シ ミュ レー シ ョン よ り求 めた

津 波 水位 に加 え る こ とで考 慮 す る。

基 準 津 波 の最 高水 位 分布 を第 1.4.2図 及 び 第 1.4.3図 に示

す 。 遡 上 高 さは 、大 部 分 にお い て 、ToP,+5.5m以 下 (浸 水

深 2.5m以 下 )で あ り、一 部 にお い て は T.P.+6.5m程 度 (浸

水 深 3.5m程 度 )と な って い る。

なお 、取 水 口及 び放 水 国内外 で最 高 水位 や 傾 向 に大 きな

差 異 は な く、 取水 口及 び 放 水 口近 傍 で 局所 的 な海 面 の励 起

は生 じて い ない。

敷 地 前 面 又 は津 波 浸 入 方 向 に正 封 した 面 に お け る敷 地 及

び 津 波 防護 施 設 につ い て 、 そ の標 高 の分 布 と施 設 前 面 の津

波 の遡 上 高 さの分 布 を比 較 す る と、 遡 上 波 が敷 地 に地 上 部

か ら到 達 、流 入 す る可 能 性 が あ る。 遡 上 波 を施 設 の設 計 に

使 用 す る入 力 津 波 と して設 定 す る場 合 、施 設 周 辺 の最 高水

位 を安 全側 に評 価 した もの を入 力 津 波 高 さ とす る。

e.通 常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変 動 に よ る取水 路 防潮 ゲー トの

閉止 判 断基 準 を設 定す るた め の入 力 津 波 の作 成 方針

基 準 津 波 3及 び 基 準 津 波 4の 波源 に 関す る 「崩 壊 規 模 」

又 は 「破 壊 伝 播 速 度 」 のパ ラ メー タス タデ ィか ら確 認 した

「隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ りの波 源 特 性 」 及 び 「若 狭 湾 の伝

播 特 性 」 を踏 ま え、「c.取 水 路 ・ 放 水 路 等 の経 路 か らの流入

に伴 う入 力 津 波 」に示 す「パ ラメー タス タデ ィ波 高 の観 点 」、

「非 線 形 性 の観 点 」 及 び 「増 幅 比 率 の観 点 」 で設 定 した仮

設 定値 の うち、 隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ りを波 源 とす る津 波

の 時刻 歴 波 形 を有 す るケー ス を基 に 、施 設 影 響 を確 認 す る

た め の入 力 津 波 の設 定 にお い て考 慮 して い る設 備 形 状 に よ

る影 響 評価 及 び 管 路解 析 に よ る影 響 評 価 を実施 し、 閉止 判

断 基 準 を設 定 す るた め の入 力 津 波 を詳 細設 計 段 階 で作 成 す
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る

1.4.1.2敷 地 の特性 に応 じた津 波 防護 の基 本 方針

津 波 防護 の基 本 方 針 は 、以 下 の(1)～ (5)の とお りで あ る。

(1)設 計 基 準 紺 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設備 (津 波 防護 施 設 、浸

水 防止 設 備 、 津 波 監 視 設 備 及 び 非 常 用 取水 設 備 を除 く。 下

記 (3)に お い て 同 じ。 )を 内包 す る建 屋 及 び 区画 の設 置 され

た敷 地 にお い て 、 基 準 津 波 に よ る遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達

又 は流 入 させ な い設 計 とす る。 ま た 、 取水 路 及 び 放 水 路 等

の経 路 か ら流 入 させ ない設 計 とす る。

(2)取 水・放 水 施 設 及 び 地 下部 等 にお い て 、漏 水 す る可能性 を

考 慮 の上 、漏 水 に よ る浸 水 範 囲 を限 定 して 、重 要 な安 全機

能 へ の影 響 を防止 で き る設 計 とす る。

(3)上 記 2方 針 の ほか 、設 計 基 準対 象 施 設 の津 波 防護 姑 象 設備

を 内包 す る建 屋 及 び 区画 につ い て は 、浸水 防護 をす る こ と

に よ り、津 波 に よ る影 響 等 か ら隔離 可能 な設 計 とす る。

(4)水 位 変 動 に伴 う取 水 性 低 下 に よ る重 要 な安 全 機 能 へ の影

響 を防止 で き る設 計 とす る。

(5)津 波 監視 設 備 につ い て は 、入 力 津 波 に紺 して津 波 監視機 能

が保 持 で き る設 計 とす る。

遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 させ な い設 計 とす るた め、

外 郭 防護 と して 政 水 路 に取水 路 防潮 ゲー ト、放 水 口側 に放 水 口

側 防潮 堤 及 び 防潮 扉 、 1号 炉 海 水 ポ ンプ室 、 2号 炉 海 水 ポ ンプ

室 及 び 3, 4号 炉 海 水 ポ ンプ 室 に潮 位 計 を設 置 す る。 ま た 、津

波 警 報 等 が発 表 され ない 可能 性 の あ る津 波 は 、第 2波 以 降 の押

し波 が 地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 す る可能性 が あ る。 津 波 の第 2

波 以 降 の影 響 を防止 す るた め に 、第 1波 に よる通 常 の潮 汐 とは

異 な る潮 位 変 動 を把 握 した場 合 に取 水 路 防潮 ゲー トを 閉止 す る
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手順 を整 備 す る。

取 水 路及 び排 水 路 等 の経 路 か ら流 入 させ な い設 計 とす るた め 、

外 郭 防護 と して放 水 路 に屋 外 排 水 路 逆 流 防止 設 備 並 び に放 水 ピ

ッ トに 1号 及 び 2号 炉 放 水 ピ ッ ト止 水 板 、海 水 ポ ンプエ リア に

海 水 ポ ンプ室 浸 水 防止 蓋 、循 環 水 ポ ンプ 室 に循 環 水 ポ ンプ室 浸

水 防止 蓋 を設 置 す る。

設 計 基 準 対 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、浸 水

防止 設 備 、津 波 監 視 設備 及 び非 常用 取水 設 備 を除 く。)を 内包 す

る建 屋 及 び 区画 につ い て は 、 津 波 に よ る影 響 等 か ら隔離 可 能 な

設 計 とす るた め、 内郭 防護 と して 、 浸 水 防護 重 点化 範 囲境 界壁

の うち 、 中間建 屋 、制御 建 屋 及 びデ ィー ゼ ル 建 屋 の壁 貢 通 部 に

水 密 扉 の設 置 及 び 貫 通 部 止 水 処 置 を実施 す る。

引 き波 時 の水位 低 下 に対 して 、海 水 ポ ンプ の 取 水 可 能 水位 を

下 回 らな い よ うに取水 路 防 潮 ゲー ト及 び潮 位 計 を設 置 す る。 ま

た 、津 波 警 報 等 が発 表 され ない 可能 性 の あ る津 波 は、第 2波 以

降 の 引 き波 が 、海 水 ポ ンプ の 政 水 可能 水位 を下 回 る可 能性 が あ

る。 津 波 の第 2波 以 降 の影 響 を防止 す るた め に 、第 1波 に よ る

通 常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変 動 を把 握 した場 合 に取 水 路 防潮 ゲ

ー トを 閉止 す る手順 を整 備 す る。

津 波 が発 生 した場 合 に、 そ の影 響 を俯 H敢 的 に把 握 す るた め 、

津 波 監 視 設 備 と して 、 3号 炉 原 子 炉 格 納施 設 壁 面 及 び 4号炉 原

子 炉 補 助 建 屋 壁 面 に津 波 監 視 カ メ ラ、 1号 炉 海 水 ポ ンプ室 、 2

号 炉 海 水 ポ ンプ室 及 び 3, 4号 炉海 水 ポ ンプ 室 に潮 位 計 を設 置

す る。

津 波 影 響 軽 減 施 設 と して 、発 電所 周 辺 を波 源 と した津 波 の波

力 を軽 減 す るた め に取水 ロカー テ ン ウォー ル を設 置 す る。

通 常 の潮 汐 とは異 な る潮 位 変 動 を把 握 した場 合 に取 水 路 防潮

ゲ ー トを開止 す る運 用 に よ り、 津波 警 報 等 が発 表 され ない 可能
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性 の あ る津 波 に紺 し、 遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流入 させ な

い設 計 及 び 水位 の低 下 に対 して海 水 ポ ンプ が機 能 保 持 で き る設

計 とす るが 、 これ に加 え、 可 能 な 限 り早 期 に津 波 に対 応 す るた

め、発 電所 構 外 にお い て 、敷 地 へ の遡 上 又 は水 位 変 動 に伴 う取

水 性 低 下 に よ る海 水 ポ ンプヘ の影 響 のお それ の あ る潮位 の変 動

を観 測 し、そ の後 、潮位 計 の うち、2台 の観 測潮 位 が 10分 以 内

に 0.5m以 上 下 降す る こ と、又 は 10分 以 内 に 0.5m以 上 上 昇 す

る こ とを把 握 した場 合 は 、原 則 、循 環 水 ポ ン プ を停 止 (プ ラ ン

ト停 止 )し 、政 水 路 防 刷 ゲー トを 閉止 す る手順 を整 備 す る。 さ

らに 、 取水 路 防潮 ゲー トの保 守 作 業 中 に 、発 電 所 構 外 にお い て

津 波 と想 定 され る潮位 を観 測 した場 合 は 、 直 ち に ゲ ー ト保 守 作

業 を 中断 し、作 業 前 の状 態 に復 旧す る手順 を整 備 す る。

発 電 所 構 外 の観 測 潮 位 を活 用 し、必 要 に応 じ、 車 両 の退避 等

を行 う手順 を整 備 す る。 ま た 、発 電 所 構 外 にお い て 、津 波 と想

定 され る潮 位 を観 測 した場 合 は 、 可能 な 限 り早 期 に津 波 に対応

す るた め、 ゲー ト落 下機 構 の確 認 等 を行 う手順 を整備 す る。

津 波 防護 対 策 の設備 分類 と設 置 目的 を第 1.4.2表 に示 す。ま た、

敷 地 の特性 に応 じた津 波 防護 の概 要 を第 1.4.4図 に示 す。

1.4.1,3敷 地 へ の浸 水 防止 (外 郭 防護 1)

(1)遡 上 波 の地 上 部 か らの到 達 、流 入 の 防止

設 計 基 準対 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設備 (津 波 防護 施 設 、浸

水 防止 設備 、津 波 監視 設 備 及 び非 常用 取水 設備 を除 く。)を 内

包 す る建 屋 及 び 区画 並 び に海 水 ポ ンプ室 が設 置 され て い る周

辺 敷 地 高 さは T.P.+3.5m、 復 水 タ ン クにつ い て は ToP,+5,2m

に設 置 され てお り、取水 路 、放 水 路 か ら津 波 に よ る遡 上波 が

地 上 部 か ら到 達 。流入 す る可能性 が あ るた め、 津 波 防護 施 設

と して取水 路 防潮 ゲー ト、放 水 口側 防潮 堤 、 防潮 扉 、屋 外排
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水 路 逆 流 防止 設備 並 び に 1号及 び 2号炉 放 水 ピ ッ ト止 水 板 を

設 置 す る。

津波 警 報 等 が発 表 され ない可能性 の あ る津 波 は、第 1波 の

押 し波 が 地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 しな い もの の 、海 水 ポ ンプ

室 前 面 にお い て第 1波 よ り第 2波 以 降 の水位 変 動 量 が大 きい

た め、第 2波 以 降 の押 し波 が地 上 部 か ら到 達 又 は流入 す る可

能 性 が あ る。 そ の た め、津 波 防護 施 設 と して 、通 常 の潮 汐 と

は異 な る潮位 変 動 を把 握 す るた め に潮 位 計 を設 置 す る。ま た 、

通 常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変 動 を把 握 した場 合 、津 波 の敷 地

へ の遡 上 を防止 す るた め 、原 則 、循 環 水 ポ ンプ を停 止 (プ ラ

ン ト停 止 )し 、取水 路 防潮 ゲー トを開止 す る手順 を整備 す る。

なお 、燃 料 油貯 油 そ うにつ い て は、 T.P.+24.9mに 設 置 さ

れ てお り、津 波 に よ る遡 上 波 は地 上 部 か ら到 達 、流入 しな い。

ま た 、遡 上 波 の地 上部 か らの到 達 、 流 入 の防止 と して 、津

波 防護 施 設 を設 置 す る以 外 に、地 山斜 面 、盛 土斜 面等 の活 用

は して い ない。

(2)取 水 路 、放 水 路 等 の経 路 か らの津 波 の流入 防止

敷 地 へ の海 水 流 入 の可能 性 の あ る経 路 を第 1.4i3表 に示 す 。

特 定 した流 入 経 路 か ら、津波 が流入 す る可能 性 につ い て検

討 を行 い 、高潮 ハ ザ ー ドの再 現 期 間 100年 に対 す る期 待 値 を

踏 ま えた裕 度 と比 較 して 、十 分 に余裕 の あ る設 計 とす る。 特

定 した流 入 経 路 か ら、 津 波 が流 入 す る こ とを防止 す るた め、

津 波 防護 施 設 と して 、取 水 路 に取水 路 防潮 ゲー ト、放 水 口側

に放 水 口側 防潮 堤及 び 防潮 扉 、放 水 路 に屋 外 排 水 路 逆 流 防止

設備 、放 水 ピ ッ トに 1号 及 び 2号炉 放 水 ピ ッ ト止 水板 並 び に

潮位 計 を設 置 す る。 ま た 、浸水 対 策 の実施 に よ り、特 定 した

流 入 経 路 か らの津 波 の流 入 防止 が可 能 で あ る こ とを確 認 した

結 果 を第 1.4.4表 に示 す 。
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1.4.1.4漏 水 に よ る重 要 な安 全機 能 へ の影 響 防止 (外 郭 防護 2)

(1)漏 水 対 策

取 水 ・ 放 水 設備 の構 造 上 の特徴 等 を考 慮 して 、取水 。放 水

施 設 及 び 地 下部 等 にお け る漏 水 の可 能 性 を検 討 した結 果 、海

水 ポ ンプエ リア及 び海 水 ポ ンプエ リア に 隣接 す る循 環 水 ポ ン

プ室 につ い て は、 基 準 津 波 が取水 路 か ら流 入 す る可能 性 が あ

るた め、漏 水 が継 続 す る こ とに よ る浸 水 の範 囲 (以 下 「浸 水

想 定範 囲」 とい う。)と して想 定す る。

浸 水 想 定範 囲へ の浸 水 の 可能 性 の あ る経 路 と して 、海 水 ポ

ンプエ リア及 び循 環 水 ポ ンプ室 の床 面 に貢 通 部 が存 在 す るた

め、浸 水 防止 設備 と して海 水 ポ ンプ エ リア及 び循 環 水 ポ ンプ

室床 面 に海 水 ポ ンプ 室 浸 水 防止 蓋 及 び循 環 水 ポ ンプ室 浸水 防

止 蓋 を設 置 す る。これ らの浸 水 対 策 の概 要 につ いて 、第 1.4.5

図 に示 す 。

ま た 、海 水 ポ ンプ の グ ラ ン ド部 高 さは T.P,+3,9mで あ り、

一 方 、 循 環 水 ポ ン プ の グ ラ ン ド部 高 さは 1号 炉 に つ い て は

T,P,+4.9m、 2号炉 につ い て は T,P.+4.8mで あ り、海 水 ポ ン

プ室 前 面 の津 波 高 さ T.P.+2.6mよ り高 い位 置 に あ る こ とか

ら、浸 水 の可能性 が あ る経 路 とは な らな い。

(2)安 全機 能 へ の影 響 確 認

浸水 想 定範 囲 で あ る海 水 ポ ンプエ リア に は 、重 要 な安 全機

能 を有 す る屋 外 設 備 で あ る海 水 ポ ンプ が設 置 され て い るた め、

当該 エ リア を防水 区画 化 す る。

防水 区画 化 した海 水 ポ ンプエ リア並 び に海 水 ポ ンプエ リア

に隣接 す る循 環水 ポ ンプ室 にお い て床 面 貫 通 箇 所 につ い て は、

浸 水 防止 設備 と して海 水 ポ ンプ室浸 水 防止 蓋 及 び循 環 水 ポ ン
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プ室 浸 水 防止 蓋 を設 置 す る こ とか ら、漏 水 に よる浸水 経 路 と

な る可能 性 は無 い。

(3)排 水 設 備 設 置 の検 討

上 記 (2)に お い て 浸 水 想 定 範 囲 で あ る海 水 ポ ン プ エ リア及

び海 水 ポ ンプ エ リア に 隣接 す る循 環 水 ポ ンプ室 にお い て長 期

間冠 水 す る こ とが想 定 され る場 合 は 、排 水 設 備 を設 置 す る。

1.4.1.5設 計 基 準 姑 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 を 内包 す る建 屋 及 び 区画

の隔離 (内 郭 防護 )

(1)浸 水 防護 重 点 化 範 囲 の設 定

浸 水 防護 重 点 化 範 囲 と して 、原 子 炉 格 納 施 設 、原 子 炉 補 助

建 屋 (補 助 建 屋 、燃 料 取扱 建 屋 、制 御 建 屋 、 中間建 屋 及 び デ

ィー ゼ ル 建 屋 )、 屋 外 設備 と して 、海 水 ポ ンプ室 、燃 料 油貯 油

そ う及 び復 水 タ ン ク を設 定 す る。

(2)浸 水 防護 重 点 化 範 囲 の境 界 にお け る浸 水 対 策

津 波 に よ る冷 水 を考 慮 した浸 水 範 囲 、浸 水 量 につ い て は 、

以 下 の とお り地 震 に よ る冷 水 の影 響 も含 め て確 認 を行 い 、浸

水 防護 重 点 化 範 囲 へ の浸水 の 可 能 性 の あ る経 路 、浸 水 口を特

定 し、 浸 水 封 策 を実施 す る。 具 体 的 に は 、 ター ビン建 屋 か ら

浸 水 防護 重 点化 範 囲へ の地 震 に よ る循 ガ呆―水 管 の損 傷 箇 所 か ら

の津 波 の流 入 等 を防 止 す るた め 、水 密 扉 の設 置 及 び 貫 通 部 止

水 処 置 を実施 す る。 浸 水 対 策 の実 施 に 当た つ て は 、 以 下 の影

響 を考慮 す る。

a.地 震 に 起 因 す る ター ビン建 屋 内 の 循 環 水 管 伸 縮 継 手 の破

損 及 び 耐 震 性 の低 い 2久 系機 器 の損 傷 に よ り保 有 水 が冷 水

す る と と もに 、津 波 が循 環 水 管 に流 れ 込 み 、循 環 水 管 の損
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傷 箇 所 を介 して 、 ター ビン建 屋 内 に流 入 す る こ とが考 え ら

れ る。 この た め 、 ター ビン建 屋 内 に流 入 した津 波 に よ り、

ター ビン建 屋 に 隣接 す る浸 水 防護 重 点化 範 囲 (中 間建 屋 、

制御 建 屋 及 び デ ィーゼ ル建 屋 )へ の影 響 を評 価 す る。

b.津 波 は 、循 環 水 ポ ンプ室 の循 環 水 管 の損 傷 箇 所 を介 して 、

浸 水 防護 重 点 化 範 囲へ 到 達 す る こ とが考 え られ る。 この た

め 、循 環 水 管 か ら流 出 した冷 水 に よ る浸 水 防護 重 点化 範 囲

へ の影 響 を評 価 す る。

c.地 下水 につ い て は 、地震 時 の地 下 水 の流 入 が浸 水 防護 重 点

化 範 囲へ 与 え る影 響 につ い て評 価 す る。

(3)上 記 (2)a.～ c。 の浸 水 範 囲 、 浸 水 量 に つ い て は 、 以 下 の とお

り安 全 側 の想 定 を実施 す る。

a.建屋 内の機 器 。配 管 の損 傷 に よ る津 波 、冷 水 等 の事 象 想 定

ター ビン建 屋 内 にお け る冷 水 につ い て は、循 環 水 管 の伸

縮 継 手 の全 円周 状 の破 損 及 び 地 震 に起 因す る 2次 系機 器 の

破 損 を想 定 し、循 環 水 ポ ンプ を停 止 す るま で の 間 に生 じる

総 水 量 と 2次 系 設 備 の保 有 水 に よ る総 水 量及 び循 環 水 管 の

損 傷 箇 所 か らの津 波 の流 入 量 を合 算 した水 量 が ター ビン建

屋 空 間部 に滞 留 す る もの と して冷 水 水位 を算 出す る。なお 、

地 震 時 の ター ビン建 屋 地 下部 外 壁 か らの地 下水 の流 入 が 考

え られ るた め 、 地 下水 の流 入 量 を ター ビン建 屋 内 の流 入 量

評 価 にお い て考 慮 す る。

b.屋 外 配 管 や タ ン ク等 の損 傷 に よ る津 波 、冷 水 等 の事 象 想 定

地 震 ・ 津 波 に よ る循 環 水 ポ ン プ 室 の循 環水 系配 管 の損 傷

に よ る浴 水 水 位 は 、循 環 水 ポ ンプ 運 転 時 は 、津 波 襲 来 時 に

お い て もポ ンプ 吐 出 に よ る浴 水 が 支 配 的 とな る。 この場 合

の冷 水 影 響 評 価 は 、別 途 実施 す る 「1.6冷 水 防護 に 関す る
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基 本 方 針 」 の影 響 評 価 にお い て 、冷 水 に よ る影 響 を確 認 す

る。

循 環 水 ポ ンプ停 止 時 は 、海 水 ポ ンプ 室 前 面 の入 力 津 波 高

さは T,P.+2.6mで あ り、敷 地 高 さ T.P.+3.5mよ り低 い た

め、敷 地 へ の流 入 は な い。

屋 外 タ ン ク等 の損 傷 に よ る冷 水 は 、 別 途 実 施 す る 「1.6

冷 水 防護 に 関す る基 本 方 針 」 の影 響 評 価 にお い て 、 ター ビ

ン建 屋 に流 入 す るが 、 中間建 屋 水 密 扉 、制 御 建 屋 水 密 扉 の

設 置 及 び 貢 通 部 上 水 処 置 を実施 す る こ とで 中間建 屋 、 制 御

建 屋 及 び デ ィー ゼル 建 屋 に流 入 させ な い こ と と して い るた

め、浸水 防護 重 点化 範 囲 の建 屋 に浸 入 す る こ とは ない。

c,循 環 水 系機 器 ・ 配 管損 傷 に よ る津 波 浸 水 量 の考 慮

循 環 水 系機 器 ・ 配 管 損 傷 に よ る津 波 浸水 量 につ い て は 、

入 力 津 波 の 時刻 歴 波 形 に基 づ き 、 津 波 の繰 返 しの襲 来 を考

慮 し、 ター ビン建 屋 の総 水 水 位 は津 波 等 の流 入 の都 度 上 昇

す る もの と して 計算 す る。 ま た 、 ピ ッ ト水 位 が低 い場 合 、

流 入 経 路 を逆 流 して ター ビン建 屋 外 へ 流 出す る可 能性 が あ

るが 、保 守 的 に一度 流入 した もの は流 出 しな い もの と考 え

る。

d.機器 。配 管 等 の損 傷 に よ る内部 冷 水 の考 慮

機 器 。配 管 等 の損 傷 に よ る浸水 範 囲 、浸 水 量 につ い て は、

損 傷 箇 所 を介 して の ター ビン建 屋 へ の津 波 の流 入 、 内部 冷

水 等 の事 象 想 定 も考 慮 して算 定 す る。

e.地 下水 の流 入 量 の考慮

地震 に よ る ター ビン建 屋 の地 下部 外 壁 か らの流 入 につ い

て は 、 ター ビン建 屋 付 近 の地 下 水 位 を考慮 し、別 途 実 施 す

る 「1.6浴 水 防護 に 関す る基 本 方 針 」 の影 響 評 価 で の ター

ビン建屋 の想 定 浸水 水位 との比 較 評 価 を行 な う。
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f.施 設 。設 備 施 工 上 生 じ うる隙 間部 等 につ い て の考 慮

津 波 及 び冷 水 に よ り浸 水 を想 定 す る ター ビン建 屋 地 下 部

にお い て 、施 工上 生 じ うる建 屋 間 の 隙 間部 に は 、止 水 処 置

を行 い 、 浸 水 防護 重 点 化 範 囲 へ の浸 水 を防止 す る設 計 とす

る。 なお 、 1号 及 び 2号 炉 の ター ビン建 屋 につ い て は 、建

屋 内 で 繁 が っ て い る こ とか ら、 あ わせ て冷 水 量評 価 を実施

す る もの とす る。

1.4。 1.6水位 変 動 に伴 う取水性 低 下 に よる重 要 な安 全機 能 へ の影 響 防止

(1)海 水 ポ ンプ の 取水性

基 準 津 波 に よ る水位 の低 下 に伴 う取 水 路 等 の特 性 を考 慮 し

た海 水 ポ ンプ位 置 の評価 水 位 を適 切 に算 出す るた め 、 津 波 シ

ミュ レー シ ョン にお い て 管 路 部 分 に仮 想 ス ロ ッ トモ デ ル に よ

る一 次 元 不 定 流 の連 続 式 及 び運 動 方 程 式 を組 み 込 ん だ詳 細 数

値 計 算 モ デ ル に よ り管 路解 析 を あ わせ て 実施 す る。 ま た 、 そ

の 際 、 政 水 口か ら海 水 ポ ンプ室 に至 る系 をモ デ ル 化 し、管 路

の形 状 、材 質 及 び表 面 の状 況 に応 じた摩 漆 損 失 を考 慮 す る と

共 に、 貝 付 着 や ス ク リー ンの有 無 を考 慮 し、 計 算 結 果 に潮 位

のバ ラ ツ キ の加 算 や 安 全 側 に評 価 した値 を用 い る等 、 計 算 結

果 の不確 実 性 を考 慮 した評 価 を実施 す る。

引 き波 時 の水 位 低 下 に対 して 、海 水 ポ ンプ の取 水 可能 水 位

を下 回 らな い よ うに取水 路 防潮 ゲ ー トを設 置 す る。 ま た 、津

波 警 報 等 が発 表 され ない 可 能性 の あ る津 波 は 、第 1波 の 引 き

波 に よ る水 位 の低 下 に対 して海 水 ポ ンプ が機 能 保 持 で き る も

の の 、海 水 ポ ンプ室 前 面 にお い て 第 1波 よ り第 2波 以 降 の水

位 変 動 量 が 大 きい た め、第 2波 以 降 の 引 き波 が海 水 ポ ンプ の

取 水 可能 水 位 を下 回 る可能 性 が あ る。 そ の た め、津 波 防護 施

設 と して 、 通 常 の潮 汐 とは異 な る潮 位 変 動 を把 握 す るた め に
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潮位 計 を設 置 す る。

この評 価 の結 果 、海 水 ポ ン プ 室 前 の入 力 津 波 高 さは 、 T.P.

-2.3mで あ り、水 理 試 験 にて確 認 した海 水 ポ ンプ の取 水 可能

水位 は 、 T.P.-3.21m(地 盤 変 動 量 0.30m隆 起 を考 慮 した場

合 T.P,-2,91m)を 上 回 る こ とか ら、水位 低 下 に対 して海 水 ポ

ンプ は機 能保 持 で き る。

ま た 、循 環 水 ポ ンプ 室及 び海 水 ポ ンプ室 は 隣接 して い るた

め 、発 電 所 を含 む 地 域 に大 津 波 警 報 が発 表 され た場 合 又 は通

常 の潮 汐 とは異 な る潮 位 変 動 を把 握 した場 合 、 引 き波 時 にお

け る海 水 ポ ンプ の取 水 量 を確 保 す るた め、原 則 、循 環 水 ポ ン

プ を停 止 (プ ラ ン ト停 止 )し 、 取 水 路 防潮 ゲ ー トを 閉止 す る

手順 を整 備 す る。

(2)津 波 の二 次 的 な影 響 に よ る海 水 ポ ンプ の機 能保 持確 認

基 準 津 波 に よ る水 位 変 動 に伴 う海 底 の砂 移 動 。堆 積 及 び漂 流

物 に姑 して 、非 常用海 水 路 及 び海 水 ポ ンプ室 の通 水 性 が確 保 で

き る設 計 とす る。

ま た 、基 準 津 波 に よる水 位 変 動 に伴 う浮 遊 砂 等 の混 入 に対 し

て海 水 ポ ンプ は機 能保 持 で き る設 計 とす る。

a.砂 移 動・ 堆 積 の影 響

政水 口は 、非 常用海 水 路呑 み 口底 面 が T.P.-5,Omで あ り、

H文 水 口底 版 T,P,-6.2mよ り約 1.2m高 い位 置 に あ る。ま た 、

非 常用 海 水 路 の高 さは約 2.Om、 幅 は約 2.Om、 海 水 ポ ンプ

室 は、海 水 ポ ンプ 下端 か ら床 面 ま で 1号炉 は約 5,95m、 2

号炉 は約 6.05mと な って い る。

砂 移 動 に 関す る数 値 シ ミュ レー シ ョン を実施 した結 果 、

基 準 津 波 に よ る砂 移 動 に伴 う砂 堆 積 量 は 、 非 常用 海 水 路呑
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み 口にお い て約 0.02m、 海 水 ポ ンプ室 にお い て約 0。 24mで

あ り、砂 の堆積 に伴 っ て 、 非 常用 海 水 路呑 み 口か ら海 水 ポ

ンプ 下端 ま で の海 水 取 水 経 路 が 閉塞 す る こ とは な い。

b.海 水 ポ ンプヘ の浮 遊 砂 の影 響

海 水 ポ ンプ取 水 時 に浮 遊 砂 の一 部 が軸 受 潤 滑水 と して ポ

ンプ 軸 受 に混入 した と して も、海 水 ポ ンプ の軸 受 に設 け ら

れ た 異 物 逃 が し溝 か ら排 出 され る構 造 とす る。 ま た 、仮 に

砂 が 混 入 した場 合 にお い て も、海 水 ポ ンプ の軸 受 に設 け ら

れ た約 3.7mmの 異 物 逃 が し溝 か ら排 出 され る構 造 とす る。

これ に対 して 、発 電 所 周 辺 の砂 の平均 粒 径 は約 0.2mmで 、

数 ミ リ以 上 の砂 は ご くわず か で あ る こ とに加 えて 、粒 径 数

ミ リの砂 は浮 遊 し難 い もの で あ る こ とを踏 ま え る と、 大 き

な粒 径 の砂 は ほ とん ど混 入 しな い と考 え られ 、砂 混 入 に対

して海 水 ポ ンプ の取水 機 能 はイ果持 で き る。

c.漂 流 物 の取水性 へ の影 響

(a)漂 流 物 の抽 出方 法

漂 流 物 とな る可能 性 の あ る施 設・設備 を抽 出す るた め、

発 電所 近傍 につ い て は 5kmの 範 囲 を、発 電所 構 内 につ い

て は遡 上域 を網 羅 的 に調 査 す る。 設 置 物 につ い て は 、 地

震 で倒 壊 す る可能 性 の あ る もの は倒 壊 させ た上 で 、浮 力

計 算 に よ り漂 流す るか否 か の検 討 を行 う。 (第 1,4.6図 )

(b)抽 出 され た漂 流 物 とな る可能 性 の あ る施 設 。設 備 の影 響

確 認

基 準 津 波 の遡 上解 析 結 果 に よ る と、 敗水 口付 近 につ い

て は取水 路 防潮 ゲー トま で 、放 水 口物 揚 岸 壁 付 近 につ い

て は放 水 口側 防潮 堤 及 び 防潮 扉 ま で津 波 が遡 上 す る。 ま
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た 、基 準 地震 動 に よ る液 状 化 等 に伴 う敷 地 の変 状 や潮 位

のバ ラ ツキ (0,15m)を 考 慮 した場 合 、 3号及 び 4号 炉

放 水 ピ ン ト付 近 も津 波 が遡 上 す る。 これ らを踏 ま え、基

準 津 波 に よ り漂 流 物 とな る可 能性 の あ る施 設 。設 備 が海

水 ポ ンプ の取水 確 保 へ影 響 を及 ば さない こ とを確 認 す る。

この結 果 、発 電所 構 内 で漂 流す る可 能性 が あ る もの と

して 、放 水 口側 の協 力 会 社 事 務 所 等 が あ るが 、放 水 口側

防潮 堤及 び 防潮 扉 で 防護 され るた め、取水 性 へ の影 響 は

な い。 また 、 これ らの設 置位 置及 び 津 波 の流 向 を考慮 す

る と漂 流物 は取 水 口へ は 向 か わ ない。

なお 、発 電所 構 内 の物 揚岸 壁 に停 泊 す る燃 料 等 輸 送 船

は 、 津 波警 報 等 発 表 時及 び 発 電所 構 外 にお い て津 波 と想

定 され る潮位 を観 測 した場 合 には緊 急 退避 す るた め、漂

流 物 とは な らな い。 た だ し、 津波 警 報 等 が発 表 され ず 、

か つ 、荷 役 中に津 波 が襲 来 した場 合 は緊急 退 避 で きな い

可 能 性 が あ るた め 、緊 急 退 避 しな い が 、物 揚 岸 壁 へ の係

留 が維 持 で き る こ と等 を確 認 してお り、漂 流物 とは な ら

な い。 なお 、荷 役 中以 外 で も、燃 料 等 輸 送 船 は漂 流物 と

な らない こ とは 同様 だ が 、発 電所 構 外 で津 波 と想 定 され

る潮 位 を荏兄沢Jし た場 合 は 、 よ り安 全 性 を高 め るた め に緊

急 退 避 す る。

ま た 、発 電所 構 内 の放 水 口側 防潮 堤 の外 側 に存 在 す る

車 両 は 、津 波 の流 況及 び 地 形 並 び に車 両位 置 と津 波 防護

施 設 との位 置 関係 を踏 ま え、津 波 防護 施 設 へ の影 響 を確

認 し、必 要 に応 じ、敷 地 内 の津 波 が到 達 しない場 所 へ 退

避 す る運 用 を定 め る こ とに よ り、津 波 防護 施 設 に影 響 を

及 ぼ さない方針 とす る。 発 電 所 構 外 で漂 流 す る可 能性 が

あ る もの と して 、発 電 所 近 傍 で航 行 不 能 に な っ た漁 船 が
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挙 げ られ るが 、 取水 口側 は取水 路 防潮 ゲー ト、放 水 口側

は放 水 口側 防潮 堤 及 び 防潮 扉 に よ り防護 され るた め、取

水 性 へ の影 響 は な い。 取 水 路 防潮 ゲー ト、放 水 口側 防潮

堤 及 び 防潮 扉 の設 計 にお い て は、漂 流 物 と して衝 突 す る

可 能性 が あ る もの の うち、最 も重 量 が 大 きい総 トン数 10

t級 (排 水 トン数 30t)の 小 型 漁 船 を衝 突 荷 重 と して評

価 す る。

一 部 、取水 口に 向か う漁 船 につ い て は 、取 水 路 に沿 つ

て 取水 路 防潮 ゲ ー トに 向 か うが 、 万 一 、取水 路 内 を漂 流

す る場 合 にお い て も、非 常用 海 水 路呑 み 口前 に と どま る

こ とは な く、 ま た 、非 常用海 水 路呑 み 口前 面 に 閉塞 防止

措 置 を施 す こ とか ら、漂 流 物 に よ り非 常用海 水 路呑 み 口

が 閉塞 す る こ とは ない。なお 、閉塞 防止 措 置 につ い て は 、

非 常用海 水 路 の通 水機 能 に影 響 の な い設 計 とす る。

発 電所 近傍 を通過 す る定期 船 に 関 して は 、発 電所 沖合

約 14kmに 定期 航 路 が あ るが 、半径 5km以 内 の敷 地 前 面

海 域 に ない こ とか ら発 電 所 に対 す る漂 流 物 とな らない。

除塵 装 置 で あ る ロー タ リー ス ク リー ンにつ い て は、基

準 津 波 の流 速 に対 し、 ス ク リー ンの水位 差 が 、設 計水位

差 以 下 で あ るた め、損 傷 す る こ とは な く漂 流 物 とな らな

い こ とか ら、取水 性 に影 響 を及 ぼす こ とは な い こ とを確

認 して い る。

1.4.1.7津 波 監視

敷 地 へ の津 波 の繰 返 しの襲 来 を察 知 し、津 波 防護 施 設 、浸 水

防止 設 備 の機 能 を確 実 に確 保 す るた め に 、津 波 監視 設 備 を設 置

す る。 津 波 監視 設 備 と して は 、 津 波 監視 カ メ ラ及 び潮 位 計 を設

置 す る。 各 設 備 は 1号 炉海 水 ポ ンプ 室 前 面及 び 2号 炉 海 水 ポ ン
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プ室 前 面 の入 力 津 波 高 さ T.P.+2.6m又 は 3,4号 炉 海 水 ポ ンプ

室 前 面 の入 力津 波 高 さ T,P.+2.9mに 対 して波 力 、漂 流 物 の影 響

を受 け な い位 置 に設 置 し、 津 波 監視 機 能 が十 分 に保 持 で き る設

計 とす る。 ま た 、基 準 地震 動 に対 して 、機 能 を喪 失 しない設 計

とす る。 設 計 に 当た つ て は 、 自然 条件 (積 雪 、風 荷 重 等 )と の

組 合 せ を適 切 に考 慮 す る。

(1)津 波 監視 カ メ ラ

1号 炉 、 2号炉 、 3号炉 及 び 4号炉 共 用 設備 で あ る津 波 監

視 カ メ ラは、敷 地 へ の津 波 襲 来 監視 を 目的 と して 、政水 口側

は 3号炉原 子 炉格 納 施 設 壁 面 T.P.+46.8m、 放 水 口側 は 4号

炉 原 子 炉 補 助 建 屋 壁 面 T.P.+36.2mに 設 置 し、 暗視機 能 等 を

有 した カ メ ラを用 い 、中央 制御 室 か ら監視 可能 な設 計 とす る。

(2)潮 位 計

1号 炉 、 2号炉 、 3号 炉及 び 4号 炉 共用 設備 で あ る潮位 計

は 、 津 波 高 さ計 測 を 目的 と して 、 1号 炉海 水 ポ ンプ室及 び 2

号 炉海 水 ポ ンプ室 T,P.+7.lm及 び 3, 4号 炉 海 水 ポ ンプ室

T.P.+4.6mに 設 置 し、上 昇側 及 び 下 降側 の津 波 高 さを計 測 で

き る よ う、 1号 炉海 水 ポ ンプ 室及 び 2号炉海 水 ポ ンプ 室 に設

置 の潮 位 計 につ い て は 、T.P.約 -9。 9m～ T.P.約 +6.6mを 測 定

範 囲 と し、 3, 4号 炉海 水 ポ ンプ室 に設 置 の潮 位 計 につ い て

は 、 T.P.約 -4.Om～ T.P.約 +4,Omを 測 定範 囲 と し、 中央 制御

室 か ら監視 可能 な設 計 とす る。

1.4.1.8津 波 影 響 軽 減 施 設

津 波影 響 軽 減 施 設 と して 、発 電 所 周 辺 を波 源 と した津 波 の波

力 を軽 減 す るた め に取水 ロカー テ ン ウォール を設 置 す る。
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なお 、 この津 波 影 響 軽 減 施 設 につ い て は、基 準 津 波 及 び基 準

地 震 動 に封 して 、 津 波 に よ る影 響 の軽 減機 能 が保 持 され る よ う

に設 計 す る。
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【第 40条 に係 る変 更概 要 】

1.4.2重 大 事 故 等 対 処 施 設 の耐 津 波 設 計方針

1.4.2.1重 大 事 故 等 対 処 施 設 の耐 津 波 設 計 の基 本 方 針

重 大 事故 等 対 処 施 設 は 、基 準津 波 に対 して重 大 事 故 等 に対 処

す るた め に必 要 な機 能 が損 な われ るお それ が な い設 計 とす る。

(1)津 波 防護 対 象 の選 定

「設 置 許 可 基 準 規 則 第 四十 条 (津 波 に よ る損 傷 の防止 )」 に

お い て は 、「重 大 事 故 等 対 処 施 設 は 、基 準 津 波 に対 して重 大 事

故 等 に対 処 す るた め に必 要 な機 能 が損 な われ るお それ が な い

もの で な けれ ば な らな い」 こ とを要 求 して い る。

なお 、「設 置 許 可 基 準 規 則 第 四十 二 条 (重 大 事 故 等 対 処 設

備 )」 にお け る可搬 型 重 大 事 故等 姑 処 設備 の接 続 回、保 管場 所

及 び機 能保 持 に封 す る要 求 事 項 を満 足 す るた め 、可搬 型 重 大

事 故 等 対 処 設備 につ い て も津波 防護 の姑 象 とす る。

設 置 許 可基 準規 則 の解 釈 別 記 3で は 、津 波 か ら防護 す る設

備 と して 、津 波 防護 施 設 、浸水 防止 設 備 及 び 津 波 監視 設備 に

お い て も入 力 津 波 に対 して 当該機 能 を十 分 に保 持 で き る こ と

を要 求 して い る。

このた め、津 波 か ら防護 す る設備 は重 大 事 故 等 射 処 施 設 、

可搬 型 重 大 事 故 等 対 処 設 備 、津 波 防護 施 設 、浸 水 防止 設備 及

び 津 波 監視 設 備 (以 下 「重 大事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象

設 備 」とい う。)と し、これ らを内包 す る建 屋 及 び 区画 につ い

て第 1.4.5表 に分 類 を示 す 。

(2)敷 地 及 び敷 地 周 辺 にお け る地形 、施 設 の配 置 等

a.敷 地及 び敷 地周 辺 の地形 、標 高並 び に河 川 の存 在 の把 握

「1,4.1設 計 基 準 対 象 施 設 の耐 津 波 設 計 方 針 」 に 同 じ。

b.敷 地 にお け る施 設 の位 置 、形 状 等 の把 握
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重 大 事 故 等 紺 処 施 設 の津 波 防護 封 象 設 備 を内包 す る建 屋

及 び 区画 と して 、「1.4.1設 計 基 準対 象 施 設 の耐 津 波設 計方

針 」 で示 した範 囲 に加 え、 緊急 時封 策 所 (緊 急 時対策 所 建

屋 内 )、 空 冷 式 非 常用 発 電 装 置 、空 ハ 式 非 常 用発 電 装 置 用

給 油 ポ ンプ 、泡 混 合 器 、仮 設 組 立 式 水 槽 、可搬 式代 替 低圧

注水 ポ ンプ 、 シル トフ ェ ンス 、 ス プ レイヘ ッダ、大容 量 ポ

ンプ 、大容 量 ポ ンプ (放 水砲 用 )、 タ ン ク ロー リー 、送 水 車 、

電源 車 、電源 草 (可 搬 式 代 替 低圧 注水 ポ ンプ用 )、 電源 車 (緊

急 時対 策 所 用 )、 ブル ドー ザ 、放 水 砲 、油圧 シ ョベ ル 、軽 油

用 ドラム缶 、空 気 供 給 装 置 、緊 急 時対 策 所 非 常用 空気 浄 化

フ ァ ン及 び 緊急 時 対 策 所 非 常用 空気 浄 化 フ ィル タユ ニ ッ ト

の 区画 を設 置 す る。 (第 1.4.7図 )

c.敷地周 辺 の人 工構 造 物 の位 置 、形 状 等 の把握

「1.4.1設 計 基 準 対 象 施 設 の耐 津 波 設 計方 針 」 に 同 じ。

(3)入 力 津 波 の設 定

「1.4.1設 計基 準 対 象 施 設 の耐 津 波 設 計 方 針 」 に 同 じ。

1.4.2.2敷 地 の特 性 に応 じた津 波 防護 の基本 方針

津 波 防護 の基 本 方 針 は 、 以 下 の(1)～ (5)の とお りで あ る。

(1)重 大 事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、

浸水 防止 設備 、津 波 監視 設備 及 び非 常用 取水 設備 を除 く。

下記 (3)に お い て 同 じ。)を 内包 す る建 屋 及 び 区画 の設 置 さ

れ た敷 地 にお い て 、基 準津 波 に よる遡 上 波 を地 上部 か ら到

達 又 は流 入 させ な い設 計 とす る。 ま た 、 政水 路及 び放 水 路

等 の経 路 か ら流 入 させ ない設 計 とす る。

(2)取 水 ・ 放 水 施 設 、 地 下部 等 にお い て 、漏 水 す る可 能性 を

考 慮 の上 、漏 水 に よ る浸水 範 囲 を限定 して 、重 大事 故 等 に
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対 処 す るた め に必 要 な機 能 へ の影 響 を防止 で き る設 計 とす

る。

(3)上 記 2方針 の ほ か 、重 大 事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象

設備 を 内包 す る建 屋 及 び 区画 につ い て は 、浸水 防護 をす る

こ とに よ り、津 波 に よ る影 響 等 か ら隔 離 可 能 な設 計 とす る。

(4)水 位 変 動 に伴 う取 水 性 低 下 に よ る重 大 事 故 等 に対 処 す る

た め に必 要 な機 能 へ の影 響 を防止 で き る設 計 とす る。

(5)津 波 監視 設備 につ い て は、入 力 津 波 に対 して津 波 監視 機

能 が保 持 で き る設 計 とす る。

遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 させ な い設 計 とす るた め、

外 郭 防護 と して 取 水 路 に取水 路 防潮 ゲ ー ト、放 水 口側 に放 水 口

側 防潮 堤 及 び 防潮 扉 、海 水 ポ ンプ 室 、 2号 炉 海 水 ポ ンプ 室及 び

3, 4号 炉 海 水 ポ ンプ 室 に潮 位 計 を設 置 す る。 ま た 、 津 波 警 報

等 が発 表 され な い 可 能 性 の あ る津 波 は 、第 2波 以 降 の押 し波 が

地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 す る可能 性 が あ る。 津 波 の第 2波 以 降

の影 響 を防 止 す るた め に 、通 常 の潮 汐 とは 異 な る潮位 変 動 を把

握 した場 合 に取水 路 防潮 ゲー トを閉止 す る手順 を整備 す る。

取水 路及 び排 水 路 等 の経 路 か ら流入 させ ない設 計 とす るた め、

外 郭 防護 と して放 水 路 に屋 外排 水 路 逆 流 防止 設備 並 び に放 水 ピ

ン トに 1号及 び 2号炉 放 水 ピ ッ ト止 水 板 、海 水 ポ ンプ エ リア に

海 水 ポ ンプ室 浸 水 防止 蓋 、循 環 水 ポ ンプ室 に循 環 水 ポ ンプ室浸

水 防止 蓋 を設 置 す る。

設 計基 準 対 象 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、浸 水

防止 設備 、津 波 監視 設 備 及 び非 常用 取水 設 備 を除 く①)を 内包 す

る建 屋 及 び 区画 につ い て は 、津 波 に よ る影 響 等 か ら隔離 可能 な

設 計 とす るた め、 内郭 防護 と して 、浸 水 防護 重 点化 範 囲境 界壁

の うち、 中間建 屋 、制御 建 屋 及 びデ ィー ゼ ル 建 屋 の壁 貢通 部 に

水 密 扉 の設 置 及 び 貫 通 部 止 水 処 置 を実施 す る。
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引 き波 時 の水位 低 下 に封 して 、海 水 ポ ンプ の 取水 可能 水位 を

下 回 らな い よ うに H文 水 路 防潮 ゲー ト及 び 潮位 計 を設 置 す る。 ま

た 、津 波 警 報 等 が 発 表 され な い 可 能 性 の あ る津 波 は 、 第 2波 以

降 の 引 き波 が 、海 水 ポ ンプ の敢 水 可 能 水 位 を下 回 る可 能 性 が あ

る。 津 波 の第 2波 以 降 の影 響 を防止 す るた め に 、通 常 の潮 汐 と

は異 な る潮 位 変 動 を把 握 した場 合 に取 水 路 防潮 ゲー トを 閉止 す

る手順 を整 備 す る。

津 波 が発 生 した 場 合 に 、 そ の影 響 を俯 l敢 的 に把 握 す るた め 、

津 波 監視 設 備 と して 、 3号炉 原 子 炉 格 納 施 設 壁 面及 び 4号炉 原

子 炉補 助 建 屋 壁 面 に津 波 監視 カ メ ラ、 1号 炉 海 水 ポ ンプ室 、 2

号 炉海 水 ポ ンプ室 及 び 3, 4号 炉海 水 ポ ンプ室 に潮 位 計 を設 置

す る。

津 波影 響 軽 減 施 設 と して 、発 電所 周 辺 を波 源 と した 津 波 の波

力 を軽 減 す るた め に取水 ロカ ー テ ン ウォ ール を設 置 す る。

通 常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変 動 を把 握 した場 合 に取 水 路 防 潮

ゲ ー トを 閉止 す る運 用 に よ り、 津 波 警 報 等 が発 表 され な い 可 能

性 の あ る津 波 に対 し、遡 上 波 を地 上 部 か ら到 達 又 は流 入 させ な

い設 計 及 び 水位 の低 下 に対 して海 水 ポ ン プ が機 能保 持 で き る設

計 とす るが 、 これ に加 え、 可能 な 限 り早 期 に津 波 に対 応 す るた

め 、発 電 所 構 外 に お い て 、敷 地 へ の遡 上 又 は水位 変 動 に伴 う敗

水 性 低 下 に よ る海 水 ポ ンプヘ の影 響 の お それ の あ る潮 位 の変 動

を観 測 し、そ の後 、潮 位 計 の うち、2台 の観 測潮位 が 10分 以 内

に 0.5m以 上 下降 す る こ と、又 は 10分 以 内 に 0.5m以 上 上 昇 す

る こ とを把 握 した 場 合 は 、原 則 、循 環 水 ポ ンプ を停 止 (プ ラ ン

ト停 止 )し 、取 水 路 防 潮 ゲー トを閉止 す る手順 を整備 す る。 さ

らに、 政 水 路 防潮 ゲー トの保 守 作 業 中 に 、発 電 所 構 外 にお い て

津 波 と想 定 され る潮 位 を観 測 した場 合 は 、 直 ち にゲー ト保 守 作

業 を 中断 し、作 業 前 の状 態 に復 旧す る手順 を整 備 す る。
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発 電 所 構 外 の観 測 潮 位 を活 用 し、必 要 に応 じ車 両 の退 避 等 を

行 う手順 を整 備 す る。 ま た 、発 電 所 構 外 にお い て 、津 波 と想 定

され る潮 位 を観 測 した場 合 は 、 可 能 な 限 り早 期 に津 波 に対応 す

るた め、 ゲー ト落 下機 構 の確 認 等 を行 う手順 を整 備 す る。

緊 急 時射 策 所 (緊 急 時対 策 所 建 屋 内 )、 空 冷 式 非 常用発 電 装 置 、

空 冷 式 非 常 用 発 電 装 置 用 給 油 ポ ンプ 、泡 混 合 器 、仮 設 組 立 式 水

槽 、 可搬 式 代 替 低 圧 注水 ポ ンプ 、 シル トフ ェ ンス 、 ス プ レイ ヘ

ンダ、大 容 量 ポ ンプ 、大容 量 ポ ンプ (放 水 砲 用 )、 タ ン ク ロー リ

ー 、送 水 草 、電 源 車 、 電源 車 (可 搬 式 代 替 低 圧 注水 ポ ンプ用 )、

電源 車 (緊 急 時対 策 所 用 )、 ブル ドー ザ 、放 水 砲 、油圧 シ ョベ ル 、

軽 油用 ドラム缶 、空 気 供 給 装 置 、緊 急 時 対 策 所 非 常 用 空 気 浄 化

フ ァ ン及 び 緊 急 時対 策 所 非 常用 空 気 浄 化 フ ィル タユ ニ ッ トの 区

画 は津 波 の影 響 を受 け ない位 置 に設 置 され て お り、新 た な津 波

防護 対 策 は必 要 な い。

津 波 防護 対 策 の設 備 分類 と設 置 目的 を第 1,4.2表 に示 す 。ま た 、

敷 地 の特性 に応 じた津 波 防護 のオ,モ 要 を第 1.4.4図 に示 す。

1.4.2,3敷 地 へ の浸 水 防止 (外 郭 防護 1)

(1)遡 上 波 の地 上 部 か らの到 達 。流 入 の防止

重 大 事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護 施 設 、

浸 水 防止 設備 、津 波 監視 設備 及 び非 常用 取水 設備 を除 く。)を

内包 す る建 屋 及 び 区画 並 び に海 水 ポ ンプ室 が設 置 され て い る

周 辺 敷 地 高 さは T.P.+3.5m、 復 水 タ ン ク につ い て は T,P,十

5。 2mに 設 置 され て お り、取水 路 、放 水 路 か ら津 波 に よる遡 上

波 が地 上部 か ら到 達 ・ 流入 す る可能 性 が あ るた め、津 波 防護

施 設 、浸 水 防止 設 備 を設 置 す る。

遡 上 波 の 地 上 部 か ら の 到 達 防 止 に 当 た つ て の 検 討 は 、

「1.4.1設 計 基 準 紺 象 施 設 の耐 津 波 設 計 方 針 」 を適 用 す る。
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(2)取 水 路 、放 水 路 等 の経 路 か らの津 波 の流 入 防止

取水 路 又 は放 水 路 等 の経 路 か ら、津 波 が流 入 す る可能 性 の

あ る経 路 (扉 、 開 口部 及 び 貢通 口等 )を 特 定 し、必 要 に応 じ

て実 施 す る浸 水 対 策 につ い て は 「1.4.1設 計 基 準 対 象 施 設 の

耐 津 波 設 計 方針 」 を適 用 す る。

1.4.2.4漏 水 に よ る重 大 事 故 等 に対 処 す る た め に必 要 な機 能 へ の影 響

防止 (外 郭 防護 2)

取水 ・ 放 水 設備 及 び地 下部 等 にお い て 、漏 水 に よ る浸 水 範 囲

を限定 し、重 大 事 故 等 に封 処 す るた め に必 要 な機 能 へ の影 響 を

防止 す る設 計 とす る。具体 的 に は、「1,4,1設 計 基 準封 象 施 設 の

耐 津 波 設 計 方 針 」 を適 用 す る。

1.4.2.5重 大 事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 を 内包 す る建 屋 及 び

区画 の 隔離 (内 郭 防護 )

(1)浸 水 防護 重 点 化 範 囲の設 定

浸 水 防護 重 点 化 範 囲 と して 、「1.4.1設 計基 準 対 象施 設 の耐

津 波 設 計 方 針 」 で示 した範 囲 に加 え、緊 急 時対 策 所 (緊 急 時

対 策 所 建 屋 内 )、 空冷 式 非 常用発 電 装 置 、空 冷 式 非 常 用 発 電

装 置 用 給 油 ポ ンプ 、泡 混 合器 、仮 設 組 立式 水槽 、 可搬 式 代 替

低 圧 注水 ポ ンプ 、 シル トフ ェ ンス 、 ス プ レイヘ ッダ、 大 容 量

ポ ンプ 、大 容 量 ポ ンプ (放水 砲 用 )、 タ ン ク ロー リー 、送 水 草 、

電源 草 、電 源 車 (可 搬 式代 替 低 圧 注 水 ポ ンプ用 )、 電源 車 (緊

急 時姑 策 所 用 )、 ブル ドー ザ 、放 水 砲 、油圧 シ ョベ ル 、軽 油用

ドラム缶 、 空 気 供 給 装 置 、緊 急 時 対 策 所 非 常用 空気 浄 化 フ ァ

ン及 び 緊急 時対 策 所 非 常用 空気 浄 化 フ ィル タユ ニ ッ トの 区画

を設 定 す る。

(2)浸 水 防護 重 点 化 範 囲 の境 界 にお け る浸 水 対 策
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浸 水 防護 重 点化 範 囲 の うち、設 計 基 準 対 象 施 設 と同 じ範 囲

につ い て は 、「1.4.1設 計 基 準 対 象 施 設 の耐 津 波 設 計 方針 」を

適 用 す る。

ま た 、 そ の他 の範 囲 につ い て は 、 津 波 に よ る冷 水 の影 響 を

受 け ない位 置 に設 置 す る、若 し くは津 波 に よ る冷 水 の浸 水 経

路 が な い設 計 とす る。

1,4.2.6水 位 変 動 に伴 う取 水 性 低 下 に よ る重 大 事 故 等 に対 処 す るた め

に必 要 な機 能 へ の影 響 防止

(1)重 大 事 故 時 に使 用 す るポ ンプ の取水 性

水 位 変 動 に伴 う取水 性 低 下 に よ る重 大 事 故 等 に対 処 す るた

め に必 要 な機 能 へ の影 響 を防止 す る設 計 とす る。 そ の た め 、

海 水 ポ ンプ につ い て は 、「1.4.1設 計 基 準 姑 象 施 設 の耐 津 波 設

計 方 針 」 を適 用 す る。

ま た 、重 大 事 故 等 に使 用 す る大熔 量 ポ ンプ及 び送 水 車 は投

込 み 式 で あ り、水位 変 動 に対 す る追 従 性 が あ るた め、 取水 性

に影 響 は な い。

(2)津 波 の二 次 的 な影 響 に よ る海 水 ポ ンプ の機 能保 持確 認

基 準 津 波 に よ る水位 変 動 に伴 う海 底 の砂 移 動 ・ 堆積 及 び 漂

流 物 に射 して 、 非 常用海 水 路 、海 水 ポ ンプ室 の通水 性 が確 保

で き る設 計 とす る。

ま た 、基 準 津 波 に よ る水位 変 動 に伴 う浮 遊 砂 等 の混 入 に対

して海 水 ポ ンプ 、大容 量 ポ ンプ及 び 送 水 車 は機 能保 持 で き る

設 計 とす る。具 体 的 に は 、「1.4.1設 計 基 準対 象 施 設 の耐 津 波

設 計 方針 」 を適 用 す る。

1.4.2,7津 波 監視
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津波の襲来 を監視す るために設置す る津波監視設備 の機能 に

ついては、「1.4.1設 計基準対象施設 の耐津波設計方針」を適用

す る。

1。 4.2.8津 波影 響 軽 減 施 設

発 電 所 周 辺 を波源 と した津 波 の波 力 を軽 減 す るた めの施 設 で

あ る取 水 ロカ ー テ ン ウォール につ い て は 、「1.4.1設 計 基 準 対 象

施 設 の耐 津 波 設 計 方針 」 を適 用 す る
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第 1,4.1表  入力津波高 さ一覧表

水位上昇側 水位下降側

取水日前面
取水路防潮
ゲー ト前面

1号炉海水
ポンプ室前

面

2号炉海水
ポンプ室前

面

1号及び 2

号炉放水 日
前面

3号及び 4
号炉放水 日

前面

放 水 路
(奥 )

防潮扉前面
1号炉海水ポ
ンプ室前面

2号炉海水ポ
ンプ室前面

T,P.+46m
lT,P,+47m)

TP+6.lm
(T.P,+62m)

TP+24m
(TP,+2.6m)

TP.+2.4m
(T,P+26m)

TP.+60m
(TP,+6.2m)

TP,+5,9m
lT P.+6 0ml

T,P.+6.5m

lT,P+6.7m)

TP.+6.5m
lT P.+6.6m)

T.P,-22m
lT P-2.3m)

T,P.-2.lm
lT,P-2 3ml

。( )内 はバ ラツキを考慮 した入力津波であ り、バ ラツキ として、①潮

位 のバ ラツキ(上 昇側 :0.15m、 下降側 :0。 17m)、 ②入力津波の数値計算

上のバ ラツキを考慮 し安全側 に評価 した値
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第 1.4,2表  津 波 防護 封 策 の設備 分類 と設 置 目的

津波防護対策 設備分類 設置 目的

取水路防潮グー ト

津波防護施設

・基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に

到達することを防止する。
・引き波時の水位低下に対 して、海水ポンプの取
水可能水位を下回ることを防止する。

放水日側防潮堤
基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に到
達することを防止する。

防潮扉
基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に到
達することを防止する。

屋外排水路
逆流防止設備

屋外排水路からの津波流入により浸水防護重点化
範囲に到達することを防止する。

1号及び 2号炉

放水ピッ ト上水板
1号及び 2号炉放水ピッ トからの津波流入により

浸水防護重点化範囲に到達することを防止する。

潮位計

・基準津波による遡上波が浸水防護重点化範囲に
到達することを防止する。
・引き波時の水位低下に対 して、海水ポンプの取
水可能水位を下回ることを防止する。

津波監視設備
津波が発生 した場合にその影響を備嗣文的に把握す
る。

津波監視カメラ

海水ポンプ室

浸水防止蓋

浸水防止設備

海水ポンプエ リア床面からの津波流入による海水
ポンプ室への流入を防止する。

循環水ポンプ室

浸水防止蓋
循環水ポンプ室床面からの津波流入による海水ポ
ンプ室への流入を防止する。

浸
水

:言 言

ち

水密扉

地震によるタービン建屋内の循環水管損傷や 2次
系設備及び屋外タンクの損傷に伴 う盗水及び損傷
箇所を介 しての津波の流入による冷水に対 して、
浸水防護重点化範囲への流入を防止する。

貫通部
上水処置

取水 ロカーテ ン ウォール 津波影響軽減施設 発電所周辺を波源 とした津波の波力を軽減する。
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流入経路

取水路

1号及び 2号炉

海水系
非常用海水路、海水ポンプ室、
海水管、海水管 トレンチ

循環水系 取水路、循環水ポンプ室、循環水管

3号及び 4号炉

海水系
海水取水 トンネル、点検用 トンネル、
海水ポンプ室、海水管、海水管 トレンチ、連絡水路

循環水系 取水路、循環水ポンプ室、循環水管

1号及び 2号炉

その他配管

クリーンアップ排水管、復水処理建屋排水樽排水管

3号及び 4号炉
タービンブローダウン排水管、クリーンアップ排水管、
タービンサンプ排水管

放水路

1号及び 2号炉

海水系 海水管

循環水系 循環水管、放水 ピッ ト、放水路

3号及び 4号炉

海水系 海水管

循環水系 循環水管、放水ピット、放水管

屋外排水路 集水枡、屋外りF水管

第 1.4.3表  流 入 経 路 特 定結 果
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第 1.4.4表  各 経 路 か らの流 入 評 価 結 果

*:設

入力津波高さ 許容津波高さ 裕 度

海水系 海水ポンプ室 T P +2 6n TP+35m 0 9m

1号炉

循環水系 循環水ポンプ室 T P +2 6m TP+35m 0 9m

海水系 海水ポンプ室 T P ■2 6m T P +3 5m 0 9m

2号炉

循環水系 循環水ポンプ室 T,P +2 6m TP+35m 0 9m

点検用 トンネル T P +4 7m TPキ121m 7 4m

海水系

海水ポンプ室 T P +2 9m T P +3 5m 0 6m

取水路防潮グー ト前面 T P +6 2m T P +8 5m 2 3m

3号及び 4号炉

循環水系

循環水ポンプ室 T P +2 9m TP+35m 0 6m

1号及び 2号炉

取水路

3号及び 4号炉

その他の配管

(ク リーンアップ排水管等 )

T P +2 9m T P +3 5m 0 6m

放水 日付近 T P +6 2m T P +8 0m 1 8m

防潮扉前 T P +6 6m T P +8 0m 1 4m

放水路 (奥 ) T P +6 7m T P +8 0m 1 3m

1号及び 2号炉 放水路

放水 ピン ト T P +6 7m TP+80m* 1 3m

放水路

3号及び 4号炉 放水 日付近 T P +6 0m T P +8 0m 2 0m

取水路に連接される系統
T P +2 9m

(3,4号炉循環水ポンプ室 )

T P +3 5m 0 6m

1号及び 2号炉放水路に連接 され

る系統
T P,+6 7m TP+80m* 1 3m屋外排水路

放水 日側護岸から直接海に連接 さ

れる系統

TP+62m
(放 水 日前面 )

TP+30m* 1 8m
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第 1.4.5表  津 波 防護 対 象 範 囲 の分 類

津波防護対象範囲 説 明 対象

(1)設 計基準対象施設の津波

防護対象範囲 (重大事故等

対処施設含む)

重大事故等対処施設の津波

防護対象設備を内包する建

屋及び区画と設計基準対象

施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画が同

一範囲

原子炉格納施設、原子炉補

助建屋 (補助建屋、燃料取扱

建屋、制御建屋、中間建屋及

びディーゼル建屋)、 燃料油

貯油そ う、海水ポンプエリ

ア、復水タンク及び非常用

取水設備

(2)可搬型重大事故等対処設

備の津波防護対象範囲

(1)を 除 く可搬型重大事故等

対処設備 を内包する建屋及

び区画

泡混合器、仮設組立式水槽、

可搬 式代 替 低圧 注水 ポ ン

プ、シル トフェンス、スプレ

イヘ ッダ、大容量ポンプ、大

容量ポンプ (放水砲用 )、 タ

ンクロー ジー、送水車、電源

車、電源車 (可 |ん々 式代替低圧

注水ポンプ用 )、 電源車 (緊

急 時対策所用 )、 ブル ドー

ザ、放水砲、油圧 ショベル、

軽油用 ドラム缶、空気供給

装置、緊急時対策所非常用

空気浄化 ファン及び緊急時

対策所非常用空気浄化 フィ

ルタユニン ト

(3)重 大事故等対処施設のみ

の津波防護対象範囲

(1)(2)を除 く重大事故等対処

施設の津波防護対象設備 を

内包する建屋及び区画

空冷式非常用発電装置、空

冷式非常用発電装置用給油

ポンプ及び緊急時対策所

(緊急時対策所建屋内)

(41津波防護施設、浸水防止

設備及び津波監視設備

津波防護施設、浸水防止設

備及び津波監視設備につい

ては、入力津波に対 して機

能を保持できることが必要

取水路防潮ゲー ト、放水口

側防潮堤、防潮扉、屋外排水

路逆流防止設備、 1号及び

2号炉放水ピット止水板、

海水ポンプ室浸水防止蓋、

循環水ポンプ室浸水防止

蓋、水密扉、貫通部上水処

置、津波監視カメラ及び潮

位計
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取 ノlく 口 前 面 (若 狭海 丘列 付 近 断層 と隠 岐 トラ フ海 底地 す べ り (エ リア B)の 組 合せ )

T.P.+4.54m+0.15m=T.P.+4.691n→ T.P.+4.7m
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取 水 路 防 潮 ゲ ー ト 前 面 (若 狭 海 丘 列 付 近 断 層 と隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ り (エ リア B)の 組 合

せ )

T,P.+6.03m+0。 15m=T,P.+6.181■ → T.P.+6.2m
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1号 炉 海 水 ポ ン プ 室 前 面 (FO‐ A～ FO‐ B～ 貫鷺)|1断 層 と陸 上 地 す べ り No 14の 組 合 せ )

T.P.+2.36m+0.15m=T.P.+2.511n→ T,P.+2.6m
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2号 炉 海 水 ポ ン プ 室 前 面 (FO‐ A～ FO・ B～ 貫監)|1断 層 と陸 上 地 す べ り No 14の 組 合 せ )

T,P.+2.39m+0.15m=T,P.+2.5414→ T.P.+2.6m
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1号 及 び 2号 炉 放 水 口 前 面 (若 狭海 丘列 付 近 断層 と隠岐 トラ フ海 底 地す べ り (エ リア B)

の組 合 せ )

T.P.+6.00m+0.15m=T.P.+6.15x4→ T,P.+6.2m
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放 水 路  (奥 )(若 狭 海 丘 列 付 近 に十九層 と隠 岐 トラ フ海 底 地 す べ り (エ リア B)の 組 合 せ )

T,P.+6.47m+0,15m=T.P.+6.621n→ T.P.+6.7m
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2号 炉 海 水 ポ ンプ 室 前 面 (水 位 下 降側 )(FO‐ A～ FO‐ B～ 貫鷺)|1断 層と陸上地すべり

No,14の 組 合 せ )
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じ00
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第 1.4.1図 (4)入 力 津 波 波 形 (4)

0

T.P.-2.071狙 ~0.17m=T.P.-2.24m T,P。 -2
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3号及び4号炉放水口前面
TP+501m

2号炉海水ポンプ室
前面TP+110m

第 1.4.2図 (1)基 準津 波 1に よ る最 高水 位 分布

a

【波源】
断層 :若狭海丘列付近断層(福井県)

海底地すべり:エリアB(Kinemauc)
地すべり開始時間t:78秒

【計算条件】

周辺陸域 :完全反射条件
計算潮位 :上昇側T.P.+0.49m

評価潮位 :上昇側T.P.+0.49m

取水路防潮ゲート:両系列 閉

1号及び2号炉放水口前面
TP+528m

放水路 (奥 )TP+6 1lm

1号炉海水ポンプ室
前面TP+116m

取水口前面 TP単 49m

取水路防潮ゲート
前面TP+545m
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【波源】

断層:FO― A～ FO― B～熊川断層

陸上地すべり:No 14(運動学的手法)

地すべり開始時間t i54秒

【計算条件】

周辺陸域 :完全反射条件

計算潮位 :上昇側TP+049m
評価潮位 :上昇側TP+049m
取水路防潮ゲート:両系列 開

0.5

最百水 l立 (T,P,m)

1.0 1.S 2.0 2.5 3.0 3.5

第 1.4.2図 (2)基 準 津 波 2に よ る最 高水位 分布

放水日前面TP+264m

放水路(奥 )TP+269m

2号炉海水ボンプ室前面TP+213m

1号炉海水ポンプ室前面TP+2 1lm

3号及び4号炉放水口前面TP+247m

取水路防潮ゲート前面TP+212m

取水 口前面 TP+207m
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3号及び4号炉放水口前面
TP+504m

【波源】
断層 :若狭海丘列付近断層(福井県)

海底地すべり:エ リアB(Kinemauc)
地すべり開始時間t:78秒

【計算条件】
周辺陸域 :完全反射条件
計算潮位 :上昇側T.P.+0.49m

評価潮位 :上昇側T.P.+0.49m
取水路防潮ゲート:両系列 閉

景や kほ(IPa)

』

沈下量2.5m
沈下量1.5m

沈下量3.5m
沈下量2.Om

沈下量 1

第 1.4.3図 基準津波 1に よる最高水位分布

(地盤変状考慮)

1号及び2号炉放水口前面TP+509m

防潮扉前面 TP+642m

放水路 (奥)TP+647m

2号炉海水ポンプ室前面
TP+109m

1号炉海水ポンプ室前面
TP+1 1lm

取水口前面 TP+449m

取水路防潮ゲート

前面 TP+545m
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1 津波監‡見カメラ
|

B ※津波監視設備と兼用

凡例 (数値は敷地高さ)

■P,+S.飾

FT轟議 轟 ■
と_"_・___… …………… …1

1津波影響軽減施設
|

浸水防止設備

T.P.+4.Om

韓

鰺

剣炉

口

鵬

―
置 蔓

第 1.4.4図 敷地の特性に応じた津波防護の概要



循環水ポンプ

敷地高さ

:

IT.P.+3.Om

A‐A断面図

L

圏 :海水ポンプ室浸水防止蓋

■ :循環水ポンプ室浸水防止蓋
麗 :海水ポンプエリア

ロ :海水ポンプ室

口 :循環水ポンプ室

『

第 1.4.5図 (1)1号炉海水ポンプ室周辺エ リア浸水防止設備の概要

循環水ポンプ

IT.P.+3.Om

海水ポンプ室浸水防止蓋
循環水ポンプ室浸水防止蓋
海水ポンプエリア
海水ポンプ室
循環水ポンプ室

A―A断面図

第 1.4.5図 (2)2号炉海水ポンプ室周辺エ リア浸水防止設備のイうモ要

:一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。

敷地高亡

園
■
國

ロ
■

海水ボンプ室
漫水防止蓋

循環水ボンプ室
浸水防止蓋

海水ポンプ室
浸水防止蓋

循環水ポンプ室
浸水防止蓋
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発電所構外

【(c)発電所構外における漂流物となる
可能性のある施設 B設備等の抽出】

:

第 1.4.6図 (1/3)漂流物評価フロー

(a)基準津波の流速及び流向の確認

(b)漂流物調査範囲の選定

イ.漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出範囲の選定
津波漫水深図 (ハザー ドマップ)を用いた発電所周辺の調査

日.漂流物となる可能性のある施設 a設備等の抽出
③津波漂流物対象施設設計ガイドライン

及び公開データによる抽出
②津液漂流物対象施設設計ガイドライン以外

のものの公開データによる抽出
③現場ウォークダウンによる抽出

ハ 発電所構外における漂流物となる可能性のある
施設・設備等の抽出結果の集約

L
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発電所構内

【(d)発電所構内における漂流物となる
可能性のある施設・設備等の抽出】

第 1.4.6図 (2/3)漂流物評価フロー

(a)基準津波の流遠及び流向の確認

(b)漂流物調査範囲の選定

イ.漂流物となる可能性のある施設 `設備等の抽出範囲の選定
高浜発電所構内配置図を用いた津波遡上範囲の調査

日=漂流物となる可能性のある施設。設備等の抽出
①構内配置国による抽出
②現場ウォークダウンによる抽出

ハ.発電所構内における漂流物となる可能性のある
施設 と設備等の抽出結果の集約
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【(e)漂流物となる可能性のある施設・設備等の評価】

A

(c)ハ 発電所構外における漂流物となる可能造のある

施設・設備等の輸出結果の集約
(d)ハ 発電所構内における漂流物となる可能性のある

施設 '設備等の輸出結果の集率|

当該施 設

は漂流するか

漂流物となる可能性が

否定できない施設・設備等

の実力性を考慮した場合においても、
津波防護施設、取水機能を有する
等※1に 対する漂流物となる可能性が

回浮波の流向及び地形、

きない

津波防誤施設、取水機能を有する安全設備等X〔

に対する漂流物となる可能性が否定できない

施設・設備等

ハ津波防護施設、取ノ・♪く機能を
有する安全設備等※Iの 取水性

への影響があるか

D

凛流物とはならない
津波防議施設、取水機能を有
する安全設備等XFに 対する漂
流物とはならない

津波防議施設、取水機能を有
する安全設備等Xlの 取水イ生ヘ

の影響なし
漂流物対策を実庁とする

B

No

重量物 (を より沈陸する

N。

NO

C

Yes

Yes

※1:取水機能を有する安全設備等と(意海水取水機能を有する海水ホンブ、海水管等を示す。
※2:取水性への影響ほ津波防護施設の設置を考慮した評価を行う。

第 1.4.6図 (3/3)漂流物評価フロー
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(3)適 合性説 明

第五条 津波 に よる損傷 の防止

設計基 準対象施設 は、その供用 中に当該設計基 準対象施設 に大

きな影響 を及 ぼすおそれ があ る津波 (以 下 「基準津波」とい う。 )

に対 して安全機 能 が損 なわれ るお それがない もので な けれ ばな ら

ない。

適合 のた めの設計方針

基準津波 は、最新 の科学的 。技術 的知見 を踏 ま え、波源海域 か ら敷

地周辺 までの海底地形 、地質構 造及 び地震活動性 等 の地震学的見地 か

ら想 定す るこ とが適切 な もの と して策定す る。

入 力津波 は基準津波 の波源 か ら各施設・設備 の設置位 置 において算

定 され る時刻歴 波形 として設 定す る。

耐津波設 計 と しては、以下の方針 とす る。

(1)設 計基 準対象施 設 の津波 防護 対象設備 (津波 防護 施設 、浸水 防

止設備 、津波 監視 設備及 び非 常用 取水設備 を除 く。 )を 内包す る

建屋 及 び 区画 の設置 され た敷 地 にお いて、基準津波 に よる遡上波

を地上部 か ら到 達又 は流入 させ ない設計 とす る。 また、取水 路及

び放水路等 か ら施設へ流入 させ ない設計 とす る。

基 準津波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 のあるものは、

若 狭湾 にお ける津波 の伝播特性 に よ り、高浜発電所 の取水 口付近 に

お いて、津波 の第 1波 よ り第 2波 以 降の水位 変動量が大 き くな るこ

とを踏 ま え、発電所構 内の津波 防護施設 に よ り観 測 され る津波 の第

1波 の水位 変動 量が、設疋
~し

た 閉止判断基 準 を超 えた場合 に、津波

襲 来 と判 断 し、津波 防護施設 に よ り第 2波 以降の遡 上波 を地上部 か

ら到 達又 は流入 させ ない設 計 とす る。

(2)取 水 。放水施 設及 び地下部等 において、漏水す る可能性 を考慮

の上 、漏 水 に よる浸水範 囲 を限定 して、重要 な安全機 能へ の影 響
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を防止す る設計 とす る。

(3)(1)(2)に 規定す る ものの他 、設計基準封象施設 の津波防護対象設

備 (津 波 防護施設 、浸水 防止 設備 、津波監視 設備 及 び非 常用 取水

設備 を除 く。 )を 内包す る建屋 及び 区画 につ いて は、浸水対策 を

行 うこ とに よ り津波 に よ る影 響 等 か ら隔離す る。 そのた め、浸水

防護 重 点化範 囲 を明確化 す る とともに、津波 に よる総水 を考慮 し

た浸水範 囲及 び浸水 量 を保 守 的 に想 定 した上 で 、浸水 防護重 点化

範 囲へ の浸水 の可能性 の あ る経 路及 び浸水 口 (扉 、開 口部及 び貫

通 口等 )を 特 定 し、それ らに対 して必 要 に応 じ浸水対策 を施 す設

計 とす る。

(4)水位 変動 に伴 う取水性低 下 に よる重要 な安全機 能へ の影響 を防

止 す る設 計 とす る。 そのた め、海水 ポ ンプ につ い ては、基準津 波

に よる水位 の低 下 に封 して、海 水 ポ ンプが機 能保 持 で き、かつ冷

却 に必 要 な海水 が確保 で き る設 計 とす る。 また、基 準津波 に よる

水位 変動 に伴 う砂 の移 動 。堆積及 び漂流物 に対 して非 常用海 水 路

及 び海 水 ポ ンプ室 の通水性 が確保 で き、かつ 取水 日か らの砂 の混

入 に対 して海水 ポ ンプが機 能保 持 できる設計 とす る。

基準津波 の うち、津波警 報等 が発表 され ない可能性 のあるものは、

若狭 湾 にお ける津波 の伝播特性 に よ り、高浜発電所 の取水 口付近 に

お いて、第 1波 よ り第 2波 以降 の水位 変動量が大 き くな ることを踏

ま え、発電所構 内の津波防護施 設 に よ り観 測 され る津波 の第 1波 の

水位 変動 量 が、設 定 した閉止判 断基準 を超 えた場合 に、津波襲来 と

判 断 し、津波防護施設 に よ り第 2波 以 降の水位 の低 下 に対 して、海

水 ポ ンプが機 能保持 で き、かつ 冷去,に 必要 な海水 が確保 で きる設計

とす る。また、水位 変動 に伴 う砂 の移動・堆積及 び漂流物 に対 して

非 常用海水 路及 び海水 ポ ンプ室 の通水性 が確保 で き、かつ取水 口か

らの砂 の混入 に対 して海水 ポ ンプが機 能保持 で き る設計 とす る。

(5)津波 防護施設及 び浸水 防止設備 については、入 力津波 (施 設 の
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津波 に対す る設 計 を行 うた めに、津波 の伝 播 特性及 び浸水経 路等

を考慮 して、それ ぞれ の施 設 に封 して設 定す る もの をい う。 以 下

同 じ。 )に 姑 して津波 防護機 能及 び浸水 防止機 能 が保 持 で き る設

計 とす る。 また、津波監視 設備 につ いては、入 力津波 に封 して津

波監視機 能 が保 持 で きる設 計 とす る。

(6)津 波 防護施設 、浸水 防止設備及 び津波監視設備 の設計 に当た つ

て は、地震 に よる敷 地 の隆起 ・沈 降、地震 (本 震及 び余震 )に よ

る影 響 、津波 の繰 返 しの襲 来 に よる影響及 び津 波 に よる二次 的 な

影 響 (洗 掘 、砂移 重力及 び漂 流物 等 )及 び 自然条件 (積 雪、風荷 重

等 )を 考慮す る。

(7)津 波 防護施設 、浸水 防止 設備 及 び津波監視設備 の設計並び に海

水 ポ ンプの取水性 の評価 に 当た って は、入 力津 波 に よる水位 変 動

に封 して朔望平均潮位 を考慮 して安全側 の評価 を実施す る。 なお、

そ の他 の要 因 に よる潮位 変 動 につ いて も適切 に評価 し考慮す る。

また、地震 に よ り陸域 の隆起又 は沈 降が想 定 され る場合 、想 定 さ

れ る地震 の震源 モデル か ら算 定 され る、敷 地 の地殻変動 量 を考慮

して安 全側 の評価 を実施 す る。 なお 、津波警 報等 が発表 され ない

可能性 の あ る津波 に係 る津波 防護施 設 は、不確 か さと して潮位 の

ゆ らぎに加 え、工学的余裕 を考慮 した安全側 の設 計 とす る。

(8)(1)及 び (4)に 規 定す る もの につ いては、安全設 計上 、施設影響 が

生 じる津波 の第 1波 を網羅 的 に検矢日できる閉止判 断基準の設 定が

必須 であ る。 このため、耐津波設計 では、基準津波 の うち、津波

警報等 が発表 され ない可能性 のある もの を用 いて施設影響が生 じ

るケー スを網羅 的 に検知 で きるよ うに閉止判 断基準 を設 定す る。

基 準津波 の うち、津波警 報等 が発 表 され ない 可能性 のあ る もの

に よる敷 地遡 上及 び海 水 ポ ンプの政水性 のを見点 で は、最 も水位 変

動 が大 き くな る よ うに崩壊 規模及 び破壊伝 播速 度 を最 大値 で設 定

した基本設 定 の波形 を設 計 に用 い る。 一方 で、崩壊規模 が小 さ く
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な る と振 幅 が小 さくな り、破 壊伝播 速度 が小 さくな る と振 幅 が小

さ くな って周期 が長 くな る こ とか ら、上記 の対策 のを見点 で は、 こ

れ らの値 を小 さ く した場合 において わず か に施 設影響 を与 え る よ

うな津波波形 で あって も見落 と しな く検 知 で きる閉止判 断基 準 を

設 定す る必 要 が あ る。 よって、耐津波設 計 にお け る閉止判 断基 準

の設 定 にお いて は、基 準 津波 の うち、津 波警報等 が発表 され ない

可能性 のあ る ものの波源 に対す る津波波形 は、崩壊規模 及 び破 壊

伝 播 速度 につ いて、基本 設 定 を上 限 と した上 で、幅 を持 つて設 計

に用 い るもの とす る。

(9)(1)及 び(4)に 規定す る ものの うち、(8)に 規 定す る閉止判 断基

準 を用 いた津波防護施 設 の運用 を適用す る ものは、津波警報等 が

発表 され ない可能性 の あ る津波 に対 し、遡 上波 を地上部か ら到達

又 は流入 させ ない設計及 び水位 の低 下 に対 して海水 ポ ンプが機 能

保 持 で きる設計 とす るが、 これ に加 え、可能 な限 り早期 に津波警

報等 が発表 され ない可能性 のある津波 に対応 す るために、発 電所

構 外 の観測潮位 も活用 す る運用 を定 め る。 さ らに、津波防護施設

の うち多重化 され てい ない部位 のイ呆守 につ いては、発電所構外 の

観 測潮位 を活用す る運用 を適用 し、遡 上波 を地上部 か ら到達又 は

流入 させ ない設計及 び水位 の低 下に対 して海 水 ポ ンプが機 能保 持

で きる設計 とす る。

また、(4)に規 定す る ものの うち、漂流物 に対 しては、発電所構

外 の観 測潮位 を活用 し、必 要 時に車 両 の退避 等 を行 う運用 を適 用

し、非 常用海水 路及 び海 水 ポ ンプ室 の通水 性 が確保 で きる設 計 と

す る。
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第十 二条 安全施設

1 安全施設 は、その安全機 能 の重要度 に応 じて、安全機 能 が確保

され た ものでなけれ ばな らない。

2 安 全機 能 を有す る系統 の うち、安全機 能 の重要度 が特 に高い安

全機 能 を有す るものは、 当該 系統 を構成す る機械 又 は器 具の単一

故 障 (単 一 の原 因に よって一つ の機械 又は器 具が所 定の安全機能

を失 うこ と (従 属要 因 に よる多重故 障 を含 む。)を い う。以 下同 じ。)

が発 生 した場合 であって、外部電源 が利 用 で きない場合 において

も機 能 で きるよ う、 当該 系統 を構成す る機械 又 は器 具の機 能 、構

造及 び動作原理 を考慮 して、多重性 又 は多様性 を確保 し、及 び独

立性 を確保す るものでな けれ ばな らない。

3 安全施設 は、設計基準事故 時及 び設 計基 準事故 に至 るまでの間

に想 定 され る全 ての環境 条件 において、そ の機 能 を発揮す るこ と

がで きるもので なけれ ばな らない。

4 安全施設 は、その健 全性及 び能力 を確認 す るた め、その安全機

能 の重要度 に応 じ、発 電用原子炉 の運転 中又 は停止 中に試験又 は

検査 がで きるもので なけれ ばな らない。

5 安全施設 は、蒸気 ター ビン、ポ ンプその他 の機器 又 は配管 の損

傷 に伴 う飛散物 に よ り、安全性 を損 なわない ものでなけれ ばな ら

ない。

6 重要安全施設 は、二以上 の発電用原 子炉施設 において共用 し、

又 は相互 に接続 す る もので あってはな らない。 ただ し、二以上の

発 電用原 子炉施設 の安全性 が向上す る場合 は、 この限 りでない。

適合 のた めの設計方針

第 1項 につ いて

取水路防潮 ゲー トは、入 力津波 に よる遡 上波 が、設計基準対象施

設 の津波 防護対象設備 に到達 、流入 を防 ぐ重 要 な施設 であ り、潮位
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計 は、取水 路防潮 ゲー トの閉止判 断 にかかわ る直接 関連系 と考 え ら

れ ることか ら、潮位 計 は取水路防潮 ゲー トと同等 の設計 とす る。

第 2項 につ いて

津波防護機 能 を達成 す るため、潮位 計 は多重化す る。 また、潮位

計 に必要 な電源 系 もそれ ぞれ に独 立 した系統 に よ り多重化 した設計

とす る。 また、電源 系 には、安全 系 の電源 よ り電源供給す ることで

外部電源喪失時 に も潮位観 測 を可能 とす る こ とか ら、単一故障 に対

して津波 防護機 能 を失 わない設計 とす る。

第 3項 につ いて

。潮位 計用電源 へ の給電 には、難燃性 ケー ブル を使用 し、電源 系 を

独 立 させ 、内部火 災等 の影響 を受 けない設計 とす る。

。潮位 計用電源 は、十分 な厚 さの コンク リー ト壁 で防護 し、竜巻 、

外部火 災等 自然現象 に よる影響 を受 けない設計 とす る。

・基準地震動 Ssに 紺 して、潮位 計 の機 能 を喪失 しない設計 とす る。

第 4項 につ いて

原子炉 の運転 中又 は停止 中に潮位 計 の試 験又 は検査 が可能 な設計

とす る。

第 5項 につ いて

潮位 計 と蒸気 ター ビン、ポンプ等 とは距離 に よる離隔がな され て

い るこ とか ら飛 来物 に よる影響 は及ぶ こ とはない設計 と してい る。

蒸 気 ター ビン及 び発 電機 は、破 損 防止射策 を行 な うこ とに よ り、破

損 事故 の発生確 率 を低 くす る とともに、 ター ビン ミサイル の発生 を

仮 に想 定 して も安全機 能 を有す る構 築物 、系統及 び機器 へ の到達確

率 を低 くす るこ とに よって、発電用原 子炉施設 の安全性 を損 な うこ
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との な い設 計 とす る。

第 6項 について

潮位 計 は、各 々の潮位 計の間で共用 又 は相 互 に接続 しない設計 と

す る。

第一編 89



第 二十 六条 原子炉制御 室等

1 発電用原子炉施設 には、次 に掲 げ る ところに よ り、原 子炉制御

室 (安 全施設 に属す るものに限 る。 以 下 この条 において同 じ。 )

を設 けな けれ ばな らない。

二 発電用原 子炉施設 の外 の状況 を把握す る設備 を有す るもの と

す るこ と。

適 合 の た め の設 計 方針

第 1項第 2号 につ いて

原 子 炉施 設 に影 響 を及 ばす 可能性 が あ る と想 定 され る 自然現象 等

に加 え、発 電所構 内の状況 (海側 、山側 )を 、屋外 に設置 した暗視機

能等 を持 つた監視 カ メ ラを遠 隔操 作す る こ とに よ り中央 制御 室 にて

昼夜 にわた り把握す ることがで きる設 計 とす る。

また、津波 、竜巻等 に よる発電所構 内の状況 の把握 に有効 なパ ラメ

ー タは、潮位 計 、気象観 測設備 等 にて測定 し中央制御 室 にて確認 で き

る設計 とす る。

さらに、中央制御 室 に FAX等 も設置 し、公 的機 関か らの地震 、津

波、竜巻情報等 を入 手で きる設計 とす る。
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第 四十条 津波 に よる損傷 の防止

重大事故等射処施設 は、基準津波 に対 して重大事故等 に対処す

るために必要 な機 能 が損 なわれ るおそれ が ない ものでなけれ ばな

らない。

適合 のた めの設 計方針

基準津波及 び入 力津波 の策定 に関 しては、第五条 の 「適合 のた めの

設 計方針 」 を適用す る。

耐津波設 計 と しては以下の方針 とす る。

(1)重 大事故等対処施設 の津波 防護 対 象設備 (津波防護施設 、浸水

防止設備 、津波監視設備及 び非常用 敗水設備 を除 く。 )を 内包す

る建屋及 び 区画 の設置 され た敷 地 にお いて、基準津波 に よる遡 上

波 を地上部 か ら到 達又 は流入 させ ない設計 とす る。 また、取水 路

及び放水路等 の経路 か ら流入 させ ない設 計 とす る。

基 準津波 の うち、津波警報等 が発 表 され ない可能性 のあ るもの

は、若狭湾 にお け る津波 の伝 播特性 に よ り、高浜発電所 の取水 口

付近 において、津波 の第 1波 よ り第 2波 以 降の水位 変動量 が大 き

くな るこ とを踏 ま え、発電所構 内の津波 防護施設 に よ り観 測 され

る津波 の第 1波 の水位変動量 が、設 定 した閉止判 断基準 を超 えた

場合 に、津波襲来 と判断 し、津波防護施設 に よ り第 2波 以 降の遡

上波 を地上部 か ら到達又 は流入 させ ない設 計 とす る。

(2)取 水 。放水施 設及 び地 下都等 にお いて、漏水す る可能性 を考慮

の上、漏水 に よる浸水範 囲 を限定 して、重大事故等 に対処す るた

めに必要 な機 能へ の影響 を防止す る設計 とす る。

(3)(1)(2)に 規 定す る もののほか、重大事故等対処施設 の津波 防護 対

象設備 (津波 防護施設 、浸水 防止設備 、津波監視設備及び非常用

取水設備 を除 く。 )を 内包す る建屋及 び 区画 につ いては、浸水対

策 を行 うこ とに よ り津波 に よる影響等 か ら隔離す る。 そのため、

第一編-91



浸水 防護重 点化範 囲の明確化す る とともに、必要 に応 じて実施す

る浸水対策 につ いては、第五条 の 「適合 のための設計方針 」 を適

用す る。

(4)水位 変動 に伴 う取水性低 下 に よる重 大事故等 に対処す るた めに

必要 な機 能へ の影響 を防止す る設 計 とす る。 そのため、海水 ポ ン

プにつ いては、第工条 の 「適合 のた めの設計方針 」 を適用す る。

大容 量 ポ ンプ及 び送水車 につ いて は、基 準津波 に よる水位 の変動

に対 して取水性 を確保 で き、取水 口か らの砂 の混入 に姑 して、ポ

ンプが機 能保 持 できる設計 とす る。

(5)津 波 防護施 設 、浸水 防止設備 及 び津波監視 設備 の機 能 の保 持 に

追

ては、第五条 の 「適合 のた めの設計方針 」 を適用す る。

(6)津 波 防護施設 、浸水 防止設備及 び津波監視設備 の設計並 び に海

水 ポ ンプ等 の取水性 の評価 にお け る入力津波 の評価 に当た つては、

第工条 の 「適合 のた めの設計方針 」 を適用す る。

(7)基 準津波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 の あ る もの

の閉止判 断基準 の設 定 については、第五条 の 「適合 のた めの設計

方針 」 を適用す る。

(8)発 電所構外 の観 沢J潮 位 も活用す る運用 は、第五条 の 「適 合 のた

めの設計方針 」 を適用す る。
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1.3 気象等

該 当 な し
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1,4 設備 等 (手順等含 む )

【第 26条 に係 る変 更概要 】

6.計測制御 系統施設

6.10制御 室

6.10。 1通 常運転 時等

6.10。 1.2 中央常J御 室

6.10.1.2.2主 要設備

(1)中 央制御盤

中央制御盤 は、原子 炉制御 設備 、プ ロセ ス計装設備 、原子

炉保護設備 、工学 的安全施設 、 ター ビン設備 、電気設備等 の

計測制御装置 を設 けた運転 コン ノール (安 全 系 VDU、 監視操

作 VDU、 警報 VDU及 びハー ドスイ ッチ)等 で構成 し、原子

炉施 設 の通 常運転 時、運転 時の異常 な過渡変化 時及 び設計基

準事故 時の封応 に必要 な盤 面機器及 び盤 面表示 (操作器 、指

示計 、警報 )を 運転員 の操 作性 を考慮 して設置す る。

なお 、 中央制御盤 は盤 面機器及 び盤 面表示 (操 作器 、指示

計 、警報 )を システ ム ご とにグルー プ化 した配列及 び色分 け

に よる識別 や操作器 の コー ド化 (色 、形状、大 き さ等 の視覚

的要素 での識別 )等 を行 うこ とで、通常運転 時 、運転 時の異

常 な過 渡変化 時及 び設計基 準事故時 にお ける運転員 の誤操作

の防止及 び操 作 が容易 にで き る もの とす る。

(2)中 央制御 室

中央制御 室 は、原子炉補助建屋 内に設置 し、 1次冷却系統

に係 る原子炉施設 の損壊 又 は故 障が発生 した場合 に、従事者

が支 障 な く中央制御 室 に入 るこ とがで きるよ う、 これ に連絡

す る通路及 び 出入 りす るた めの 区域 を多重化す る とともに、

中央 制御 室 内に とどま り必要 な操作 、措置 を行 うこ とがで き

る設 計 とす る。
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中央制御 室 は、有毒 ガ スが運転員 に及 ばす影響 に よ り、運

転員 の対処能力が著 しく低 下 し、安全施 設 の安全機 能 が損 な

われ るこ とがない設計 とす る。

そ のた めに、「有 毒 ガ ス防護 に係 る影 響評価 ガイ ド (平 成

29年 4月 5日 原規 技発 第 1704052号 原子 力規制委員会決

定 )」 (以 下 「有毒 ガス評価 ガイ ド」 とい う。)を参照 し、有毒

ガス防護 に係 る影 響評価 を実施す る。

有毒ガス防護 に係 る影響評価 に当た っては、有毒 ガスが大

気 中に多量 に放 出 され るかの観 点か ら、有毒化学物質 の揮発

性 等 の性状 、貯蔵 量、建屋 内保管 、換気等 の貯蔵状況等 を踏

ま え、敷地 内及 び 中央制御 室等か ら半径 10km以 内にあ る敷

地外 の固定源 並び に可動源 を特定 し、特定 した有毒化学物質

に対 して有毒 ガス防護 のた めの判 断基準値 を設 定す る。また、

固定源 の有毒 ガス影響 を軽減す るこ とを期待す る防液堤等 は、

現場 の設置状況 を踏 ま え、評価条件 を設 定す る。

固定源 に対 しては、貯蔵容器すべ てが損傷 し、有毒化学物

質 の全量流 出に よって発 生 した有毒ガスが大気 中に放 出 され

る事象 を想 定 し、運転員 の吸気 中の有毒 ガス濃度 の評価結果

が、有毒ガス防護 のた めの判 断基準値 を下回 る よ う設計す る。

可動源 に紺 して は、「10,13通 信連絡設備 」に記載す る通信

連絡設備 に よる連絡 、 中央制御 室換気設備 の隔離 、防護 具 の

着用等 に よ り運転員 を防護 で きる設計 とす る。

有毒 ガス防護 に係 る影響評価 において、有毒 ガス影響 を軽

減す るこ とを期待す る防液堤等 は、必要 に応 じて保 守管理及

び運用管理 を適切 に実施す る。

中央制御 室及 び これ に連絡す る通路並び に運転員 その他 の

従事者 が原 子炉制御 室 に出入 りす るための区域 は、運転員 が

過度 の被 ば くを受 けない よ うに施設 し、運転員 の勤務形態 を
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考慮 し、事故後 30日 間 において、運転員 が 中央制御室 に入

り、 とどま って も、 中央制御 室遮蔽 を透過 す る放射線 に よる

線 量 、 中央制御 室 に侵 入 した外気 に よる線 量及 び入退域 時 の

線 量 が、中央制御 室換気設備 等 の機 能 とあい まって、「実用発

電用原子炉及 びその附属施設 の技術基準 に関す る規則」及 び

「実用発電用原 子炉及 びそ の附属施設 の技術 基準 に関す る規

則 の解釈 」に示 され る 100mSvを 下回 るよ うに遮蔽 を設 け る。

換気 系 は他 と独 立 して設 け、事故 時 には外 気 との連絡 口を

遮 断 し、 中央制御 室非 常用循環 フ ィル タユ ニ ッ トを通 る閉回

路循環方式 と し運転員 を内部被 ば くか ら防護 す る設計 とす る。

外部 との遮 断が長期 にわた り、室 内の環境 が悪 くなった場合

には、外気 を中央制御 室非 常用循環 フィル タユ ニ ッ トで浄化

しなが ら取 り入れ る こ とも可能 な設計 とす る。 また、室 内の

酸 素濃度及 び二酸化炭 素濃度 も活動 に支 障 のない範 囲で ある

こ とを把握 で きるよ う、酸素濃度計及 び二酸化炭素濃度 計 を

保 管す る設 計 とす る。

中央制御 室 は、原 子炉施設 に影響 を及 ばす 可能性 があ る と

想 定 され る 自然現象 等や発 電所構 内の状況 を昼夜 にわた り把

握す るた め遠 隔操作及 び暗視機能等 を持 つた監視 カメラを設

置す る。

中央制御 室 は、 当該操 作 が必要 とな る理 由 となった事象 に

よ り有意 な可能性 を もつて 同時に もた らされ る環境条件及 び

原 子炉施 設 で有意 な可能性 をもつて同時 に もた らされ る環境

条件 (地震 、内部火 災、 内部冷水 、外部電源 喪失及 び外部火

災 に伴 うばい煙 や有 毒ガ ス、降下火砕物並び に有毒ガス)を

想 定 して も、適切 な措置 を講 じることに よ り運転員 が運転時

の異常 な過 渡変化及 び設 計基準事故 に対応 す るた めの設備 を

容易 に操作す るこ とがで き るもの とす る。
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また、現場操作 が必要 な添付書類 十 の設 計基準事故 (蒸 気

発 生器伝熱 管破 損 )時 の操作場所 で あ る主蒸気管ヘ ッダ室及

び設計基準事故 (原 子炉冷却材喪失 )時 の操作場所 で あ る原

子炉補機 冷却水設備 トレン分離箇所 において も、環境 条件 (地

震 、内部火 災、 内部冷 水 、外部電源 喪失及 び外部火 災 に伴 う

ばい煙 や有毒 ガス、降下火砕 物 )を 想 定 して も容易 に操 作 が

で きる とともに、操作 に必要 な照 明 (ア クセ スルー ト上 の照

明 を含 む。)は 、内蔵 の蓄電池 か らの給電 に よ り外部電源 喪失

時 にお いて も点灯 を継 続 す る。 さ らに、そ の他 の安全施設 の

操作等 につ いて も、プ ラン トの安全上重 要 な機 能 に障害 をき

たすお それ のある機器 や外部環境 に影 響 を与 えるおそれ の あ

る現場弁等 に対 して、色分 けに よる識別 管理及び施錠管理 に

よ り誤操作 を防止す る。

想 定 され る環境条件及 びその措置 は以 下の とお り。

(地震 )

中央制御 室及 び 中央 制御盤 は、原 子炉補助建屋 (耐震 Sク

ラス)内 に設置 し、基 準地震動 に よる地震 力 に対 し必要 とな

る機 能 が喪失 しない もの とす る。 また、運転員机 、運転 コン

ノール に手招 を設置 し、地震発 生時 にお け る運転員 の安全確

保及 び運転 コン ノール の操作器 へ の誤接触 を防止す る ととも

に天丼 照 明設備 には落 下防止措置 を講 じる。

(内 部火 災 )

中央制御 室 に消火器 を設置す る とともに、火 災が発 生 した

場合 の運転員 の対応 を規 定類 に定 め、運転員 に よる速や かな

消火 を行 うこ とで運転操 作 に影響 を与 えず容 易 に操作で きる

設 計 とす る。 また、安全 系 VDU盤 内で火 災が発生 した場合

には、盤 内の煙感 知器 に よ り火 災 を感知 し、常駐す る運転員

が消火器 に よる消火 を行 うこ とを規 定類 に定 めることで速や
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かな消火 を可能 と し、容易 に操作す るこ とがで きる設計 とす

る。 なお 、念 のた め、安全系 VDU盤 に隣接す る盤 につ いて

も、火 災 を早期 に感 知す るため、煙感知器 を設置す る。

(内 部冷水 )

中央制御 室周 りには、地震 時 に冷水源 とな る機器 を設 けな

い設計 とす る。なお 、中央制御 室周 りの消火作業 については、

中央制御 室 に影 響 を与 えない消火方 法 とす ることに よ り、冷

水 に よる影響 を与 えず 、 中央制御 室 にて容易 に操作す るこ と

がで きる設計 とす る。

(外 部電源喪失 )

運転操作 に必要 な照 明は、地震 、竜巻・風 (台 風 )、 積 雪、

落雷、外部火 災、降下火砕物 に伴 い外部電源 が喪失 した場合

には、デ ィーゼル発 電機 が起動す るこ とに よ り操作 に必要 な

照明用電源 を確保 し、容易 に操作 で きるもの とす る。 また、

全交流動力電源 喪失 時か ら重大事故等 に対処す るた めに必要

な電力 の供給 が交流動力電源設備 か ら開始 され るまでの間に

おいて も、蓄電池 内蔵 の照 明設備 に よ り運転操作 に必要 な照

明用電源 を確保 し、容易 に操作 で き るもの とす る。

(ば い煙 等 に よる中央制御 室 内環境 の悪化 )

中央制御 室外 の火 災 に よ り発 生す るばい煙 や有毒 ガス及び

降下火砕物 に よる中央制御 室 内の操 作環境 の悪化 を想 定 して

も、 中央制御 室換気設備 の外気取入 を手動 で遮 断 し、開回路

循環方式 に切 り替 えることに よ り、運転操作 に影響 を与 えず

容易 に操作 で き る設 計 とす る。

(有毒ガス )

有毒 ガスが運転員 に及 ばす影響 に よ り、運転員 の対処能力

が著 しく低 下す るこ とな く、 1次冷却系統 に係 る原子炉施設
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の損壊又 は故 障その他 の異常が発生 した場合所要 の操作及 び

措置 を とるこ とがで きる設計 とす る。

なお 、原 子炉施設 の外 の状況 を把握す るた め、以下の設備

を設置す る。

a.監視 カ メラ

想 定 され る 自然 現象等 (地震 、津波 、洪水 、風 (台 風 )。

竜巻通過後 の設備周辺 にお け る飛散状況 、降水 、積 雪、落雷 、

地すべ り、降下火砕 物 、火 災、飛来物 )に加 え発 電所構 内の

状況 (海側 、山側 )を 昼夜 にわた り把握 す るために屋外 に暗

視機 能等 を持 つた監視 カメ ラを設置す る。

b.気象観 測設備 等

津波 、風 (台 風 )、 竜巻 等 に よる発 電所構 内の状況 の把握

に有効 なパ ラメー タ (潮位 、風 向・風速等 )を 入手す るため

に、気象観 測設備 等 を設置す る。

c.FAX等

公 的機 関か らの地震 、津波 、竜巻 、雷 雨、降雨予報 、天気

図、台風情報等 を入 手す るために、中央制御 室 に FAX、 テ

レビ等 を設置す る。

また、通常 の潮 汐 とは異 な る潮位 変動情報 を中央制御室ヘ

警報発信 し、取水 路 防潮 ゲー トの開止判 断 にかかわ るもの と

して、発電所構 内に潮位 計 を設置す る。
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10。 その他発電用原子炉 の附属施設

10。6津波及び 内部総水 に対す る浸水防護設備

10,6.1津 波 に対す る損傷 防止

【第 5条 に係 る変更概 要 】

10。 6。 1.1設 計基準対象施設

10,6。 1.1.1概要

原子炉施設 の耐津波設計 につ いては、「設計基準対象施設 は、

施 設 の供用 中に極 めてまれ で はあ るが発 生す る可能性 が あ り、

施設 に大 きな影 響 を与 えるおそれ が あ る津波 (以 下「基準津波」

とい う。)に 対 して、その安全機 能 が損 なわれ るお それ がない

ものでなけれ ばな らない」こ とを 目的 として、津波 の敷地へ の

流入 防止 、漏水 に よる安全機 能へ の影響 防止 、津波 防護 の多重

化 及 び水位 低 下 に よる安全機 能 へ の影 響 防止 を考慮 した津 波

防護 姑策 を講 じる。

津波 か ら防護 す る設備 は、クラス 1、 クラス 2設備 並び に津

波 防護施設 、浸水 防止設備及び津波監視設備 を含 む耐震 Sク ラ

スに属す る設備 (以 下「設計基 準対象施 設 の津波防護 対象設備 」

とい う。)と す る。

津波 の敷地へ の流入 防止 は、設 計基 準対象施設 の津波 防護対

象設備 (津波 防護施設 、浸水防止設備 、津波監視設備及 び非常

用取水設備 を除 く。)を 内包す る建屋 及 び 区画 の設 置 され た敷

地 において、基 準津波 に よる遡上波 の地上部 か らの到達 、流入

の防止及 び取水 路 、放水路等 の経路 か ら流入 の防止姑策 を講 じ

る。

漏水 に よる安全機 能へ の影響 防止 は、取水・放水施設 、地下

部等 において、漏水 の可能性 を考慮 の上、漏水 に よる浸水範 囲

を限定 して、重 要 な安全機 能へ の影響 を防止す る対策 を講 じる。

津波 防護 の多重化 と して、上記 2つ の対策 のほか、設計基準対
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象施設 の津波 防護 紺象設備 (津波 防護施設 、浸水防止設備 、津波

監視 設備及 び非 常用 取水設備 は除 く。)を 内包す る建屋及 び 区画

において、浸水 防護 をす るこ とに よ り津波 に よる影響等 か ら隔離

す る対策 を講 じる。

水位低 下 に よる安全機能へ の影響 防止 は、水位 変動 に伴 う取水

性低 下 に よる重要 な安 全機 能へ の影響 を防止 す る対策 を講 じる。
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10。 6.1.1。 2 己驚言十方金十

設計基準対象施設 は、基 準津波 に対 して安全機 能 が損 なわれ

るお それ がない設計 とす る。

耐津波設計 に当たつては、以下 の方針 とす る。

(1)設 計基準対象施設 の津波 防護対象設備 (津波 防護施設 、浸

水 防止設備 、津波監視設備 及 び非 常用 取水設備 を除 く。)を

内包す る建屋及 び 区画 の設置 され た敷 地 において、基準津波

に よる遡 上 波 を地上部 か ら到 達 又 は流 入 させ ない設 計 とす

る。また、取水 路及 び放水 路等 の経 路か ら流入 させ ない設 計

とす る。 具体 的 な設計 内容 を以下 に示す。

a.設 計基 準対 象施 設 の津 波 防護 対象 設備 (津 波 防護 施 設 、

浸水 防止設備 、津波監視設備 及 び非常用取水設備 を除 く。)

を内包す る建屋及 び 区画並び に海水 ポ ンプ室 、復水 タ ンク

は基準津波 に よる遡上波 が到達す る可能性 が あ るた め、津

波 防護施設及 び浸水 防止設備 を設置 し、基準津波 に よる遡

上波 を地上部 か ら到達又 は流入 させ ない設計 とす る。

基準津波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 の あ

るものは、若 狭湾 にお け る津波 の伝播特性 に よ り、高浜発

電所 の海 水 ポ ンプ室 前 面 にお い て第 1波 よ り第 2波 以 降

の水 位 変 動 量 が大 き くな る こ と及 び 津波 の第 1波 の押 し

波 が地 上部 か ら到達又 は流入 しない こ とを踏 ま え、発電所

構 内 の津 波 防護施 設 に よ り観 測 され た第 1波 の水位 変 動

量 が、設 定 した閉止判 断基準 を超 えた場合 に、津波襲来 と

判 断 し、津波 防護施設 に よ り第 2波 以 降の遡 上波 を地上部

か ら到 達又 は流入 させ ない設 計 とす る。

b。 上記 a.の 遡上波 につ いては、敷 地及 び敷地周辺 の地形及

び そ の標 高 、河川 等 の存在 並 び に地震 に よる広 域 的 な隆

起 。沈 降 を考慮 して、遡上波 の回 り込み を含 め敦地へ の遡
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上の可能性 を検討す る。また、地震 に よる変状又 は繰返 し

襲来す る津波 に よる洗掘 。堆積 に よ り地形又 は河川 流路 の

変化等 が考 え られ る場合 は、敷地へ の遡上経路 に及 ばす影

響 を検討 す る。

c.取水 路又 は放水路等 の経路 か ら、津波 が流入す る可能性

につ いて検討 した上 で、流入 の可能性 の ある経 路 (扉 、開

口部及 び貫通 口等 )を 特 定 し、必 要 に応 じ浸水対策 を施す

こ とに よ り、津波 の流入 を防止す る設計 とす る。

(2)取水 ・放水施設及 び地 下部等 にお いて、漏水す る可能性 を

考慮 の上 、漏水 に よる浸水範 囲 を限定 して、重要 な安 全機 能

へ の影 響 を防止す る設計 とす る。具体的な設計 内容 を以下 に

a.取水・放水設備 の構 造上 の特徴等 を考慮 して、取水・放

水施 設 及 び地 下部等 にお け る漏 水 の可能性 を検 討 した上

で、漏水 が継続す るこ とに よる浸水範 囲 を想 定 (以 下 「浸

水想 定範 囲」 とい う。)す る とともに、 同範 囲の境 界 にお

いて浸水 の可能性 のあ る経路及 び浸水 口 (扉 、開 田部及 び

貫通 口等 )を 特定 し、浸水 防止設備 を設置す るこ とに よ り

浸水範 囲 を限定す る設計 とす る。

b.浸水 想 定範 囲及 び そ の周 辺 に設 計 基 準対象 施 設 の津 波

防護 紺象設備 が ある場合 は、防水 区画化す る とともに、必

要 に応 じて浸水量評価 を実施 し、安全機 能へ の影響 が ない

こ とを確認 す る。

c.浸水想 定範 囲にお ける長期 間の冠水 が想 定 され る場合 は、

必要 に応 じ排水設備 を設置す る。

(3)(1)(2)に 規 定す るもののほか、設 計基準対象施設 の津波 防

護 対象設備 (津波防護施設 、浸水 防止設備 、津波監視設備及

び非 常用取水設備 を除 く。)を 内包 す る建屋及 び 区画 につ い

示す。
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ては、浸水対策 を行 うこ とに よ り津波 に よる影響等 か ら隔離

す る。そ のた め、浸水 防護重点化 範 囲 を明確化す る と ともに、

津 波 に よ る冷 水 を考慮 した浸水 範 囲及 び浸水 量 を保 守 的 に

想 定 した上で、浸水 防護重点化範 囲へ の浸水 の可能性 のあ る

経路及 び浸水 口 (扉 、開 口部及 び貫通 口等 )を 特定 し、それ

らに対 して必要 に応 じ浸水対策 を施 す設計 とす る。

(4)水位 変動 に伴 う取水性低下 に よる重要 な安全機 能へ の影響

を防止す る設 計 とす る。 そのた め、海水 ポ ンプにつ いて は、

基準津波 に よる水位 の低 下に封 して、海水 ポ ンプが機 能保持

で き、かつ冷却 に必要 な海水 が確保 で きる設 計 とす る。また、

基準津波 に よる水位 変動 に伴 う砂 の移動・堆積及び漂 流物 に

対 して非 常用海水 路及 び海水 ポ ンプ室 の通水性 が確保 で き、

かつ 取水 口か らの砂 の混入 に対 して海 水 ポ ンプ が機 能保 持

で きる設 計 とす る。

基 準津波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 のあ る

ものは、若狭湾 にお け る津波 の伝 播特性 に よ り、高浜発電所

の海 水 ポ ンプ室前 面 にお い て第 1波 よ り第 2波 以 降 の水位

変 動 量 が大 き くな る こ と及 び津 波 の第 1波 の 引 き波 に よる

水位 の低 下 に対 して海 水 ポ ンプ が機 能保 持 で きる こ とを踏

まえ、発 電所構 内の津波 防護施設 に よ り観 測 され た第 1波 の

水位 変動量 が、設定 した閉止判 断基 準 を超 えた場合 に、津波

襲来 と判 断 し、津波 防護施設 に よ り第 2波 以 降の水位 の低 下

に対 して、海水 ポ ンプが機能保持 で き、かつ冷去「に必要 な海

水 が確保 で きる設計 とす る。

(5)津 波 防護施設及 び浸水 防止設備 につ いては、入力津 波 (施

設 の津波 に対す る設 計 を行 うために、津波 の伝播特性及 び浸

水経路等 を考慮 して、それぞれ の施設 に射 して設定す るもの

をい う。 以下 同 じ。)に対 して津波 防護機 能及び浸水 防止機
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能 が保 持 で きる設計 とす る。また、津波監視設備 につ いては、

入力津波 に対 して津波監視機 能 が保持 で きる設計 とす る。具

体 的 な設計 内容 を以下 に示す。

a.「 津 波 防護施設 」 は、取水 路 防潮 ゲー ト、放水 口側 防潮

堤 、防潮扉 、屋外排水路逆流 防止設備 、 1号及 び 2号炉放

水 ピッ ト止水板並び に潮位 計 とす る。「浸水 防止設備 口ま、

海水 ポ ンプ室浸水 防止蓋、循 環水 ポンプ室浸水 防止蓋、中

間建屋水密扉 、制御 建屋水密扉及び貫通部上水処 置 とす る。

また、「津波監視設備 」 は、潮位 計及 び津波監視 カ メ ラ と

す る。「津波影響軽減施 設 」 は、取水 ロカーテ ン ウォール

とす る。

b.入 力津波 については、基準津波 の波源 か らの数値 計算 に

よ り、各施設・設備 の設置位 置 において算定 され る時刻歴

波形 とす る。数値計算 に当た っては、敷地形状 、敷地沿岸

域 の海底 地形 、津波 の敷地へ の侵入角度 、河川 の有無 、陸

上 の遡上・伝播 の効果及 び伝播経路上 の人 工構造物等 を考

慮す る。また、津波 に よる港湾 内の局所 的な海 面 の固有振

動 の励 起 を適切 に評価 し考慮す る。

c.津波 防護施設 につ いては、その構造 に応 じ、波 力 に よる

侵 食 及 び洗掘 に対 す る抵 抗性 並 び にすべ り及 び転倒 に射

す る安 定性 を評価 し、越 流時 の耐性 に も配慮 した上で、入

力 津 波 に対す る津 波 防護機 能 が十分 に保 持 で き る設 計 と

す る。

d.浸水 防止設備 につ いて は、浸水想 定範 囲等 にお け る浸水

時及 び冠水後 の波圧 等 に対す る耐性等 を評価 し、越 流 時の

耐性 に も配慮 した上で、入力津波 に対 して浸水 防止機 能が

十分 に保 持 で きる設計 とす る。

e.津波監視設備 については、津波 の影響 (波 力及 び漂流物
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の衝突 )に 対 して、影響 を受 けに くい位置へ の設置及 び影

響 の防止策・緩和策等 を検討 し、入力津波 に対 して津波監

視機 能 が十分 に保持 で きる設 計 とす る。

f.津波 防護施設 の外側 の発 電所敷地 内及 び近傍 において建

物・構 築物及 び設置物等 が破 損 、倒壊及 び漂流す る可能性

が あ る場合 には、津波 防護施設及 び浸水 防止設備 に波及 的

影響 を及 ば さない よ う、漂流 防止措置又 は津波 防護施設及

び浸水 防止設備 へ の影響 の防止措置 を施す設計 とす る。

g。 上記 c.、 d.及 び f.の 設 計等 においては、耐津波設計 上の

十分 な裕度 を含 めるた め、各施設 。設備 の機 能損傷モー ド

に姑応 した荷重 (浸 水 高、波力・波圧 、洗掘力及 び浮力等 )

につ いて、入 力津波 に よる荷重 か ら十分 な余裕 を考慮 して

設 定す る。また、余震 の発 生 の可能性 を検討 した上 で、必

要 に応 じて余震 に よる荷 重 と入 力 津 波 に よる荷 重 との組

合せ を考慮す る。さらに、入 力津波 の時刻歴 波形 に基づ き、

津 波 の繰 返 しの襲 来 に よる作 用 が津波 防護機 能 及 び 浸水

防止機 能へ及 ぼす影響 につ いて検討す る。

h.津波 防護施設及 び浸水 防止設備 の設計 に当た つて、津波

影響軽減施設 。設備 の効果 を考慮す る場合 は、この よ うな

各施設・設備 について も、入力津波 に対 して津波 に よる影

響 の軽減機 能 が保持 され る設計 とす る とともに、上記 f.及

び g.を 満 たす こ ととす る。

(6)津 波 防護施設 、浸水 防止設備 及 び津波監視設備 の設計 に当

た って は、地震 に よる敷地 の隆起・沈 降、地震 (本震及 び余

震 )に よる影響 、津波 の繰 返 しの襲来 に よる影響及 び津波 に

よる二次的な影 響 (洗据 、砂移 動及び漂流物等 )及 び 自然条

件 (積 雪、風荷重等 )を 考慮す る。

(7)津 波 防護施設 、浸水 防止設備及 び津波監視設備 の設計並び
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に海 水 ポ ンプの取水性 の評価 に当た っては、入 力津波 に よる

水位 変 動 に対 して朔 望 平均 潮位 を考慮 して安 全側 の評価 を

実施 す る。なお 、その他 の要 因に よる潮位 変動 につ いて も適

切 に評価 し考慮す る。また、地震 に よ り陸域 の隆起又 は沈 降

が想 定 され る場合 、想 定 され る地震 の震源 モデル か ら算定 さ

れ る、敷地 の地殻変動量 を考慮 して安全側 の評価 を実施す る。

なお 、津波警報等 が発表 され ない可能性 のあ る津波 に係 る津

波 防護施設 は、不確 か さと して潮位 の ゆ らぎに加 え、工学的

余裕 を考慮 した安全側 の設計 とす る。

(8)(1)及 び (4)に 規 定す る ものについては、安全設 計上、施設影

響 が生 じる津 波 の第 1波 を網 羅 的 に検 知 で き る閉止 判 断基

準 の設 定が必須 である。 このため、耐津波設計 では、基準津

波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 の あ るもの を用

い て施 設影 響 が生 じるケー ス を網 羅 的 に検 知 で き る よ うに

閉止判 断基準 を設 定す る。

基 準津波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 のあ る

ものに よる敷地遡上及 び海水 ポ ンプの取水性 の観 点では、最

も水位 変動 が大 き くな る よ うに崩 壊 規模 及 び破 壊 伝 播 速度

を最 大値 で設 定 した基本設 定 の波形 を設計 に用 い る。一方 で、

崩壊規模 が小 さくな る と振幅 が小 さくな り、破壊伝播速度 が

小 さ くな る と振 幅 が小 さくな って周期 が長 くな る こ とか ら、

上記 の対策 の観 点 では、これ らの値 を小 さく した場合 におい

て わず か に施 設影 響 を与 え る よ うな津波 波形 で あ って も見

落 と しな く検知 で き る閉止判 断基準 を設 定す る必要 があ る。

よつて、耐津波設計 にお け る閉止判 断基準の設 定 にお いては、

基 準津波 の うち、津波警 報等 が発表 され ない可能性 のあるも

のの波源 に対す る津波波形 は、崩壊規模及 び破 壊伝播速度 に

つ いて、基本設 定 を上限 と した上で、幅 を持 って設計 に用 い
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る もの とす る。

(9)(1)及 び (4)に 規定す る ものの うち、(8)に 規 定す る閉止判

断基準 を用 いた津波 防護 施設 の運用 を適用す るものは、津波

警報等 が発表 され ない可能性 のある津波 に紺 し、遡上波 を地

上部 か ら到 達 又 は流入 させ ない設 計及 び水位 の低 下 に対 し

て海 水 ポ ンプが機 能保 持 で きる設 計 とす るが、 これ に加 え、

可能 な限 り早期 に津 波 警 報 等 が発 表 され な い 可能性 の あ る

津波 に対応す るために、発電所構外 の観 測潮位 も活用す る運

用 を定め る。 さらに、津波 防護施設 の うち多重化 され てい な

い部位 の保 守 については、発電所構外 の観 測潮位 を活用す る

運用 を適用 し、遡上波 を地上部か ら到達又 は流入 させ ない設

計及 び水位 の低 下 に対 して海水 ポ ンプが機 能保 持 で き る設

計 とす る。

また、(4)に 規 定す る ものの うち、漂 流物 に対 しては、発

電所構外 の観 測潮位 を活用 し、必要時 に車両 の退避等 を行 う

運用 を適用 し、非常用海水 路及び海水 ポ ンプ室 の通水性 が確

保 で きる設計 とす る。

10。 6.1.1.3主 要設備

(1)取 水 路防潮 ゲー ト (1号 、 2号、 3号及 び 4号炉共用、一部

既設 )

敷 地 へ の遡 上又 は水位 変 動 に伴 う取水性 低 下 に よる海 水

ポ ンプヘ の影響 のお それ が あ る津波 が襲来 した場合 に、津波

が敷 地へ到達 。流入す る こ と及び水位 変動 に伴 う取水性低 下

に よる海水 ポ ンプヘ の影響 を防止 し、防護 対象設備 が機能喪

失す るこ とのない設計 とす るため、取水路防潮 ゲー トを設置

す る (第 10.6.1.1,1図 )。 取水路 防潮 ゲー トは、防潮壁 、ゲ

ー ト落 下機構 (電源 系及 び制御 系 を含 む。)及 び ゲー ト扉体
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等 で構成 され 、敷 地へ の遡上又 は水位 変動 に伴 う取水性低 下

に よる海 水 ポ ンプヘ の影 響 のお それ の あ る潮位 に至 る前 に

遠 隔閉止す るこ とに よ り津波 の遡上 を防止す る、津波防護施

設 かつ重要安全施設 (MS-1)で ある。

取水路防潮 ゲー トは、基準地震動 に よる地震 力 に対 して津

波 防護機 能 が十分 に保 持 で きるよ う設計す る。また、波力 に

よ る侵 食及 び洗 掘 に射す る抵抗性 並 び にす べ り及 び転倒 に

対す る安定性 を評価 し、越 流時の耐性 に も配慮 した上で、入

力 津波 に対 す る津 波 防護機 能 が十 分 に保 持 で き る よ うに設

計す る。設計 に当た つて は、漂流物 に よる荷重及 び 自然条件

(積 雪 、風荷重等 )、 地震 (余 震 )と の組合せ を適切 に考慮

す る。

取水路 防潮 ゲー トは、操作者 が常駐す る中央制御 室 に設置

した コン トロール スイ ッチか らの遠 隔 閉止信 号 に よ り、ゲー

ト落下機構 の機械 式又 は電磁式 クラ ッチ を解放 し、ゲー ト扉

体 を 自重落下 させ る設 計 とす る。また、取水 路防潮 ゲー トは、

1号炉 、 2号炉 、 3号炉及 び 4号炉共用 と し、共用 に当たつ

ては、それ ぞれ の号炉 ではな く、 1号炉及 び 2号炉 の中央制

御 室 において閉止信 号 を発信す るこ とで、津波 の襲来時 にお

いて も、確 実 に閉止 し、すべ ての号炉 の安全性 が向上す る設

計 とす る。

具体的 には、動 的機器 で あるゲー ト落 下機構 の クラ ッチ及

び ゲー ト落 下機 構 (電源 系及 び制御 系 を含 む。)に ついては

多重性又 は多様性及 び独 立性 を確イ果す る。ゲー ト扉 体は静 的

機 器 で津 波 の継 続 時 間 は短 期 間 で あ る こ とか ら多重化 の必

要 は無 い。ゲー ト落 下機 構 に関す る電源 系 は、無停電電源装

置 を用 い る こ とで外 部 電源 喪失 時 に もゲー ト自重 落 下 が可

能 であ り、単一故 障 に対 して津波防護機 能 を失 わない設 計 と
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す る。また、何 らかの外乱 に よ り、ゲー ト落 下機構 の制御 系

に異常が発 生 し、遠 隔 閉止信 号が喪失 した場合 には、ゲー ト

落 下機構 が動作す るこ とに よ り、ゲー ト扉 体 が落下す るフェ

イル・セー フ設備 と し、取水路防潮 ゲー トの 閉上 に対す る信

頼性 を確保 す る。

さらに、原 子炉 の運転 中又 は停止 中に取水 路防潮 ゲー トの

作動試 験又 は検査 が可能 な設計 とす る。

なお 、取水路 防潮 ゲー ト閉止 時 に も海水 ポ ンプは、非 常用

海 水 路 か らの取水 に よ り取水 可能水位 を下 回 らない設 計 と

す る。

取水 路防潮 ゲー ト電源構成概念 図 を第 10。 6.1.1.2図 に、取

水 路防潮 ゲー ト落 下機 構概念 図を第 10.6,1,1.3図 に示す。

(2)放 水 口側 防潮堤 (1号 、 2号、 3号及 び 4号炉共用 、既設 )

放水 口側 の敷地高 さ T.P.+3.5mの敷 地 を越 える津波 が襲

来 した場合 に、津波 が敷 地へ到 達・流入 す る こ とを防止 し、

防護姑象設備 が機 能喪失す るこ とのない設 計 とす るため、放

水 口側 防潮 堤 を設置す る (第 10.6。 1.1.4図 )。 放水 口側 防潮

堤 は杭 基礎 に鋼製 の上部 工 を設置す る杭 基礎 形式部 と、1号

及 び 2号 炉 放水 ピ ッ トに鉄 筋 コン ク リー ト製 の防潮壁 を設

置す る鉄筋 コンク リー ト壁部 と、セ メン ト改 良土に よ り防潮

堤 を構 築す る地盤 改 良部 の 3種類 か らな る。放水 口側 防潮堤

の うち杭基礎形式部 は、液状化姑策 に よる地盤 改 良を行 つた

地盤 に設置す る。また、主要 な構 造体 の境界部 には、想定 さ

れ る荷 重 の作用 を考慮 し、試験等 にて止水性 を確認 した止水

ジ ョイ ン ト等 で止水処置 を講 じる設計 とす る。放水 口側 防潮

堤 の設計 においては、基準地震動 に よる地震力 に対 して津波

防護機 能 が十分 に保 持 で きるよ う設計す る。また、波力 に よ

る侵 食 及 び洗 掘 に対 す る抵 抗性 並 び にす べ り及 び転倒 に対
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す る安定性 を評価 し、越流時の耐性 に も配慮 した上で、入力

津波 に紺 す る津 波 防護機 能 が十 分 に保 持 で き る よ うに設 計

す る。設計 に当た つては、漂流物 に よる荷重及 び 自然条件 (積

雪、風荷重等 )、 地震 (余 震 )と の組 合せ を適切 に考慮す る。

(3)防 潮扉 (1号、 2号 、 3号及 び 4号炉共用 、既設 )

放水 口側 の放水 路脇 の西側 の敷地高 さ T,P,+3.5mの敷地

を越 える津波 が襲 来 した場合 に、津波 が敷 地へ到達・流入す

るこ とを防止 し、防護対象設備 が機 能喪失す ることのない設

計 とす るた め、放水 口側 防潮 堤 と連結す るよ う防潮扉 を設置

し、原則 閉止運用 とす る (第 10.6.1,1.5図 )。 防潮扉 の設計

にお いては、基 準地震動 に よる地震 力 に対 して、津波 防護機

能が十分 に保 持 で き るよ う設計す る。また、波力 に よる侵食

及 び洗掘 に対 す る抵 抗性 並 び にす べ り及 び転倒 に対 す る安

定性 を評価 し、越 流 時の耐性 に も配慮 した上 で、入力津波 に

対す る津波防護機 能 が十分 に保 持 で きる よ うに設計す る。設

計 に当た っては、漂流物 に よる荷重 、 自然条件 (積雪、風荷

重等 )、 地震 (余 震 )に よる荷重 との組 合せ を適切 に考慮す

る。

(4)屋 外排水路逆流 防止 設備 (1号、2号 、3号及 び 4号炉共用、

既設 )

T,P。 +3.5mの 敷地 を越 える津波 が襲来 した場合 に、津波 が

放水路等 の経路 か ら流入す るこ とを防止 し、防護対象設備 が

機 能喪失す るこ との ない設計 とす るた め、放水路 に屋外排水

路逆流防止設備 を設置す る (第 10.6.1.1.6図 )。 屋外排水路

逆流防止設備 の設 計 においては、基 準地震動 に よる地震 力 に

対 して津波 防護機 能 が十分 に保 持 で き るよ う設計す る。また、

波 力 に よる侵 食 及 び洗 掘 に射 す る抵 抗性 並 び にす べ り及 び

転倒 に対す る安 定性 を評価 し、越流 時の耐性 に も配慮 した上
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で、入力津波 に対す る津波 防護機 能 が十分 に保持 で きるよ う

に設計す る。設 計 に当たつては、自然条件 (積雪、風荷重等 )、

地震 (余 震 )と の組合せ を適切 に考慮す る。

(5)1号及 び 2号炉放水 ピッ ト止水板 (1号、 2号 、 3号炉及 び

4号炉共用 、既設 )

放水 ピッ トか らの津波 の流入 を防止 し、防護対象設備 が機

能喪失す るこ とのない設計 とす るた め、放水 ピッ トに 1号及

び 2号炉放水 ピッ ト止水板 を設置す る (第 10.6.1.1.7図 )。

l号及 び 2号炉放水 ピッ ト止水板 の設 計 においては、基準地

震動 に よる地震 力 に姑 して、津波 防護機 能 が十分 に保持 で き

るよ う設計す る。また、波力 に よる侵 食及 び洗掘 に姑す る抵

抗性並び にすべ り及 び転倒 に対す る安 定性 を評価 し、越 流時

の附性 に も配慮 した上 で、入力津波 に対す る津波防護機 能 が

十分 に保持 で きる よ うに設 計す る。設 計 に当たつては、漂流

物 に よる荷重 、 自然 条件 (積 雪、風荷 重等 )、 地震 (余 震 )

に よる荷重 との組 合せ を適切 に考慮す る。

(6)海 水 ポ ンプ室浸水 防止 蓋 (1号及 び 2号炉 )

海水 ポ ンプエ リア床 面か らの津波 の流入 を防止 し、防護対

象設備 が機 能喪失す ることのない設計 とす るため、海水 ポ ン

プ室 に海水 ポ ンプ室浸水 防止蓋 を設置す る。海水 ポ ンプ室浸

水 防止蓋 の設計 にお いては、基 準地震動 に よる地震 力 に姑 し

て浸水 防止機 能 が十分 に保持 で きるよ う設計す る。また、浸

水 時の波圧等 に対す る耐性 を評価 し、入 力津波 に対す る浸水

防止機 能 が十分 に保持 で きるよ うに設 計す る。設計 に当たつ

ては、 自然条件 (積 雪、風荷 重等 )、 地震 (余震 )と の組合

せ を適切 に考慮す る。

(7)循 環水 ポ ンプ室浸水 防止蓋 (1号及 び 2号炉 )

循環水 ポ ンプ室 か らの津波 の流入 を防止 し、隣接す る海水
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ポ ンプエ リア 内 の防護 対 象 設備 が機 能 喪 失す る こ との ない

設計 とす るた め、循環水 ポ ンプ室 に循環水 ポ ンプ室浸水 防止

蓋 を設置す る。循環水 ポ ンプ室浸水 防止蓋 の設計 においては、

基 準地震 動 に よ る地震 力 に対 して浸 水 防止機 能 が十分 に保

持 で きるよ う設計す る。また、浸水 時の波圧等 に対す る耐性

を評価 し、入 力津波 に対す る浸水 防止機 能 が十分 に保持 で き

るよ うに設計す る。設計 に当たっては、 自然条件 (積 雪、風

荷重等 )、 地震 (余 震 )と の組合せ を適切 に考慮す る。

(8)中 間建屋水密扉 (1号及 び 2号炉 )

ター ビン建 屋 か ら浸水 防護 重 点化 範 囲へ の冷 水 の流入 を

防止 し、防護 対象設備 が機 能喪失す るこ とのない設計 とす る

た め、中間建屋水密扉 を中間建屋 に設置す る。中間建屋水密

扉 の設計 にお いては、基準地震動 に よる地震力 に対 して浸水

防止機 能 が十分保 持 で きる設計 とす る。また、冷水 に よ り発

生す る水圧 等 に射 して水密性 を有す る設 計 とす る。

(9)制 御建屋水密扉 (1号及 び 2号炉共用 )

ター ビン建 屋 か ら浸水 防護 重 点化 範 囲へ の冷 水 の流入 を

防止 し、防護 対象設備 が機能喪失す るこ とのない設計 とす る

ため、制御建屋水密扉 を制御建屋 に設置す る。制御建屋水密

扉 の設 計 においては、基準地震動 に よる地震力 に対 して浸水

防止機 能 が十分保持 でき る設計 とす る。また、冷水 に よ り発

生す る水圧等 に対 して水密性 を有す る設 計 とす る

(10)貫 通部上水処置 (1号及 び 2号炉共用 )

ター ビン建 屋 か ら浸水 防護 重 点化 範 囲へ の総 水 の流入 を

防止 し、防護 封象設備 が機 能喪失す るこ とのない設計 とす る

ため、浸水 防護 重点化範 囲境界壁 の うち、中間建屋 、制御建

屋及 びデ ィーゼル建屋 の壁貫通部 に、貫通部止水処置 を実施

す る。貫通部止水処置 の設計 にお いては、基 準地震動 に よる
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地震 力 に対 して浸 水 防止機 能 が十 分 に保 持 で き る よ う設 計

す る。また、総 水 に よ り発 生す る水圧等 に対 して水密性 を有

す る設計 とす る。

(■)潮位 計 (1号 、 2号 、 3号及 び 4号炉共用 、一部既設 )

通常 の潮汐 とは異 な る潮位 変動情報 を入手 し、中央制御 室

へ警報 を発信 す るため、潮位 計 を設置す る。

潮位 計 は、検 出器 、監視モ ニ タ等 (電源 系 を含 む)で構 成

され 、敷地へ の遡上又 は水位 変動 に伴 う取水性低 下 に よる海

水 ポ ンプヘ の影 響 のお それ の あ る潮位 に至 る前 に取水 路 防

潮 ゲー トを遠 隔 閉止す るこ とに よ り、津波 の遡上及 び水位 変

動 に伴 う取水性低 下に よる海 水 ポ ンプヘ の影響 を防止す る、

津波 防護施 設 で あ る。また、取水路 防潮 ゲー トと同等 の多重

性 、独 立性 、耐震性等 を有す る設 計 とす る。

潮位 計 は、各 号炉 の海水 ポ ンプ室前面 の入力津波 高 さ (1

号炉 :ToP,+2.6m、 2号炉 :T.P.+2.6m、 3号及び 4号炉 :

T.P.+2.9m)に 姑 して波力 、漂流物 の影響 を受 けない位置 に

設置 し、津波監視機能 が十分 に保持 で き る設計 とす る。また、

基準地震動 に対 して、機 能 を喪失 しない設計 とす る。設計 に

当たつて は、 自然条件 (積 雪、風荷重等 )と の組合せ を適切

に考慮す る。

具体的 には、潮位 計 は多重性 、独 立性 、耐震性等 を確保 す

る。

さらに、原 子炉 の運転 中又 は停止 中に潮位 計 の試 験 が可能

な設計 とす る。

上記 (1)～ (9)、 (11)の 各施設・設備 にお ける許容 限界 は、地震

後 、津波後 の再使 用性や 、津波 の繰返 し作用 を想 定 し、止水性

の面 も踏 ま え るこ とによ り、当該構造物全体 の変形能力 に対 し

て十分 な余答 を有す るよ う、各施設・設備 を構成す る材料 が弾
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性域 内に収 ま るこ とを基本 とす る。

上記 (10)の 貫通部止水処置 について は、地震後 、津波後 の再

使 用性や 、津波 の繰返 し作用 を想 定 し、止水性 の維持 を考慮 し

て、貫通部止水処置 が健 全性 を維持す るこ ととす る。

各施設・設備 等 の設計 、評価 に使 用す る津波荷重 の設定 につ

いては、入 力津波 が有す る数値計算 上 の不確 か さ及 び各施 設・

設備 等 の機 能 損 傷 モー ドに対応 した荷 重 の算 定過 程 に介 在 す

る不確 か さを考慮す る。

入 力津 波 が有 す る数 値 計算 上 の不確 か さの考慮 に 当た って

は、各施 設 。設備 の設置位 置 で算定 され た津波 の高 さを安全側

に評価 して入力津波 を設 定す るこ とで、不確 か さを考慮す る。

各施設・設備 等 の機能損傷モー ドに対応 した荷重 の算定過程

に介在す る不確 か さの考慮 に当た つて は、入力津波 の荷重 因子

で あ る浸水 高 、速度 、津波波 力等 を安全側 に評価 す るこ とで、

不確 か さを考慮 し、荷重設定 に考慮 してい る余裕 の程度 を検討

す る。

津波波力 の算 定 においては、国土交通省 の暫 定指針等 に記載

され てい る津波波力算 定式等 、幅広 く知見 を踏 まえて、十分 な

余裕 を考慮す る。

漂流物 の衝 突 に よる荷重 の評価 に際 しては、津波 の流速 に よ

る衝 突速度 の設 定 にお ける不確 実性 を考慮 し、流速 について十

分 な余裕 を考慮す る。

津波 防護施設 、浸水 防止設備及 び津波監視設備 の設計 にお い

て 、基 準 津 波 の波源 の活 動 に伴 い発 生す る可能性 が あ る余震

(地震 )に つ いてそのハザー ドを評価 した結果 、基準津波 の波

源 で あ る若 狭海 丘列付 近 断層 及 び FO一 A～ FO― B～ 熊川

断層 につい て、そ の活動 に伴 い発 生す る余震 に よる荷重 を設 定

す る。
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余震荷重 につ いては、基準津波 の継続 時間の うち最大水位 変

化 を生起す る時間帯 (基 準津波 1:地震発生後約 1時 間後 、基

準津波 2:地 震発 生後 10～ 20分後 )を 踏 ま え過 去の地震 デー

タを抽 出 。整 理す るこ とに よ り余震 の規模 を想 定 し、余震 と し

てのハザー ドを考慮 した安全側 の評価 として、この余震規模 か

ら求 めた地震 動 に対 してす べ て の周 期 で上 回 る地震 動 を既 に

時刻 歴 波形 を策 定 してい る弾性 設 計 用 地震 動 の 中か ら設 定す

る。

余震荷重 と津波荷童 の組合せ につ いては、入力津波 が若 狭海

丘列付 近 断層 に よる津 波 で決 ま る場 合 は、弾性 設 計用 地震 動

Sd-5H(NS)及 び Sd-5vを 余震荷 重 として津波荷重 と組 み

合 わせ る。入力津波 が FO― A～ FO一 B～ 熊川 断層 で決 ま る

場合 は、弾性設計用地震動 Sd-1を 余震荷重 と して津波荷重 と

組 み合 わせ る。なお、入力津波 の波源 が複数 あ るため、他 方 の

組合せ も必要 に応 じて検討す る。           1

放水 口側 防潮 堤及 び防潮扉 は、堆積層及 び盛 土の上 に設置 さ

れ てお り、基 準地震軸 が作用 した場合設置位 置周辺 の地盤 が液

状化す る可能性 があるこ とか ら、基礎杭 に作用す る側方流動力

の影響 を考慮 し、津波 防護機 能が十分保 持 で きるよ うに設計す

る。

10.6.1.1,4主 要仕様

主要設備 の仕様 を第 10.6.1.1.1表 に示す。

10.6.1.1.5試 験検査

津波 防護施設 、浸水 防止設備及 び津波監視設備 は、健全性及

び性 能 を確認 す るた め、原子炉 の運転 中又 は停止 中に試験 又 は

検査 を実施す る。
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10.6.1.1.6手 順等

(1)大 津波警報 が発表 され た場合 に敷地へ の津波 の流入 防止及

び 引 き波 時 にお ける海水 ポ ンプの取水性確保 のた め、1号及

び 2号炉 当直課長 の取水路 防潮 ゲー ト閉上 の判 断 に基づ き、

1号及 び 2号炉 当直課 長 と 3号及 び 4号炉 当直課長 の連携

に よ り、1～ 4号炉循環水 ポ ンプ停止操作 (プ ラン ト停止 )、

1号及 び 2号炉 中央 制御 室 か らの取水 路 防潮 ゲー ト閉上 を

実施す る手順 を整備 し、的確 に実施 す る。

(2)地震加 速度 高に よ り原子炉 が トリップ し、かつ津波警報等

が発表 され た場合 には、引 き波 時 にお ける海水 ポ ンプの取水

量 を確保 す るため、1号及び 2号炉 当直課長 の 1～ 4号炉循

環水 ポ ンプ停止判 断 に基づ き、1号及 び 2号炉 当直課長 と 3

号及 び 4号炉 当直課長 の連携 に よ り、1～ 4号炉循環水 ポ ン

プ停止 を実施す る手順 を整備 し、的確 に実施す る。

(3)通 常 の潮汐 とは異 な る潮位 変動 を把握 した場合 に敷 地へ の

津波 の流 入 防止 及 び 引 き波 時 にお け る海 水 ポ ンプ の取水性

確保 のた め、1号及 び 2号炉 当直課長 の取水 路防潮 ゲー ト閉

止 の判 断 に基 づ き、1号及 び 2号炉 当直課長 と 3号及 び 4号

炉 当直課 長 の連携 に よ り、1～ 4号炉循環水 ポ ンプ停止操作

(プ ラン ト停 止 )、 1号及 び 2号炉 中央制御 室か らの取水 路

防潮 ゲー ト閉上 を実施す る手順 を整備 し、的確 に実施す る。

(4)(3)に て整備す る手順 に よ り、敷 地へ の津波 の流入 防止及

び 引 き波 時 にお け る海水 ポ ンプの取水性確保 は可能 で あ る。

これ に加 え、可能 な限 り早期 に津波 に対応す るための手順 を

整備 す る。具体的 には、発電所構 外 において、敷地へ の遡上

又 は水位 変 動 に伴 う取水 性 低 下 に よる海 水 ポ ンプヘ の影 響

のおそれ のあ る潮位 を観 測 し、そ の後 、潮位 計の うち、2台
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の観 測潮位 が 10分 以 内に 0.5m以 上下降す ること、又 は 10

分以 内に 0.5m以 上上昇す る こ とを把握 した場合 は、 1～ 4

号炉循環水 ポ ンプ停止操作 (プ ラン ト停止 )、 1号及 び 2号

炉 中央制御 室 か らの取水 路 防潮 ゲー ト閉止 を実施 す る手順

を整備 し、的確 に実施す る。また、発電所構外 にお いて、津

波 と想 定 され る潮位 を観 測 した場合 は、可能 な限 り早期 に津

波 に対応す るた め、ゲー ト落 下機構 の確認 等 を行 う手順 を整

備 し、的確 に実施す る。

(5)防 潮扉 については、原則 閉運用 とす るが、開放後 の確 実 な

閉止操作 、3号及 び 4号炉 中央制御 室 にお ける閉止状態 の確

認 及 び 閉止 され て い ない状 態 が確 認 され た場 合 の 開止 操 作

の手順 に基づ き、的確 に実施す る。

(6)水密扉 については、開放後 の確 実 な閉止操作、 中央制御 室

にお け る閉止状 態 の確 認 及 び 閉止 され て い ない状 態 が確認

され た場合 の閉上 を実施す る手順 を整備 し、的確 に実施す る。

(7)燃 料等輸送船 に関 し、津波警 報等 が発表 され た場合 におい

て、荷役 作業 を中断 し、陸側作業員及び輸送物 を退避 させ る

とともに、緊急離岸 す る船側 と退避 状況 に関す る情報連絡 を

行 う手順 を整備 し、的確 に実施 す る。一方 、津波警報等 が発

表 されず 、かつ 、荷役 中に発電所構外 にて、津波 と想 定 され

る潮位 を観 測 した場合 にお いて、荷役作業 を中断 し、陸側 作

業員 を退避 させ 、輸送物 を可能 な範 囲で退避 させ る とともに、

係 留強化す る船側 と情報連絡 を行 う手順 を整備 し、的確 に実

施す る。また、荷役 中以外 に、発 電所構外 にて津波 と想 定 さ

れ る潮位 を観 測 した場合 において、緊急離岸す る船側 と退避

状況 に関す る情報連絡 を行 う手順 を整備 し、的確 に実施す る。

(8)津 波監視 カメ ラ及 び潮位 計 に よる津波 の襲来状況 の監視 に

係 る運用手順 を整備 し、的確 に実施 す る。
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(9)津 波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響

軽減施設については、各施設及び設備に要求 される機能を維

持するため、適切な保守管理を行 うとともに、故障時におい

ては補修を行 う。

(10)津波防護に係 る手順 に関す る教育並びに津波防護施設、

浸水防止設備、津波監視設備及び津波影響軽減施設のイ呆守管

理に関する教育を定期的に実施する。
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【第 40条 に係る変更概要】

10。 6,1.2重 大事故等対処施設

10.6.1.2.1 概 要

原子炉施設 の耐津波設計 につ いては、「重大事故等対処施設

は、基準津波 に対 して、重 大事故等 に対処す るた めに必要 な

機 能 が損 なわれ るお それ がない ものでなけれ ばな らない」 こ

とを 目的 として、津波 の敷 地へ の流入 防止 、漏水 に よる重大

事 故等 に対処す るた めに必要 な機 能へ の影 響防止 、津波防護

の多重化及び水位低 下 に よる重大事故等 に対処す るた めに必

要 な機 能へ の影響 防止 を考慮 した津波防護 対策 を講 じる。

津波 の敷地へ の流入 防止 は、重大事故等姑処施 設 の津波防

護 対象設備 (津波 防護施設 、浸水 防止設備 、津波 監視設備及

び非 常用 取水設備 は除 く①)を 内包す る建屋及 び 区画 の設置 さ

れ た敷 地 において、基準津波 に よる遡上波 の地上部 か らの到

達 、流入 の防止及 び取水路 、放水路等 の経路か ら流入 の防止

姑策 を講 じる。

漏水 に よる重大事故等 に対処す るために必要 な機 能へ の影

響 防止 は、買文水・放水施設 、地下部等 において、漏水 の可能

性 を考慮 の上、漏水 に よる浸水範 囲を限定 して、重 大事故等

に対処す るた めに必要 な機 能 へ の影響 を防止す る対策 を講 じ

る。

津波 防護 の多重化 として、上記 2つ の射策 のほか、重大事

故等対処施設 の津波 防護対象設備 (津波防護施設 、浸水 防止

設備 、津波監視設備及 び非 常用 取水設備 を除 く。)を 内包す る

建屋及 び 区画 にお いて、浸水 防護 をす るこ とに よ り津波 に よ

る影響等 か ら隔離す る対策 を講 じる。

水位低 下に よる重大事故等 に対処す るために必 要 な機 能ヘ

の影響 防止 は、水位 変動 に伴 う取水性低 下 に よる重大事故等
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に対処す るために必要 な機 能へ の影響 を防止す る対策 を講 じ

る。

10,6.1.2.2 己驚言十ノデ金十

重大事故等対処施設 は、基準津波 に姑 して重 大事故等 の対

処へ の機能 が損 なわれ るお それ がない設計 とす る。

津波 か ら防護 す る設備 は、重大事故等対処施 設 、可搬型 重

大事故等対処設備 、津波 防護施設 、浸水 防止設備及 び津波監

視設備 (以 下 「重大事故等対処施設 の津波 防護 対象設備 」 と

い う。)と す る。

耐津波設計 に当た っては、以 下の方針 とす る。

(1)重 大事故等対処施設 の津波 防護 対象設備 (津波 防護施設 、

浸水 防止設備 、津波監視設備及び非 常用 取水設備 を除 く。)

を内包す る建屋及 び 区画 の設置 され た敷 地 にお いて、基準

津波 に よる遡 上波 を地上部 か ら到達又 は流入 させ ない設 計

とす る。 また、取水 路及 び放水路等 の経路 か ら流入 させ な

い設計 とす る。 具体的 な設 計 内容 を以 下 に示 す。

a.重 大事 故 等 対 処 施 設 の津 波 防護 対 象 設 備 (津 波 防護

施設 、浸水 防止設備 、津波監視設備及 び非 常用取水設備

を除 く。)を 内包す る建屋及び 区画並び に海 水 ポ ンプ室 、

復水 タンクにつ いては基準津波 に よる遡上波 が到達す る

可能性 があ るた め、津波 防護施設及 び浸水 防止設備 を設

置 し、基準津波 に よる遡上波 を地上部 か ら到達又 は流入

させ ない設計 とす る。

基準津波 の うち、津波警報等 が発表 され ない可能性 のあ

る ものは、若狭湾 にお ける津波 の伝播特性 に よ り、高浜発

電所 の取水 口付近 において、津波 の第 1波 よ り第 2波以 降

の水位 変動 量が大 き くな ることを踏 ま え、発電所構 内の津
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波 防護施設 に よ り観 測 され る第 1波 の水位 変動量が、設 定

した閉止判 断基 準 を超 えた場合 に、津波襲来 と判 断 し、津

波 防護 施 設 に よ り第 2波 以 降 の遡 上 波 を地 上部 か ら到 達

又 は流入 させ ない設計 とす る。

b.上 記 a.の 遡 上 波 の 到 達 防 止 に 当 た っ て の 検 討 は 、

「10.6,1,1設 計基 準対象施設 」 を適用す る。

c.敗水 路又 は放水 路等 の経路 か ら、津 波 が流入す る可能

性 のあ る経路 (扉 、開 口部 、貢通 口等 )を 特 定 し、必要

に応 じて実施 す る浸水対 策 につ いて は、「10,6。 1,1設 計

基 準対象施設 」 を適用す る。

(2)取 水・放水施設及 び地 下部等 にお い て、漏水す る可能性

を考慮 の上 、漏水 に よる浸水範 囲 を限定 し、重大事故等 に

紺処す るた めに必要 な機 能へ の影響 を防止す る設計 とす る。

具体 的には 「10.6.1.1設 計基準封象施設 」 を適用す る。

(3)(1)(2)に 規定す るもののほか、重大事故等対処施設 の津波

防護 対象設備 (津波 防護施設 、浸水 防止設備 、津波監視設

備 及 び非常用敗水設備 を除 く。)を 内包す る建屋及び 区画 に

つ いては、浸水対策 を行 うことに よ り津波 に よる影響等 か

ら隔離す る。 そのた め、浸水 防護 重点化範 囲の明確化す る

と と もに 、必 要 に応 じて 実施 す る浸 水 対 策 につ い て は 、

「10,6.1.1設 計基準対象施設」 を適用す る。

(4)水 位 変動 に伴 う取水性低 下に よる重 大事 故等 に対処す る

た めに必要 な機 能へ の影響 を防止す る設 計 とす る。 そのた

め、海水 ポ ンプ につ いては、「10,6.1,1設 計基準対象施設 」

を適用す る。

また、大容 量 ポ ンプ及 び送水 車 について は、基準津波 に

よる水位 の変動 に対 して取水性 を確保 で き、取水 口か らの

砂 の混入 に対 して、 ポ ンプが機 能保持 で きる設 計 とす る。
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(5)津 波 防護 施設 、浸水 防止設備 及 び津波 監視 設備 の機 能 の

保 持 につ いて は、「10.6.1.1設 計基 準姑象施設 」 を適 用す

る。

(6)津 波 防護施 設 、浸水 防止設備及 び津波 監視 設備 の設計並

び に海水 ポ ンプ等 の取水性 の評価 にお け る入力津波 の評価

に当た っては、「10。 6。 1.1設 計基 準対象施設 」 に封す る耐

津波設計 を適用す る。

(7)基 準津波 の うち、津 波警報等 が発表 され ない可能性 の あ

る も の の 策 定 及 び 閉 止 判 断 基 準 の 設 定 に つ い て は 、

「10.6.1.1設 計基 準対象施設 」 を適用す る。

(8)発 電所構外 の観 測潮位 も活用す る運用 は、「10.6.1.1設 計

基準対象施設 」 を適用す る。

10.6。 1.2.3主 要設備

「10。 6.1.1設 計基 準対象施設 」 に同 じ。

10.6.1.2.4主要仕様

主要設備の仕様を第 10.6。 1.1,1表 に示す。

10,6.1.2.5試験検査

「10。 6.1.1設 計基 準対象施設 」 に同 じ。

10.6.1.2.6手順 等

「10。 6.1.1設 計 基 準 対 象 施 設 」 に 同 じ。
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第 10.6.1。 1.1表  浸水 防護設備 の設備仕様

(1)取 水 路防潮 ゲー ト (1号 、 2号、 3号及 び 4号炉共用、一部既設 )

種      類  防潮壁

材      料  鉄 筋 コンク リー ト、鋼材

個      数  1

類  無停電電源装置

数  6

量  約 lkVA

力 電 圧 100V

種

個

容

出

(2)放水 口側 防潮堤 (1号 、

種      類

材      料

個 数

2号 、 3号及 び 4号炉 共 用 、既 設 )

防潮 堤

セ メ ン ト改 良 土 、鋼 材 、鋼 管杭

鉄 筋 コン ク リー ト

1

3号及 び 4号炉共用 、既設 )

防潮堤

鋼 管杭 、アル ミニ ウム合金

鉄 筋 コンク リー ト

1

(3)防潮扉 (1号、

種

材

2号 、

類

料

数個

(4)屋外排水路逆流 防止設備 (1号、 2号 、 3号及 び 4号炉共用 、既

設 )

種       類  逆流防止蓋 (フ ラ ンプゲ ~卜
)

材       料  ステ ン レス鋼
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数  5

(5)1号及 び 2号炉放 水 ピッ ト止水板 (1号 、 2号 、 3号及 び 4号

炉共用 、既設 )

種      類  止水板

材      料  鋼材 、鉄筋 コンク リー ト

個      数  2

(6)海 水 ポ ンプ室浸水 防止蓋 (1号炉 )

種      類  閉止蓋

材       料  ステ ン レス鋼

個      数  14

(7)海 水 ポ ンプ室浸水 防止蓋 (2号炉 )

種      類  閉止蓋

材       料  ステ ン レス鋼

個      数  15

(8)循 環水 ポ ンプ室浸水 防止 蓋 (1号炉 )

種      類  閉止蓋

材       料  ステ ン レス 0岡

個      数  5

(9)循 環水 ポ ンプ室浸水 防止 蓋 (2号炉 )

種      類  閉止蓋

材       料  ステ ン レス金岡

個      数  2

個
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(10)中 間建屋水密扉 (1号炉 )

(「 津波 に対す る防護設備 」及 び 「内部総 水 に姑す る防護設備 」 と

兼用 )

種       類  片開扉

材      料  炭素鋼

個      数  2

(11)中 間建屋水密扉 (2号炉 )

(「 津波 に対す る防護設備 」及 び 「内部冷 水 に対す る防護設備 」 と

兼用 )

種      類  片 開扉

材       料  炭素鋼

個      数  3

(12)制 御建屋水密扉 (1号及び 2号炉共用 )

(「 津波 に対す る防護設備 」及び 「内部総 水 に対す る防護設備 」 と

兼用 )

種      類  片開扉

材       料  炭素鋼

個      数  3

(13)貫通部止水処置 (1号及び 2号炉共用 )

(「 津波 に姑す る防護設備 」及 び 「内部総水 に紺す る防護設備」と

兼 用 )

種       類  貢通部上水

材       料  シール材

個      数  一式
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(14)潮 位 計 (1号、

種

計  測  範

3号及 び 4号炉 共 用 、 一部 既 設 )

非 接 触 式検 出器

E.L.-9。 9m～ E.L.+6.6m

(1号炉 ・ 2号炉 )

EoL.-4.Om～ E.L.+4.Om

(3号炉 ・ 4号炉 )

4

2号 、

類

囲

個 数
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防潮壁

(鉄筋ヨンクリート製)

ゲート落下機構
機側盤室

B系列 A系卯J

第 10。 6。 1.1.1図  取水路防潮ゲー ト概念図

TP+85m

ゲート扉体4門 (鋼製)

(津波来襲時閉鎖)
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ラック棒

通常時 :機械式クラッチ及び電磁式クラッチが連結されており、
ゲート開状態が維持されている。

閉止時 :閉止信号により機械式クランチ又は電磁式クラッチが

切り高仁され、ゲートは落下する。

第 10.6.1.1.3図  取水路 防潮 ゲー ト落 下機構概念 図

Ｏ

Ｏ

　

Ｏ

０

０

０

０

０

０

０

自重落下用
レバー駆動

モータ

緊急閉上回路A電源
(機械式クランチ解放用)

緊急閉止回路B電源

(電磁式クラッチ解放用 )

かさ歯車

自重落下用
レノミ‐―

ゲート落下機構

電磁式クラッチ

ゲート落下機構

機械式クラッチ
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杭基礎形式部

噸
TP+80m

H鋼

津波襲来側

コンクリート
充填

TP+35m

T.P.+8.Om

←

鋼板

鉄筋 コンク リー ト壁部

鉄筋 コンク リー ト

地盤 改 良部

▽

ツ ト

津波襲来側

吟

改良盛土

(セメント改良盛土 ) TPキ80m

TP+60m

循環水管

護岸

深層地盤改良体
(高 圧噴射攪拌工法 )

第 10.6.1.1.4図  放水 口側 防潮堤概念 図

号及び 2
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扉体

津波襲来側
T.P,+8.Om

T,P.+5.5m

第 10。 6。 1.1.5図  防潮扉オ既念 図

鋼管杭

T P +3 5m

逆流防止蓋

吟
ヽ

鉄筋コンクリー ト

第 10.6。 1.1.6図  屋外排水路逆流 防止設備概念 図

RC防潮壁

|

LL

I

ヽ
―

土

執

預
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止水板

T.P.+8.Om
.P,+6.Om ) T.P.+6.5m

鉄筋コンクリー ト
▽

ツ ト

第 10,6.1.1.7図  1号 及び 2号炉放水 ピッ ト止水板概念 図

送受信ユニット 送受信ユニット
潮位検出器

無線送受信
lu

潮位計
2u

3u
監視モニタ:

4u

監視モニタ

1/2号炉 中央制御室

3/4号炉 中央制イ任

'室

＼電源箱及t膚寅尊装置は監視モニタの機内機器であり、監視モニタの一部である。

第 10.6.1.1.8図  潮位 計概念 図

号及び2号炉放

1号炉

2号炉

3号炉

4号炉

1 1号炉
|

1 2号炉 IJ

3号炉

4号炉
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【手順 書 の整備 、教育及び訓練 の実施 並び に体制 の整備 に係 る変更概要 】

十、発 電用原子炉 の炉心の著 しい損傷 その他 の事故 が発 生 した場合 にお ける

当該 事故 に対処す るために必要 な施設及 び体制 の整備 に関す る事項

ハ .重 大事故 に至 るおそれ が ある事故 (運転時の異常 な過渡変化及び設計基

準事故 を除 く。)又 は重大事故

(1)重大事 故 の発 生及 び拡 大 の防止 に必 要 な措置 を実施 す るた めに必 要

な技術 的能力

(i)重大事故等対策

d.手順 書 の整備 、教育及び訓練 の実施 並び に体制 の整備

(a)手順書 の整備

重 大事故等発 生 時 にお いて、事象 の種類及 び事象 の進展 に応 じ

て重大事故等 に的確 かつ柔軟 に対処 できるよ う手順 書 を整備す る。

また、手順書 は使用主体 に応 じて、運転員 が使 用す る手順書 (以

下「運転手順書」とい う。)、 緊急 時姑策本部が使 用す る手順書 (以

下 「緊急 時対策本部用手順書」とい う。)及 び緊急 時紺策本部 の う

ち支援組織 が使用す る手順書 (以 下「支援組織用手順 書」とい う。)

を整備 す る。

(a‐ 1)すべ ての交流動力電源及 び常設直流電源 系統 の喪失 、安全系

の機器 若 しくは計測器類 の多重故 障又 は 1号炉 、 2号炉 、 3号

炉及 び 4号炉 の同時被 災 の過 酷 な状態 において、限 られ た時間

の 中で原 子炉施設 の状態 の把握及 び実施すべ き重 大事故等姑策

の適切 な判断 に必要 な情報 の種類 、その入 手 の方法及 び判断基

準 を整理 し、手順 を整備 す る。

原 子炉施設 の状態 の把握 が 困難 な場合 に も対処 で きるよ う、

パ ラメー タを計測す る計器 故 障時 に原子炉施設 の状態 を把握す

るた めの手順 、パ ラメー タの把握能力 を超 えた場合 に原 子炉施

設 の状態 を把握す るための手順及 び計測 に必要 な計器 電源 が喪

失 した場合 の手順 を整備 す る。
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具体的には、第 10,1表 に示す 「重大事故等対策 にお ける手順

書 の概要」の うち 「1,15事故時の計装 に関す る手順等」の内容

を含 む もの とす る。

(a‐ 2)炉心の著 しい損傷及 び原 子炉格納容器 の破損 を防止す るため

に、最優先すべ き操作等 を迷 うことな く判 断 し実施 できるよ う、

判 断基準 を明確 に した手順 を以下の とお り整備 す る。

炉 心損傷 が発 生 した場合 において、原 子炉格納容器 の破 損 防

止 の対処 に迷 うこ とな く移行 で きるよ う、原子炉格納容器 へ の

注水 を最優先す る判 断基準 を明確 に した手順 を整備す る。

炉 心 の著 しい損傷又 は原 子炉格納容器 の破 損 を防止す るため

に注水す る淡水源 が枯渇又 は使 用で きない状況 においては、迷

わず海水注水 を行 える よ う判 断基準 を明確 に した手順 を整備 す

る。

全 交流動力電源 喪失 時等 において、準備 に長 時 間を要す る可

搬型設備 を必要 な時期 に使 用 可能 とす るた め、準備 に掛 か る時

間 を考慮 の上、手順着 手 の判 断基準 を明確 に した手順 を整備 す

る。

炉 心 の著 しい損傷 時 にお いて水素爆発 を懸告 し、水素濃度制

御 設備 の必要 な起動 時期 を見失 うこ とがない よ う、水素濃度制

御 設備 を速や か に起動す る判 断基準 を明確 に した手順 を整備 す

る。

そ の他 、炉心 の著 しい損傷及 び原子炉格納容器 の破 損 を防止

す るた めに必要 な各操作 につ いては、重大事故等対処設備 を必

要 な時期 に使用 可能 とす るた め、手順着 手 の判 断基準 を明確 に

した手順 を整備 す る。

重 大事故等対策 時におい て、設計基準事故 に用 い る操作 の制

限事項 が継続 して適用 され るこ とで事故射応 に悪影響 を及 ば さ

ない よ う手順 を区別す る とともに、重大事故等発生時 には速や
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かに移行 で きるよ う判 断基準 を明確 に した手順 を整備す る。

(a‐ 3)重大事故等対策 の実施 において、財 産 (設備 等 )保護 よ りも

安全 を優 先す る共通認識 を持 ち、行動 で きるよ う、社長 が あ ら

か じめ方針 を示す。

重大事故等発 生時 の運転操作 にお いて、 当直課長 が躊躇せ ず

指示 で きるよ う、財 産 (設 備 等)保護 よ りも安全 を優先す る方

針 に基づ き定 めた判 断基 準 を運転手順 書 に整備す る。

重大事故等発 生 時の発 電所 の緊急 時対策本 部活動 において重

大事故等対策 を実施す る際 に、発 電所 の緊急 時対策本部長 が、

財 産 (設 備 等 )保護 よ りも安全 を優先す る方針 に したがった判

断 を実施す る。 また、財 産 (設備 等 )保護 よ りも安全 を優 先す

る方針 に基づ き定 めた判 断基準 を緊急 時対策本部用手順 書 に整

備 す る。

(a‐ 4)重大事故等対策 時 に使用す る手順 書 と して、発 電所 内の実施

組織 と支援組織 が連携 し事故 の進展状況 に応 じて実効 的 に重大

事故等対策 を実施す るた め、運転員用及 び支援組織用 の手 l原 書

を適切 に定 める。

運転手順 書 は、重大事故等姑策 を的確 に実施す るために、事

故 の進展状況 に応 じて構成 し定める。

緊急 時対策本部用手順 書 に、体制 、通報及 び緊急 時対策本部

内の連携等 につ いて明確 に し、その 中に支援組織用手順 書 を整

備 し、支援 の姑応 等 、重 大事故等対策 を的確 に実施す るための

必要事項 を明確 に示 した手順 を定 める。

なお、運転手順 書 は、事故 の進展状況 に応 じて、構成 を明確

化 し、手順 書相 互 間 を的確 に移行 で きるよ う、移行基準 を明確

にす る。

事故発生時は、故 障及 び設計基準事故 に対処す る運転 手順 書

に よ り事象判別及 び初期封応 を行 う。 多重故 障等 に よ り設計基
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準事故 を超 えた場合 は、炉心の著 しい損傷及 び原 子炉格納容器

の破損 を防止す る事象ベースの運転手順書 に移行す る。

事象判別及 び初期対応 を行 つてい る場合又 は事象ベー スの運

転 手順書 にて事故対応 操作 中は、安全機 能パ ラメー タを常 に監

視 し、あ らか じめ定 めた適用条件 が成 立すれ ば、炉心の著 しい

損傷及 び原 子炉格納容器 の破損 を防止す る安全機 能ベ ー スの運

転手順書 に移行す る。

ただ し、原 因が明確 でかつその原 因除去 あ るいは紺策 が優先

され るべ き場合 は、安全機能ベースの運転手順書 には移行せず、

その原 因に対す る事象ベースの運転手順書 を優先す る。

多重故 障が解 消 され安全機能 が回復すれ ば、故 障及 び設計基

準事故 に対処す る運転手順書 に戻 り処置 を行 う。

炉心の著 しい損傷及 び原子炉格納容器 の破損 を防止す る運転

手順書 に よる対応 で事故収東せず炉 心損傷 に至 った場合 は、炉

心 の著 しい損傷 が発 生 した場合 に対処す る運転手順書 に移行 し

対応処置 を実施す る。

(a‐ 5)重大事故等対策 実施 の判 断基準 と して確認 され る水位 、圧 力、

温度等 の計測可能 なパ ラメー タを整 理 し、運転手順書 に明記す

る。

重大事故等 に姑処す るた めに監視す るこ とが必要 なパ ラメー

タを、あ らか じめ選 定 し、重要 な監視 パ ラメー タ と有効 な監視

パ ラメー タに位 置づ け運転手順 書 に明記す る。通 常使 用す るパ

ラメー タが故 障等 に よ り計測不能 な場合 は、代替パ ラメー タに

て 当該パ ラメー タを推 定す る方法 を運転 手順書 に明記す る。 な

お 、記録 が必要 なパ ラメー タ及 び直流電源 が喪失 して も可搬型

計測器 に よ り計測 可能 なパ ラメー タをあ らか じめ選 定 し、運転

手順書 に明記す る。

また、重大事故等対策 実施時 にお け るパ ラメー タ挙動予測、

第一編 137



影響評価 すべ き項 目及 び監視パ ラメー タ等 を手順書 に整理す る。

有効性評価等 にて整 理 した有効 な情報 について、運転員 が監

視すべ きパ ラメー タの選 定、状況 の把握及 び進 展予測並び に対

応処置の参考情報 と し、運転手順書 に整理す る。

また、有効性評価等 にて整理 した有効 な情報 について、発電

所緊急時対策本部要員 (以 下 「緊急 時紺策本部要員」 とい う。 )

が運転操作 を支援す るた めのパ ラメー タ挙動予測や影響評価 の

ための判 断情報 と し、支援組織用手順書 に整 理す る。

(a‐ 6)前兆事象 と して把握 ができるか、重大事故 を引き起 こす可能

性 があ るか を考慮 して、設備 の安全機 能 の維持及び事故 の未 然

防止対策 をあ らか じめ検討 してお き、前兆事象 を確認 した時点

で事前 の対応 がで きる体制及び手順 を整備す る。

大津波警報 が発 表 され た場合又 は通 常の潮汐 とは異 な る潮位

変動等 を把握 した場合 、原則 として取水路 防潮 ゲー トの開止 、

原子炉 の停止及 び冷却操作 を行 う手順 を整備す る。

その他 の前兆事象 を伴 う事象 につ いては、気象情報 の収集 、

巡視点検 の強化及 び事故 の未然防止 の封応 を行 う手順 を整備 す

る。

(a‐ 7)有毒ガス発 生 時 に、事故封策 に必要 な各種 の指示・操作 を行

うことがで きるよ う、運転員 (当 直員 )、 緊急 時対策本部要員

及び緊急安全対策 要員 の吸気 中の有毒 ガス濃度 を有毒 ガス防護

のた めの判 断基準値 以下 とす るた めの手順 と体制 を整備す る。

固定源 に対 しては、運転員 (当 直員 )、 緊急 時対策本部要員及

び緊急安全対策要員 の吸気 中の有毒 ガス濃度 を有毒ガス防護 の

ための判 断基準値 を下回 るよ うにす る。 可動源 に対 しては、換

気空調設備 の隔離等 に よ り、運転員 (当 直員 )及び緊急 時対策

本部要員 が事故対策 に必要 な各種 の指示・操作 を行 うこ とがで

きるよ うにす る。
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予期せ ぬ有毒 ガ スの発生 にお いて も、運 転員 (当 直員 )及び

緊急 時姑策本部 要員 の うち初動封応 を行 う者 に対 して配備 した

防護 具 を着用す るこ とに よ り、事故対策 に必 要 な各種 の指示・

操作 を行 うこ とがで きるよ う手順 と体制 を整備す る。

5.重 大事故 の発 生及 び拡大 の防止 に必要 な措置 を実施す るために必要 な技

術 的能力

5。 1 重大事故等対策

5。 1.4 手順 書 の整備 、教育及び訓練 の実施並び に体制 の整備

(1)手順書の整備

重大事故等発 生時 において、事象 の種類及び事象 の進展 に応 じて

重大事故等 に的確 かつ柔軟 に対処 で きるよ う手順 書 を整備す る。

また、手順書 は使用 主体 に応 じて、運転員 が使 用す る手順書 (以

下 「運転手順 書」とい う。)、 緊急 時対策本部 が使用す る手順書 (以

下 「緊急時対策本部用手順書」 とい う。 )及び緊急 時対策本部 の う

ち支援組織 が使用す る手順書 (以 下 「支援組織用手順書」とい う。 )

を整備す る。

a。 すべての交流動力電源及 び常設 直流電源 系統 の喪失、安全系の機器

若 しくは計測器類 の多重故障又 は 1号炉 、 2号炉 、 3号炉及び 4号

炉 の同時被 災の過酷 な状態 において、限 られ た時間の 中で原子炉施

設 の状 態 の把握及 び実施 す べ き重 大事 故等対策 の適切 な判 断 に必

要 な情報 の種類 、その入手の方法及 び判 断基準 を整理 し、運転手順

書及び緊急 時対策本部用手順書 にま とめる。

原子炉施設 の状態 の把握 が困難 な場合 に も対処 できるよ う、パ ラ

メー タ を計測す る計器 故 障時 に原 子 炉施 設 の状 態 を把握 す るた め

の手順 、パ ラメー タの把握能力 を超 えた場合 に原子炉施設 の状態 を

把握す るた めの手順 及 び計測 に必 要 な計器 電源 が喪失 した場合 の

手順 を整備す る。
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具体的には、第 5。 1,1表 に示す 「重大事故等対策 にお ける手 l頂 書

のイ既要」の うち「1.15事故時の計装 に関す る手順等」の内容 を含 む

もの とす る。

b.炉心の著 しい損傷及 び原子炉格納容器 の破損 を防止す るために、最

優先すべ き操作等 を迷 うことな く判 断 し実施 できるよ う、判 断基準

を明確 に した手順 を以下の とお り整備 す る。

炉心損傷が発 生 した場合 において、原子炉格納容器 の破損 防止 の

対処 に迷 うこ とな く移行 できるよ う、原子炉格納容器へ の注水 を最

優先す る判断基 準 を明確 に した手順 を整備す る。

炉 心 の著 しい損 傷 又 は原 子炉 格 納容器 の破 損 を防止 す るた め に

注水す る淡水源 が枯渇又 は使用 で きない状況 においては、迷 わず海

水注水 を行 えるよ う判 断基準 を明確 に した手順 を整備す る。

全交流動力電源喪失 時等 において、準備 に長 時間 を要す る可搬型

設備 を必要 な時期 に使 用可能 とす るため、準備 に掛 か る時間を考慮

の上、手順着手 の判 断基準 を明確 に した手順 を整備す る。

炉心の著 しい損傷 時 において水素爆発 を懸念 し、水素濃度制御設

備 の必要 な起動時期 を見失 うことがない よ う、水素濃度制御設備 を

速や かに起動す る判断基 準を明確 に した手順 を整備す る。

その他 、炉心 の著 しい損傷及び原子炉格納容器 の破損 を防止す る

ために必要 な各操 作 については、重大事故等対処設備 を必要 な時期

に使用可能 とす るた め、手順着手 の判 断基準 を明確 に した手順 を整

備す る。

重大事故等対策 時 において、設計基準事故 に用い る操作 の制 限事

項 が継 続 して適 用 され るこ とで事故 対応 に悪影 響 を及 ば さない よ

う手順 を区別す る とともに、重大事故等発生 時には速や かに移行 で

きるよ う判断基準 を明確 に した手順 を整備 す る。

c.重大事故等対策 の実施 において、財産 (設 備 等 )保護 よ りも安全 を

優先す る共通認識 を持 ち、行動で きるよ う、社長 があ らか じめ方針
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を示す。

重大事故等発生時 の運転操作 において、当直課長 が躊賭せず指示

できるよ う、財産 (設 備 等)保護 よ りも安全 を優先す る方針 に基づ

き定 めた判 断基準 を運転手順 書 に整備 す る。

重 大事 故等発 生 時 の発 電所 の緊急 時対策 本 部活動 にお いて重 大

事故等対策 を実施す る際に、発電所 の緊急 時対策本部長 が、財 産 (設

備等 )保護 よ りも安全 を優先す る方針 に したが った判 断 を実施す る。

また、財 産 (設 備等 )保護 よ りも安全 を優先す る方針 に基づ き定 め

た判 断基準 を緊急時対策本部用手順書 に整備 す る。

d.重大事故等封策 時 に使用す る手順 書 と して、発電所 内の実施組織 と

支援組 織 が連携 し事故 の進 展 状況 に応 じて実効 的 に重 大事故 等 対

策 を実施す るため、運転員用及 び支援組織 用 の手順書 を適切 に定 め

る。

なお、降灰 、竜巻等 の 自然災害 に よる重大事故等対処設備 へ の影

響 を低減 させ るため、火 山灰 の除灰及び竜巻 時の固縛等 の対処 を行

う手順 につ いて も整備 す る。

運転手順 書 は、重大事故等対策 を的確 に実施 す るために、事故 の

進展状況 に応 じて、以下の よ うに構成 し定 め る。

・警報 に対処す る運転手順書

機器 の異常 を検知す る警報発信 時の封応 処置 に使用

。事象 の判別 を行 う運転手順書

原子炉 トリップ及 び非 常用炉心冷却設備 作動直後 に実施 す

べ き事象 の判別及 び封応処置 に使用

・ 故 障及び設計基準事故 に対処す る運転 手 I贋 書

運転 時の異常 な過 渡変化及 び設計基 準事故 の対応措置 に使

用

・炉 心 の著 しい損傷及び原 子炉格納容器 の破損 を防止す る運転

手順 書 (安 全機 能ベー ス と事象ベースで構成 )
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安全機 器 の多重故 障等 が発 生 し、設計基準事故 を超 えた場

合 の対応 措置 に使用

・炉心の著 しい損傷が発 生 した場合 に対処す る運転手順書

炉心損傷 時 に、炉心 の著 しい損傷 の緩 和及び原子炉格納容

器 の破損 を防止す るた めに実施 す る対応措置 に使用

実施 組織 が重 大事 故等対策 を的確 に実施 す るた めのそ の他 の対

応 手順 として、大気 、海洋へ の放射性物質 の拡散 の抑制 、中央制御

室維持 、モニ タ リング設備 、緊急 時対策本部設営及 び通信連絡設備

に関す る手順 書 を定 める。

緊急 時姑策本部用手順書 に、体制 、通報及 び緊急時対策本部 内の

連携等 について明確 に し、その 中に支援組織用手順書 を整備 し、支

援 の対応等 、重大事故等対策 を的確 に実施 す るための必要事項 を明

確 に示 した手順 を定 める。

なお、運転手順 書 は、事故 の進展状況 に応 じて、構成 を明確化 し、

手順 書相互間 を的確 に移行 で きるよ う、移行基準 を明確 にす る。

事故発生時 は、故 障及び設計基準事故 に対処す る運転手順書 に よ

り事象判別及 び初期対応 を行 う。多重故 障等 によ り設計基準事故 を

超 えた場合 は、炉心 の著 しい損傷及 び原 子炉格納容器 の破損 を防止

す る事象ベー スの運転手順書 に移行す る。

事象判別及 び初 期 対応 を行 つてい る場 合 又 は事象 ベー スの運転

手順書 にて事故対応操作 中は、安全機 能パ ラメー タ (未 臨界性 、炉

心 の冷却機 能 、蒸気発生器 の除熱機 能 、原子炉格納容器 の健 全性 、

放射性物質 の放 出防止及 び 1次 冷去,系保 有水 の維持 )を 常 に監視 し、

あ らか じめ定 めた適用条件 が成 立すれ ば、炉心の著 しい損傷及 び原

子 炉格 納容器 の破 損 を防止す る安全機 能ベ ー スの運転 手順 書 に移

行す る。

ただ し、原 因が明確 でかつその原 因除去 あ るいは紺策 が優先 され

るべ き場合 は、安全機 能ベー スの運転手順 書 には移行せず、その原
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因に対す る事象ベースの運転手順書 を優 先す る。

多重故障が解 消 され安全機能 が回復すれ ば、故障及 び設計基準事

故 に対処す る運転手順書 に戻 り処置 を行 う。

炉 心 の著 しい損傷及 び原 子炉格納容 器 の破 損 を防止す る運転 手

順 書 に よる対応 で事故収束せず炉心損傷 に至った場合 は、炉心 の著

しい損 傷 が発 生 した場合 に姑処す る運 転 手順 書 に移行 し対応 処置

を実施す る。

e,重 大事故等対策実施 の判 断基準 と して確認 され る水位 、圧 力、温度

等 の計測可能 なパ ラメー タを整理 し、運転手順書 に明記す る。

重 大事故等 に対処す るた めに監視 す る こ とが必 要 なパ ラメー タ

を、あ らか じめ原子炉施設 の状態 を監視 す るパ ラメー タの 中か ら選

定 し、耐震性 、耐ガ呆―境性 のある計測機器 での確認 可否 に よ り、重要

な監視 パ ラメー タ と有効 な監視 パ ラメー タに位 置づ け運転 手順 書

に明記す る。重要 な監視パ ラメー タ と有効 な監視パ ラメー タは、通

常使 用す る主要 なパ ラメー タ とその代替パ ラメー タに よ り構成 し、

主要 なパ ラメー タが故障等 に よ り計測不能 な場合 は、代替パ ラメー

タにて当該パ ラメー タを推定す る方法 を運転手順書 に明記す る。な

お、重要 な監視パ ラメー タ と有効 な監視パ ラメー タの中か ら、記録

が必要 なパ ラメー タ及 び直流 電源 が喪 失 して も可搬型 計測器 に よ

り計測可能 なパ ラメー タをあ らか じめ選 定 し、運転手順書 に明記す

る。

また、重大事故等対策実施時 にお けるパ ラメー タ挙動予測 、影響

評価すべ き項 目及 び監視パ ラメー タ等 を手順書 に整理す る。

有効性評価等 にて整理 した有効 な情報 について、運転員 が監視す

べ きパ ラメー タの選定、状況 の把握及び進展予測並びに射応 処置 の

参考情報 と し、運転手順書 に整理す る。

また、有効性評価等 にて整理 した有効 な情報 について、発 電所緊

急 時対策本部要員 (以 下 「緊急時対策本部要員」 とい う。)が運転
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操 作 を支援 す るた めのパ ラメー タ挙動 予測や影 響評価 のた めの判

断情報 と し、支援組織用手順 書 に整理す る。

f.前 兆事象 として把握 がで きるか、重大事故 を引き起 こす可能性 があ

るか を考慮 して、設備 の安全機能 の維持及び事故 の未然 防止対策 を

あ らか じめ検討 してお き、前兆事象 を確認 した時点で事前 の対応 が

で きる体制及 び手順 を整備す る。

大津波警報 が発表 され た場合並びに潮位 計の うち、2台 の観 測潮

位 が 10分 以 内に 0.5m以 上下降 し、その後、最低潮位 か ら 10分以

内に 0.5m以 上上昇す ること、若 しくは 10分 以 内に 0。 5m以 上上昇

し、その後 、最 高潮位 か ら 10分以 内に 0.5m以 上下降す るこ と又

は発電所構外 において、敷地への遡上若 しくは水位変動 に伴 う取水

性低 下に よる海水 ポ ンプヘ の影響 のおそれ のある潮位 を観 測 し、そ

の後 、潮位 計 の うち、2台 の観 測潮位 が 10分以 内に 0.5m以 上下降

す ること、若 しくは 10分以 内に 0.5m以 上上昇す ること (以 下 「通

常の潮汐 とは異 なる潮位 変動等」 とい う。)を 把握 した場合、原則

と して取水路防潮 ゲー トの閉止 、原子炉 の停止及び冷去「操 作 を行 う

手順 を整備 す る。また、所員 の高台へ の避難及び水密扉 の開止 を行

い、津波監視 カ メラ及び潮位 計 に よる津波 の継続 監視 を行 う手順 を

整備す る。

台風進路 に想 定 された場合 、屋外設備 の暴風 雨対策 の強化及び巡

視 点検 の強化 を実施 し災害発 生 時 に迅 速 な対応 を行 う手順 を整備

す る。

竜巻 の発生 が予測 され る場合 、車両の退避又 は固縛 、屋 外作業の

中止 、燃料 取扱作業 の中止 、使用済燃料 ピッ トの竜巻飛来物防護対

策設備 の設置状態 の確認 、換気空調 系のダンパ等 の閉止 、デ ィーゼ

ル建屋 の水密 扉 及 び その他扉 の閉止 状 態 を確認 す る手順 を整備 す

る。

その他 の前兆事象 を伴 う事象 については、気象情報 の収集 、巡視
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点検 の強化及 び事故 の未然防止 の対応 を行 う手順 を整備 す る。

g。 有毒ガス発生時 に、事故対策 に必要 な各種 の指示・操作 を行 うこと

ができるよ う、運転員 (当 直員 )、 緊急時姑策本部要員及び緊急安

全対策 要員 の吸気 中の有 毒 ガ ス濃度 を有毒 ガ ス防護 の た めの判 断

基準値 以下 とす るための手順 と体制 を整備す る。敷地 内外 において

貯蔵施 設 に保 管 され てい る有 毒 ガ ス を発 生 させ るお それ のあ る有

毒化学物質 (以 下 「固定源 」 とい う。 )に 対 しては、運転員 (当 直

員 )、 緊急 時対策本部要員及 び緊急安全紺策要員 の吸気 中の有毒ガ

ス濃度 を有毒ガス防護 のための判 断基準値 を下回 るよ うにす る。敷

地 内にお い て輸 送 手段 の輸送容器 に保 管 され て い る有 毒 ガ ス を発

生 させ るおそれ のある有毒化学物質 (以 下 「可動源 」 とい う。)に

姑 しては、換気空調設備 の隔離等 に よ り、運転員 (当 直員 )及び緊

急時対策本部要員 が事故対策 に必要 な各種 の指示・操作 を行 うこと

がで きるよ うにす る。

予期せ ぬ有毒 ガスの発生 にお いて も、運転員 (当 直員 )及 び緊急

時対策 本 部 要員 の うち初期対応 を行 う者 に対 して配備 した防護 具

を着用す るこ とによ り、事故対策 に必要 な各種 の指示・操作 を行 う

ことがで きるよ う手順 と体制 を整備 す る。

有毒 ガスの発生 に よる異常 を検知 した場合 は、運転員 (当 直員 )

に連絡 し、運転員 (当 直員 )が通信連絡設備 に よ り、発 電所 内の必

要 な要員 に有毒ガスの発生 を周知す る手順 を整備す る。

5。2大規模 な 自然 災害又 は故意 に よる大型航 空機 の衝突そ の他 のテ ロ リズ

ムヘ の対応 にお け る事項

5。 2.1可搬型設備等 に よる対応

5。 2.1.1大規模損壊発生時の手順 書 の整備

(3)大規模損壊発 生時の対応 手順書 の整備 及びその対応操作

b.優先 I贋位 に係 る基本 的な考 え方
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大規模損壊発生時 には、環境 へ の放射性物質 の放 出低減 を最優

先 に考 え、炉心損傷 の潜在 的可能性 を最小 限にす るこ と、炉心損

傷 を少 しで も遅 らせ るこ とに寄与で きる初期活動 を行 うとともに、

事故対応 へ の影響 を把握す るため、火 災の状況 を確認 す る。また、

対応 要員及 び残存す る資源等 を基 に有効 かつ効果 的 な対応 を選定

し、事故 を収束 させ る紺応 を行 う。 また、大規模損壊発生時 にお

いて は、設計基準事故対処設備 の安全機 能 の喪失 、大規模 な火 災

の発 生及 び運転員 (当 直員 )を 含 む重大事故等紺策 要員等 が被 災

した場合 も姑応 できるよ うにす る。

この よ うな状況 にお いて も可搬型重大事故等対処設備 等 を活用

す るこ とに よって、 「大規模 な火 災が発 生 した場合 にお ける消火

活動 」、 「炉心の著 しい損傷緩 和」、 「原子炉格納容器 の破 損緩

和」 、 「使用済燃料貯蔵槽 の水位確保及 び燃 料体 の著 しい損傷緩

和」及 び 「放射性物質 の放 出低減 」 の原 子力災害へ の対応 につい

て、人命 救助 を行 うとともに要員 の安全 を確保 しつつ並行 して行

う。

さ らに、環境へ の放射性物質 の放 出低減 を最優先 とす る観 点か

ら、事故姑応 を行 うためのア クセ スルー トの確保 、操作 の支障 と

な る火 災及 び延焼す るこ とに よ り被 害の拡大 に繁 が る可能性 のあ

る火 災の消火活動 を優先 的に実施 す る。

上記 の火 災へ の対応 を含む優 先順位 に係 る基本 的 な考 え方 に基

づ く、大規模損壊発生 時の初動対応及び大規模 な火 災へ の紺応 に

ついて、優先順位 に したがった具体的な対応 を以下に示す。

(a)大規模損壊 が発生又 は発 生す るおそれがある場合 、当直課長又は

原子力防災管理者 は事象 に応 じた以下の対応及び確認 を行 う。

1.事前予測 がで きない 自然災害 (地 震 )又 は大型航 空機 の衝突が

発 生 した場合

中央制御 室が機 能 してい る場合 は、地震 は緊急 地震速報及び
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地震 に伴 う警報等 に よ り、航 空機衝突 は衝撃音及び衝突音等 に

よ り当直課長 が事象 を検知 し、被 災状況、運転状況 の確認 を行

い原 子力防災管理者 へ状況報告 を行 う。 なお、 中央制御 室 が機

能 していない場合又 は 当直課長 か ら原 子力 防災管理者へ連絡 が

ない場合 は、地震 は緊急地震 速報等 に よ り、航 空機 衝突は衝 撃

普及 び衝突音等 に よ り原 子 力防災管理者 が事象 を検知 し、 中央

制御 室へ状況 の確認 、連絡 を行 うとともに、緊急 時対策所 (緊

急 時対策所建屋 内)へ要員 の非 常召集及 び外部へ の通報連絡 を

行 う。

五.事前予測がで きる 自然災害 (津波)が発生 した場合

大津波警報 が発表 され た場合 又は通 常の潮汐 とは異 な る潮位

変動等 を把握 した場合 、 当直課長 は原則 と して原子炉 を手動停

止 し、所 内関係者へ避難指示 を出す とともに原 子力防災管理者

へ状況連絡 を行 う。連絡 を受 けた原子力 防災管理者 は、要員 を

一旦高所へ避難 させ た後 、第 2、 第 3波 の津波 の情報 を継続 的

に収集 しなが ら、緊急 時対策所 (緊 急 時対策所建屋 内)へ要員

の非常零集及 び外部へ の通報連絡 を行 う。

(b)原 子力 防災管理者 は、非常召集 した各要員 か ら原 子炉施設 の被 災

状況 に関す る情報 を収集 し、大 まかな状況 の確認及び把握 (火 災

の発 生有無 、建屋 の損壊状況等 )を 行 う。当直課長又 は原子力防

災管理者 が原 子炉施設 の被 害状 況 を把握 す るた めの手段 を用 い

た状況把握 が必要 と判 断すれ ば、大規模損壊 時に射応す る手順 に

基づ く対応 を開始す る。

(c)発 電所 紺策本部 は以 下 の項 目の確認及 び封応 を最優先 に実施 す

る。

i。 初期 状態 の確認

。中央制御室 との連絡及 びプ ラン トパ ラメー タの監視 可否

。原子炉停止確認 (停 止 してい ない場合 は原子炉手動停止 を速
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や かに試み る。 )

・ ター ビン動補助給水 ポ ンプ起動確認 (起 動 していない場合 は

起動操作 を速や かに試 み る。 )

五.モ ニ タ指示値 の確認 (モ ニ タ指示値 に よ り、事故及び炉心 の状

況 を推測す る。 )

五.火 災の確認 (火 災が発 生 してい る場合 は、事故対応 に支障 とな

る ものか否 か を確認 す る。 )

(d)発 電所対策本部 は上記 の確認及び対応 を実施 した後、詳細 な状況

を把握す るため以下の項 目を確認す る。

i.対応 可能 な要員 の確認

五.通信 関係 の確認

述.建屋 ア クセ ス性 の確認

市.施設損壊状態 の確認

v.電源 系の確認

甑。機器 状態 の確認

(e)発 電所対策本部 は (c)項 の確認 と並行 して以下の対応 を実施す る。

また、対応 の優先順位 については、把握 した紺応 可能要員数 、

使 用 可能設備及び施設 の状態 に応 じて選 定す る。

i.原子炉施設 の状況把握 が困難 な場合

プ ラン ト監視機 能 が喪失 し、原子炉施設 の状況把握 が困難 な

場合 においては、外観 よ り施設 の状況 を把握す る とともに、対

応 可能 な要員 の状況 を可能 な範 囲で把握 し、原 子炉格納容器又

は使 用済燃料 ピッ トか ら環境へ の放射性物質 の放 出低減 を最優

先 に考 え、大規模 な火 災の発生 に対 して も迅速 に対応 できるよ

う大容 量ポ ンプ (放水砲用 )の 準備 を開始す る。 また、監視機

能 を復 旧させ るため、代替所 内電源 に よる給電 に よ り、監視機

能 の復 旧措置 を試 み る とともに、可搬型計測器 等 を用 いて可能

な限 り継続 的に状態把握 に努 める。
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外観 よ り原子炉格納容器 又 は原子炉補助建屋 (貯蔵槽 内燃料

体等)の 破損 が確認 され 、周辺 の線 量率が上昇 してい る場合 は、

あ らか じめ準備 を開始 してい る放水砲及 び大容 量ポ ンプ (放水

砲用 )を用 いた放射性物質 の放 出低減処置 を行 う。

外観 よ り原子炉格納容器 が健全 で あ るこ とや周辺 の線 量率が

正 常であるこ とが確認 で きた場合 は原子炉格納容器破損 の緩和

処置 を優 先 して実施す る。

炉 心が損傷 してい ない こ と、 1次冷却 系か ら大規模 な漏 えい

が発生 していない こ と及 び原子厚格納容器 の減圧 が必要 ない こ

とを確認 で きた場合 には、炉心損傷緩 和 の処置 を実施す る。

使用済燃料 ピン トヘ の対応 については、外観 よ り原子炉補助

建屋 (貯蔵槽 内燃料体等 )が健全 で あることや周辺 の線 量率が

正常であ るこ とが確認 で きた場合 は、建屋 内部 にて可能 な限 り

代替 の水位 計 の設置等 の措置 を行 うとともに、常設設備 又 は可

搬型設備 に よる注水 を行 う。 また、水位 の維持 が不可能又 は不

明 と判断 した場合 は建屋 内部又 は外部 か らのスプ レイ を行 う。

原子炉施設 の状況把握 が困難 な場合 の フロー を第 5.2.3図 に

五。原子厚施設 の状況把握 が あ る程度 可能 な場合

プ ラン ト監視機 能 が健全 で ある場合 には、運転員 (当 直員 )

等 に よ り原子炉施設 の状況 を速や か に把握 し、判 断 フロー に基

づ いて 「止 める」 、 「冷やす」、 「閉 じ込 め る」機 能 の確保 を

基本 とし、状況把握 が困難 な場合 と同様 に、環境へ の放射性物

質 の放 出低減 を 目的 に、優 先的に実施すべ き対応操作 とその実

効性 を総合 的に判 断 し、必要 な緩和処置 を実施す る。

なお、部分的 に しかパ ラメー タ等 を確認 で きない場合 は、可

搬型計測器等 に よ り確認 を試 み る。

(0(c)項 か ら(e)項 の各紺策 の実施 に当たっては、重大事故等対策 にお

示す。
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け るア クセ スル ー ト確保 の考 え方 を基本 に、被 害状況 を確認 し、

早急 に復 旧可能 なル ー トを選定 し、ブル ドーザ及び油圧 シ ョベル

を用 いて法面崩壊 に よる土砂 、建屋 の損壊 に よるガ レキ等の撤去

活動 を実施す るこ とでア クセスルー トの確保 を行 う。

また、事故封応 を行 うた めのア クセ スルー トの確保 、操作 の支

障 とな る火 災及 び延 焼 す る こ とに よ り被 害 の拡 大 に繋 が る可能

性 のある火 災の消火 活動 を優先的 に実施す る。

(「 5,2.2特 定重大事故等対処施設 の機 能 を維持す るた めの体制 の整備 」

において も同様 の変更 を行 う)
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